
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
と
説
明
責
任
（
藤
川
）

五
二
七

コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
と
説
明
責
任

│
株
主
総
会
の
ベ
ス
ト
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
な
ら
び
に
金
融
商
品
取
引
法
に
お
け
る
「
相
当
な
注
意
」

の
履
行
に
係
る
判
例
の
交
錯
、
英
国
法
に
お
け
る
不
実
開
示
責
任
お
よ
び
米
国
シ
ョ
ー
ト

タ
ー
ミ
ズ
ム

│

藤　
　

川　
　

信　
　

夫

序
章
│
問
題
意
識
│

本
稿
は
二
〇
一
五
年
六
月
日
本
版
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
（
Ｃ
Ｇ
Ｃ
、
以
下
コ
ー
ド
）
策
定
・
適
用
、
二
〇
一
五
年
改

正
会
社
法
施
行
を
踏
ま
え
て
、
上
場
企
業
に
お
け
る
説
明
義
務
あ
る
い
は
説
明
責
任
の
変
容
に
つ
い
て
理
論
・
実
践
の
両
面
か
ら
組
織
法

的
考
察
を
進
め
た
も
の
で
あ
る
。
上
場
企
業
に
お
い
て
は
プ
リ
ン
シ
プ
ル
ベ
ー
ス
に
よ
る
ソ
フ
ト
ロ
ー
と
し
て
の
コ
ー
ド
・
上
場
規
則
と

ハ
ー
ド
ロ
ー
で
あ
る
会
社
法
制
の
二
重
の
規
制
が
か
か
り
、
ま
た
機
関
投
資
家
向
け
の
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
（
Ｓ
Ｗ
Ｃ
）
適

論　

説

（
一
四
六
九
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

五
二
八

用
に
よ
る
株
主
と
の
対
話
・
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
作
り
も
加
わ
っ
て
く
る
。
主
と
し
て
株
主
総
会
等
の
対
応
を
前
提
に
し
て
上
場
企
業
に

お
け
る
ベ
ス
ト
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
に
つ
い
て
、
金
商
法
上
の
判
例
、
英
国
や
米
国
の
新
し
い
動
向
も
含
め
、
最
新
の
論
点
を
検
討
し
て
い
き

た
い
。
コ
ー
ド
の
制
定
・
適
用
直
後
で
あ
り
先
行
研
究
の
少
な
い
領
域
で
あ
る
が
、
か
か
る
考
察
の
意
義
は
大
き
い
と
思
料
す
る
。

金
商
法
、
コ
ー
ド
に
お
け
る
説
明
義
務
・
責
任
が
加
わ
り
拡
大
す
る
反
面
、
適
正
意
見
に
基
づ
く
責
任
を
限
定
し
て
い
く
ア
プ
ロ
ー
チ

も
あ
り
、
両
面
か
ら
の
考
察
を
行
っ
た
。
更
に
は
か
か
る
義
務
に
違
反
し
た
場
合
に
つ
い
て
、
コ
ー
ド
ゆ
え
に
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
の

別
途
考
察
が
必
要
と
な
る
。
ハ
ー
ド
ロ
ー
を
含
め
た
ソ
フ
ト
ロ
ー
ミ
ッ
ク
ス
と
し
て
今
後
の
制
度
設
計
に
か
か
っ
て
こ
よ
う
。

第
一
章
．
会
社
法
に
お
け
る
株
主
総
会
の
役
員
の
説
明
義
務
の
内
容
と
情
報
開
示

　
　
　

│
参
考
書
類
の
記
載
事
項
等
を
中
心
に
│

二
〇
一
五
年
改
正
会
社
法
下
の
株
主
総
会
の
説
明
義
務
に
つ
い
て
、
組
織
法
的
観
点
か
ら
経
営
陣
全
体
の
俯
瞰
を
図
る
。
ガ
バ
ナ
ン
ス

の
観
点
か
ら
社
外
取
締
役
導
入
の
他
、
経
営
の
選
択
、
会
計
監
査
人
が
監
査
役
等
と
の
連
携
に
お
い
て
果
た
す
べ
き
説
明
義
務
な
ど
も
重

要
と
な
る
。
上
場
企
業
に
お
い
て
は
二
〇
一
五
年
六
月
一
日
よ
り
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
が
上
場
規
則
と
し
て
既
に
施

行
さ
れ
、
説
明
義
務
・
責
任
を
負
う
べ
き
内
容
が
実
質
的
に
従
前
と
は
異
な
る
も
の
と
な
っ
て
き
た
。
会
社
法
三
一
四
条
に
お
い
て
取
締

役
等
の
説
明
義
務
が
規
定
さ
れ
、
説
明
拒
絶
事
由
に
つ
い
て
は
同
条
お
よ
び
会
社
法
施
行
規
則
七
一
条
に
規
定
が
な
さ
れ
て
い
る
（
1
）

。
会
社

法
に
お
い
て
は
情
報
開
示
の
充
実
が
理
念
の
一
つ
と
な
る
。
先
ず
、
情
報
開
示
の
面
か
ら
参
考
書
類
へ
の
記
載
等
を
中
心
に
検
討
し
た
い
。

情
報
開
示
の
充
実
は
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
等
の
計
算
書
類
の
種
類
の
拡
大
（
会
四
三
五
条
二
項
）、
連
結
計
算
書
類
の
作
成
主
体
の

拡
大
（
会
四
四
四
条
一
項
）
等
の
規
定
に
よ
り
図
ら
れ
、
法
務
省
令
も
事
業
報
告
、
計
算
書
類
、
参
考
書
類
等
の
個
別
規
定
を
設
け
、
開
示

（
一
四
七
〇
）



コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
と
説
明
責
任
（
藤
川
）

五
二
九

対
象
の
情
報
量
と
質
を
充
実
さ
せ
て
い
る
。

会
社
法
下
に
お
け
る
説
明
義
務
の
範
囲
と
内
容
に
関
し
、
決
議
事
項
に
つ
い
て
合
理
的
な
平
均
的
株
主
が
議
案
の
賛
否
に
合
理
的
な
判

断
を
す
る
の
に
客
観
的
に
必
要
な
範
囲
で
説
明
義
務
を
担
う
も
の
と
解
さ
れ
る
（
2
）

。
一
括
説
明
に
つ
き
、
実
務
上
は
株
主
か
ら
事
前
に
送
付

さ
れ
た
質
問
状
は
内
容
を
事
前
に
整
理
し
、
総
会
の
場
で
項
目
毎
に
一
括
説
明
す
る
こ
と
も
行
わ
れ
る
が
説
明
義
務
の
履
行
で
は
な
い
。

説
明
義
務
が
尽
く
さ
れ
た
こ
と
の
考
慮
要
素
の
一
つ
に
は
な
る
（
東
京
地
判
平
成
一
六
年
五
月
一
三
日
金
判
一
一
九
八
号
一
八
頁
）。
こ
こ
で
参

考
書
類
記
載
事
項
が
一
応
の
基
準
と
い
え
る
か
ど
う
か
議
論
が
あ
る
（
3
）

。

会
社
法
施
行
規
則
で
は
個
別
に
列
記
さ
れ
な
い
議
案
に
つ
い
て
、
提
案
理
由
の
記
載
義
務
づ
け
を
廃
止
し
、
会
社
法
に
お
い
て
は
定
款

変
更
議
案
、
資
本
金
額
・
準
備
金
額
の
減
少
議
案
、
自
己
株
式
取
得
議
案
、
株
式
・
新
株
予
約
権
の
有
利
発
行
議
案
等
は
議
案
の
内
容
以

外
に
参
考
書
類
記
載
事
項
が
な
く
な
っ
た
。

決
議
事
項
の
取
締
役
の
説
明
義
務
は
議
案
の
提
案
者
で
あ
る
こ
と
に
由
来
し
、
説
明
義
務
を
怠
れ
ば
株
主
総
会
決
議
取
消
事
由
と
な
る

と
解
さ
れ
て
い
た
（
4
）

。
会
社
法
に
お
い
て
も
提
案
理
由
に
つ
い
て
参
考
書
類
の
記
載
義
務
は
な
く
な
っ
た
も
の
の
、
株
主
総
会
で
の
説
明
義

務
が
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
と
み
ら
れ
る
。
剰
余
金
の
配
当
議
案
も
同
様
で
あ
る
。
会
社
法
は
、
必
ず
し
も
参
考
書
類
記
載
事
項
が

説
明
義
務
の
範
囲
の
基
準
と
な
る
必
要
は
な
い
と
考
え
、
提
案
理
由
が
必
ず
し
も
全
議
案
に
つ
い
て
議
決
権
行
使
に
必
要
な
情
報
と
は
限

ら
な
い
と
理
解
し
、
参
考
書
類
の
記
載
を
免
除
し
つ
つ
も
、
議
決
権
行
使
に
必
要
で
あ
れ
ば
参
考
書
類
に
任
意
に
記
載
（
会
規
七
三
条
二

項
）、
ま
た
は
株
主
総
会
で
説
明
を
す
る
こ
と
で
株
主
に
必
要
な
情
報
を
提
供
し
、
議
決
権
行
使
が
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
と
い

え
る
（
5
）

。

（
一
四
七
一
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

五
三
〇

第
二
章
．
会
社
法
上
の
経
営
陣
に
お
け
る
具
体
的
な
説
明
義
務
│
実
務
上
の
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
│

Ⅰ
．
株
主
総
会
に
か
か
る
説
明
義
務
者
の
概
要
な
ら
び
に
具
体
的
な
説
明
義
務
の
例
示

株
主
総
会
に
か
か
る
経
営
陣
に
お
け
る
説
明
義
務
に
つ
い
て
、
主
要
な
も
の
に
つ
い
て
実
務
面
か
ら
の
具
体
的
な
例
示
を
み
て
い
き
た

い
。
コ
ー
ド
適
用
前
の
時
点
の
も
の
で
あ
る
が
、
会
社
法
上
の
経
営
陣
に
お
け
る
具
体
的
な
説
明
義
務
と
し
て
検
討
の
意
義
は
大
き
い
と

考
え
る
。
①
会
社
法
に
お
け
る
説
明
義
務
者
は
取
締
役
、
会
計
参
与
、
監
査
役
お
よ
び
執
行
役
で
あ
り
、
説
明
義
務
者
は
適
当
な
補
助
者

に
答
え
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
（
6
）

。
取
締
役
に
つ
い
て
、
そ
の
説
明
は
一
般
に
業
務
執
行
で
あ
り
、
こ
れ
に
関
す
る
決
定
は
取
締
役
会
に
お

い
て
行
い
、
執
行
で
あ
る
説
明
は
代
表
取
締
役
が
行
う
こ
と
に
な
る
（
7
）

。
質
問
の
都
度
に
取
締
役
会
を
開
き
、
説
明
の
要
否
、
説
明
の
範

囲
、
程
度
を
決
す
る
こ
と
は
困
難
と
な
る
。
株
主
総
会
の
議
題
を
決
す
る
場
合
（
会
二
九
八
条
一
項
二
号
）、
総
会
に
お
け
る
議
題
に
つ
い

て
の
説
明
が
当
然
に
予
想
さ
れ
、
特
段
他
の
取
締
役
を
説
明
者
に
事
前
に
定
め
て
授
権
を
し
な
い
限
り
、
代
表
取
締
役
が
説
明
の
授
権
を

包
括
的
に
受
け
た
も
の
と
し
て
履
行
を
な
す
べ
き
で
あ
る
。

代
表
取
締
役
は
、
質
問
者
に
対
し
て
質
問
事
項
の
説
明
を
行
う
こ
と
が
義
務
の
内
容
と
な
り
、
そ
れ
を
も
っ
て
足
り
る
。
株
主
の
指
名

に
拘
束
さ
れ
ず
、
自
ら
ま
た
は
適
当
な
取
締
役
を
自
身
の
責
任
に
お
い
て
指
名
し
て
説
明
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
株
主
と
し
て
も
要
点

を
尽
く
し
た
説
明
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
で
十
分
で
あ
る
た
め
取
締
役
個
人
を
指
名
し
て
説
明
を
求
め
る
権
利
ま
で
有
す
る
も
の

で
は
な
い
。

議
長
の
議
事
整
理
権
に
基
づ
く
指
名
は
説
明
義
務
者
で
あ
る
取
締
役
等
の
指
名
に
止
ま
り
、
説
明
義
務
者
で
な
い
補
助
者
を
い
き
な
り

指
名
で
き
る
も
の
で
は
な
い
が
、
議
長
が
取
締
役
と
し
て
説
明
す
る
た
め
に
補
助
者
を
指
名
す
る
こ
と
は
な
し
得
る
。
補
助
者
の
採
否
・

（
一
四
七
二
）



コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
と
説
明
責
任
（
藤
川
）

五
三
一

指
名
は
説
明
義
務
者
の
専
権
に
属
す
る
。

執
行
役
員
制
度
の
採
用
会
社
で
は
、
執
行
役
員
が
説
明
を
す
る
事
例
も
あ
る
が
、
議
長
で
あ
る
代
表
取
締
役
の
補
助
者
、
ま
た
は
他
の

取
締
役
の
補
助
者
と
し
て
の
説
明
と
な
る
。
説
明
に
当
た
り
、
そ
の
旨
を
明
確
に
し
て
お
く
こ
と
が
望
ま
れ
る
。
執
行
役
に
つ
い
て
も
執

行
役
が
説
明
義
務
を
負
う
が
、
ど
の
執
行
役
に
説
明
さ
せ
る
か
は
取
締
役
会
の
定
め
る
執
行
役
の
職
務
分
掌
（
会
四
一
六
条
一
項
一
号
ハ
）

に
依
拠
す
る
。
説
明
義
務
者
の
判
断
で
補
助
者
に
よ
り
説
明
さ
せ
る
こ
と
も
で
き
る
。
会
計
参
与
に
つ
い
て
は
、
上
場
企
業
に
お
い
て
選

任
事
例
は
殆
ど
な
い
が
、
会
計
参
与
は
取
締
役
と
共
同
し
て
計
算
書
類
等
を
作
成
し
、
会
計
参
与
報
告
を
作
成
（
会
三
七
四
条
一
項
、
施

一
〇
二
条
）、
書
類
保
存
を
図
る
こ
と
に
な
る
（
会
三
七
八
条
）。
会
計
参
与
の
権
限
は
計
算
書
類
の
作
成
等
に
限
ら
れ
、
説
明
義
務
の
範
囲

も
そ
の
範
囲
に
限
ら
れ
る
。

監
査
役
に
対
す
る
質
問
に
つ
い
て
、
議
長
は
監
査
役
会
ま
た
は
監
査
役
の
協
議
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
監
査
役
を
指
名
し
、
そ
の
者
が
説

明
を
す
る
。
当
該
監
査
役
が
そ
の
責
任
に
お
い
て
補
助
者
に
答
え
さ
せ
る
旨
を
述
べ
、
補
助
者
に
説
明
さ
せ
る
こ
と
も
で
き
る
。

②
株
主
か
ら
指
名
さ
れ
た
説
明
義
務
者
は
答
弁
義
務
を
負
わ
な
い
。
他
の
適
当
な
説
明
義
務
者
に
答
え
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
取
締

役
等
の
候
補
者
は
あ
く
ま
で
も
候
補
者
で
あ
り
、
答
弁
義
務
が
な
い
が
、
Ｉ
Ｒ
（
イ
ン
ベ
ス
タ
ー
・
リ
レ
ー
シ
ョ
ン
）
の
観
点
か
ら
抱
負
な

ど
を
述
べ
る
こ
と
は
構
わ
な
い
。
③
社
外
取
締
役
・
社
外
監
査
役
を
指
名
し
て
な
さ
れ
た
質
問
に
対
し
て
、
社
内
取
締
役
・
監
査
役
に
対

す
る
質
問
と
変
わ
り
は
な
い
。
④
監
査
役
に
対
し
て
経
営
方
針
に
関
す
る
質
問
が
あ
っ
た
場
合
、
経
営
方
針
に
つ
い
て
法
令
も
し
く
は
定

款
に
違
反
す
る
か
、
ま
た
は
著
し
く
不
当
な
事
項
が
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
の
み
答
え
る
義
務
が
あ
り
（
会
三
八
四
条
）、
一
般
に
は
答
弁

義
務
は
な
い
。
⑤
監
査
役
会
ま
た
は
監
査
委
員
会
に
対
す
る
質
問
が
出
さ
れ
た
場
合
、
株
主
総
会
に
お
け
る
説
明
義
務
は
監
査
役
に
あ
り

（
会
三
一
四
条
）、
監
査
役
会
と
し
て
は
説
明
義
務
を
負
わ
ず
、
監
査
役
会
と
し
て
回
答
す
る
必
要
は
な
い
。
議
長
は
監
査
役
会
に
対
す
る

（
一
四
七
三
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

五
三
二

質
問
で
あ
っ
て
も
、
監
査
役
に
対
す
る
質
問
と
し
て
説
明
義
務
の
範
囲
内
に
あ
る
事
項
に
つ
い
て
監
査
役
を
指
名
し
て
回
答
さ
せ
れ
ば
足

り
る
。
株
主
が
監
査
役
会
と
し
て
の
説
明
を
求
め
る
も
の
で
あ
れ
ば
議
長
は
却
下
が
可
能
で
あ
り
、
監
査
委
員
会
も
同
様
で
あ
る
。

Ⅱ
．
会
計
監
査
人
の
選
解
任
と
監
査
役
の
説
明
義
務
の
実
務
対
応

二
〇
一
五
年
改
正
会
社
法
に
お
い
て
、
会
計
監
査
人
の
選
解
任
等
に
関
す
る
議
案
の
内
容
は
監
査
役
会
が
決
定
す
る
こ
と
と
な
っ
た

（
会
三
四
四
条
）。
監
査
役
は
、
会
計
監
査
人
の
選
解
任
等
に
関
す
る
議
案
等
の
内
容
に
つ
い
て
従
来
以
上
に
株
主
総
会
に
お
い
て
説
明
義

務
を
負
う
こ
と
に
な
る
（
8
）

。
法
務
省
令
に
お
い
て
、
会
計
監
査
人
の
解
任
・
不
再
任
に
関
す
る
議
案
を
提
出
す
る
場
合
に
は
、
監
査
役
が
議

案
の
内
容
を
決
定
し
た
理
由
を
株
主
総
会
参
考
書
類
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
会
計
監
査
人
の
報
酬
等
に
監
査
役
が
同
意
し
た
場
合

に
は
、
そ
の
理
由
を
事
業
報
告
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
会
規
八
一
条
二
号
、
一
二
六
条
二
号
）。
会
計
監
査
人
を
選
任
す
る
議
案
に

つ
い
て
は
監
査
役
会
が
決
定
す
る
こ
と
と
な
り
、
決
定
権
を
前
提
と
し
た
主
体
的
な
か
か
わ
り
が
必
要
と
な
る
。
実
務
上
の
手
続
（
会
計

監
査
人
の
解
任
・
不
再
任
の
方
針
の
確
認
・
策
定
、
不
再
任
を
株
主
総
会
議
案
と
し
な
い
こ
と
﹇
再
任
す
る
こ
と
﹈
に
つ
い
て
の
監
査
役
会
で
の
決
議
に

つ
い
て
の
執
行
側
へ
の
連
絡
な
ど
）
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
会
計
監
査
人
の
再
任
に
疑
念
が
感
じ
ら
れ
る
場
合
、
株
主
総
会
に
提
出
す
る
た

め
の
会
計
監
査
人
の
不
再
任
議
案
の
み
で
な
く
、
新
た
な
会
計
監
査
人
の
選
任
議
案
を
同
時
に
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
た
め
、
早
期

に
監
査
役
会
に
お
い
て
審
議
し
、
新
た
な
会
計
監
査
人
の
選
任
議
案
を
決
定
で
き
る
よ
う
準
備
す
る
必
要
が
あ
る
。
会
計
監
査
人
が
再
任

さ
れ
る
場
合
（
会
三
三
八
条
二
項
）、
選
解
任
等
に
関
す
る
議
案
を
決
定
す
る
わ
け
で
は
な
い
た
め
株
主
総
会
参
考
書
類
へ
の
記
載
は
必
要

な
い
。

Ⅲ
．
監
査
役
等
と
会
計
監
査
人
と
の
連
携
と
説
明
義
務
、
不
正
リ
ス
ク
対
応
基
準

監
査
役
等
と
会
計
監
査
人
と
の
連
携
と
説
明
義
務
に
関
し
て
、
会
社
法
、
金
商
法
の
規
定
を
見
て
い
き
た
い
（
9
）

。
監
査
役
等
に
よ
る
会
計

（
一
四
七
四
）



コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
と
説
明
責
任
（
藤
川
）

五
三
三

監
査
人
の
監
査
の
方
法
と
結
果
の
相
当
性
の
判
断
に
関
す
る
規
定
と
し
て
、
会
計
監
査
に
関
し
て
は
、
監
査
人
が
会
計
監
査
人
と
し
て
監

査
役
等
に
会
計
に
関
す
る
監
査
の
方
法
と
そ
の
結
果
で
あ
る
監
査
意
見
を
含
む
会
計
監
査
報
告
の
内
容
を
通
知
し
、
こ
れ
を
受
け
て
監
査

役
等
が
会
計
監
査
人
の
監
査
の
方
法
と
結
果
の
相
当
性
を
判
断
し
、
相
当
で
な
い
と
認
め
た
と
き
は
、
取
締
役
及
び
会
計
監
査
人
に
そ
の

旨
及
び
そ
の
理
由
を
含
む
監
査
報
告
の
内
容
を
通
知
す
る
関
係
に
あ
る
（
会
社
計
算
規
則
第
一
二
七
条
第
二
号
、
第
一
二
八
条
第
二
項
第
二
号
、

第
一
三
二
条
第
一
項
）。
こ
の
た
め
、
会
計
監
査
人
は
、
監
査
役
等
が
会
計
監
査
人
の
監
査
の
方
法
と
結
果
の
相
当
性
を
判
断
す
る
た
め
に

必
要
か
つ
十
分
な
情
報
提
供
と
説
明
義
務
を
果
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

会
計
監
査
人
に
よ
る
法
令
・
定
款
違
反
発
見
時
の
報
告
義
務
に
つ
い
て
、
会
社
法
第
三
九
七
条
第
一
項
で
は
、「
会
計
監
査
人
は
そ
の

職
務
を
行
う
に
際
し
て
取
締
役
の
職
務
の
執
行
に
関
し
不
正
の
行
為
又
は
法
令
若
し
く
は
定
款
に
違
反
す
る
重
大
な
事
実
が
あ
る
こ
と
を

発
見
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
こ
れ
を
監
査
役
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
と
し
、
監
査
役
等
の
会
計
監
査
人
に
対
す
る
報
告
請

求
権
に
つ
い
て
会
社
法
第
三
九
七
条
第
二
項
で
は
「
監
査
役
は
そ
の
職
務
を
行
う
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
会
計
監
査
人
に
対
し
そ
の

監
査
に
関
す
る
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。」
と
規
定
さ
れ
る
（
監
査
役
会
設
置
会
社
お
よ
び
委
員
会
設
置
会
社
に
お
け
る
第
一
項
・
第
二

項
の
適
用
に
つ
い
て
同
条
第
三
項
・
第
四
項
に
読
替
規
定
）。
監
査
人
に
よ
る
法
令
違
反
等
事
実
発
見
時
の
通
知
義
務
に
関
し
て
、
金
商
法
第

一
九
三
条
の
三
で
は
公
認
会
計
士
ま
た
は
監
査
法
人
が
「
特
定
発
行
者
に
お
け
る
法
令
に
違
反
す
る
事
実
そ
の
他
の
財
務
計
算
に
関
す
る

書
類
の
適
正
性
の
確
保
に
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
事
実
（
次
項
第
一
号
に
お
い
て
「
法
令
違
反
等
事
実
」
と
い
う
。）
を
発
見
し
た
と
き

は
当
該
事
実
の
内
容
及
び
当
該
事
実
に
係
る
法
令
違
反
の
是
正
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
を
と
る
べ
き
旨
を
遅
滞
な
く
、
内
閣
府
令
で
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
特
定
発
行
者
に
書
面
で
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
と
し
、
そ
の
通
知
を
「
監
査
役
又
は
監
事
そ
の
他
こ
れ

ら
に
準
ず
る
者
」
が
受
け
る
（
財
務
諸
表
等
の
監
査
証
明
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
七
条
）。
監
査
役
等
が
取
締
役
の
不
正
行
為
や
法
令
・
定
款
に

（
一
四
七
五
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

五
三
四

違
反
す
る
事
実
や
著
し
く
不
当
な
事
実
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
取
締
役
（
取
締
役
会
）
に
報
告
す
る
義
務
を
負
う
立
場
に
あ
る
こ

と
に
照
ら
し
、
法
令
違
反
等
事
実
に
つ
き
監
査
役
等
に
対
す
る
通
知
が
確
実
に
な
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
と
考
え
ら
れ
た
こ
と
に
よ
る
。
監

査
に
お
け
る
不
正
リ
ス
ク
対
応
基
準
で
は
、
監
査
人
は
監
査
役
等
に
不
正
リ
ス
ク
に
関
連
し
て
把
握
し
て
い
る
事
実
を
質
問
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
（
不
正
リ
ス
ク
対
応
基
準
第
二
二
）。
ま
た
「
監
査
人
は
、
監
査
の
各
段
階
に
お
い
て
、
不
正
リ
ス
ク
の
内
容
や
程
度
に
応
じ
、
適

切
に
監
査
役
等
と
協
議
す
る
等
、
監
査
役
等
と
の
連
携
を
図
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
ほ
か
、「
不
正
に
よ
る
重
要
な
虚
偽
の
表
示
の
疑

義
が
あ
る
と
判
断
し
た
場
合
に
は
、
速
や
か
に
監
査
役
等
に
報
告
す
る
と
と
も
に
、
監
査
を
完
了
す
る
た
め
に
必
要
と
な
る
監
査
手
続
の

種
類
、
時
期
及
び
範
囲
に
つ
い
て
も
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」（
同
一
七
）。「
監
査
実
施
の
過
程
に
お
い
て
経
営
者
の
関
与
が
疑
わ

れ
る
不
正
を
発
見
し
た
場
合
に
は
、
監
査
役
等
に
報
告
し
、
協
議
の
上
、
経
営
者
に
問
題
点
の
是
正
等
適
切
な
措
置
を
求
め
る
と
と
も
に
、

当
該
不
正
が
財
務
諸
表
に
与
え
る
影
響
を
評
価
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」（
同
一
八
）。

第
三
章
．
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
と
説
明
義
務
と
開
示

Ⅰ
．
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
に
お
け
る
説
明
義
務

1
．
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
の
概
要
と
名
宛
人

二
〇
一
五
年
三
月
五
日
「
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
の
策
定
に
関
す
る
有
識
者
会
議
」
は
「
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン

ス
・
コ
ー
ド
原
案
〜
会
社
の
持
続
的
な
成
長
と
中
長
期
的
な
企
業
価
値
の
向
上
の
た
め
に
〜
」（
コ
ー
ド
原
案
）
を
ま
と
め
、
五
月
一
三
日

東
京
証
券
取
引
所
は
「
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
」（
コ
ー
ド
）
を
上
場
制
度
の
枠
組
み
に
取
り
入
れ
る
た
め
の
取
引
所
規
則

改
正
を
行
っ
た
（
10
）

。
コ
ー
ド
は
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
原
則
を
ベ
ー
ス
と
し
、
英
国
な
ど
の
原
則
・
指
針
も
参
考
と
し
て

（
一
四
七
六
）



コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
と
説
明
責
任
（
藤
川
）

五
三
五

上
場
会
社
に
お
け
る
実
効
的
な
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
実
現
の
た
め
の
主
要
な
原
則
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
（
11
）

。

コ
ー
ド
の
定
め
る
規
範
に
つ
い
て
は
基
本
的
に
プ
リ
ン
シ
プ
ル
ベ
ー
ス
・
ア
プ
ロ
ー
チ
（
原
則
主
義
）
と
コ
ン
プ
ラ
イ
・
オ
ア
・
エ
ク

ス
プ
レ
イ
ン
」（C

om
ply or E

xplain

遵
守
せ
よ
、
さ
も
な
け
れ
ば
説
明
せ
よ
）
の
考
え
方
が
採
用
さ
れ
、
攻
め
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
が
強
調
さ
れ

て
い
る
こ
と
も
特
徴
で
あ
る
。
こ
の
た
め
コ
ー
ド
は
、
上
場
企
業
に
お
け
る
説
明
責
任
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
と
な
る
（
12
）

。

コ
ー
ド
の
基
本
原
則
に
は
適
切
な
情
報
開
示
と
透
明
性
の
確
保
と
し
て
、
以
下
の
内
容
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
上
場
会
社
は
、
会
社
の

財
政
状
態
・
経
営
成
績
等
の
財
務
情
報
や
、
経
営
戦
略
・
経
営
課
題
、
リ
ス
ク
や
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
係
る
情
報
等
の
非
財
務
情
報
に
つ
い
て
、

法
令
に
基
づ
く
開
示
を
適
切
に
行
う
と
と
も
に
、
法
令
に
基
づ
く
開
示
以
外
の
情
報
提
供
に
も
主
体
的
に
取
り
組
む
べ
き
で
あ
る
。
そ
の

際
、
取
締
役
会
は
、
開
示
・
提
供
さ
れ
る
情
報
が
株
主
と
の
間
で
建
設
的
な
対
話
を
行
う
上
で
の
基
盤
と
な
る
こ
と
も
踏
ま
え
、
そ
う
し

た
情
報
（
と
り
わ
け
非
財
務
情
報
）
が
、
正
確
で
利
用
者
に
と
っ
て
分
か
り
や
す
く
、
情
報
と
し
て
有
用
性
の
高
い
も
の
と
な
る
よ
う
に
す

べ
き
で
あ
る
。

取
締
役
会
等
の
責
務
と
し
て
は
、
上
場
会
社
の
取
締
役
会
は
株
主
に
対
す
る
受
託
者
責
任
・
説
明
責
任
を
踏
ま
え
、
会
社
の
持
続
的
成

長
と
中
長
期
的
な
企
業
価
値
の
向
上
を
促
し
、
収
益
力
・
資
本
効
率
等
の
改
善
を
図
る
べ
く
、
⑴
企
業
戦
略
等
の
大
き
な
方
向
性
を
示
す

こ
と
、
⑵
経
営
陣
幹
部
に
よ
る
適
切
な
リ
ス
ク
テ
イ
ク
を
支
え
る
環
境
整
備
を
行
う
こ
と
、
⑶
独
立
し
た
客
観
的
な
立
場
か
ら
、
経
営
陣

（
執
行
役
及
び
執
行
役
員
を
含
む
）・
取
締
役
に
対
す
る
実
効
性
の
高
い
監
督
を
行
う
こ
と
等
の
役
割
・
責
務
を
適
切
に
果
た
す
べ
き
で
あ
る
。

か
か
る
役
割
・
責
務
は
、
監
査
役
会
設
置
会
社
（
役
割
・
責
務
の
一
部
は
監
査
役
お
よ
び
監
査
役
会
が
担
う
こ
と
と
な
る
）、
指
名
委
員
会
等
設

置
会
社
、
監
査
等
委
員
会
設
置
会
社
な
ど
い
ず
れ
の
機
関
設
計
を
採
用
す
る
場
合
も
等
し
く
適
切
に
果
た
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

株
主
と
の
対
話
・
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
と
し
て
、
上
場
会
社
は
持
続
的
な
成
長
と
中
長
期
的
な
企
業
価
値
の
向
上
に
資
す
る
た
め
株
主

（
一
四
七
七
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

五
三
六

総
会
の
場
以
外
で
も
株
主
と
建
設
的
な
対
話
を
行
う
べ
き
で
あ
る
。
情
報
開
示
や
説
明
な
ど
を
求
め
る
も
の
と
し
て
、
上
場
会
社
は
株
主

総
会
に
お
い
て
株
主
が
適
切
な
判
断
を
行
う
こ
と
に
資
す
る
と
考
え
ら
れ
る
情
報
に
つ
い
て
は
、
必
要
に
応
じ
適
確
に
提
供
す
べ
き
で
あ

る
（
補
充
原
則
一
│
二
①
）。
上
場
会
社
が
政
策
保
有
株
式
と
し
て
上
場
株
式
を
保
有
す
る
場
合
に
は
、
政
策
保
有
に
関
す
る
方
針
を
開
示

す
べ
き
で
あ
る
。
毎
年
、
取
締
役
会
で
主
要
な
政
策
保
有
に
つ
い
て
リ
タ
ー
ン
と
リ
ス
ク
な
ど
を
踏
ま
え
た
中
長
期
的
な
経
済
合
理
性
や

将
来
の
見
通
し
を
検
証
し
、
保
有
の
狙
い
・
合
理
性
に
つ
い
て
具
体
的
な
説
明
を
行
う
べ
き
で
あ
る
。
上
場
会
社
は
、
政
策
保
有
株
式
に

係
る
議
決
権
の
行
使
に
つ
い
て
、
適
切
な
対
応
を
確
保
す
る
た
め
の
基
準
を
策
定
・
開
示
す
べ
き
で
あ
る
（
原
則
一
│
四
）。

コ
ー
ド
の
名
宛
人
と
し
て
、
①
取
締
役
を
名
宛
人
と
す
る
例
は
、「
取
締
役
・
監
査
役
は
、
そ
の
役
割
・
責
務
を
実
効
的
に
果
た
す
た

め
に
、
能
動
的
に
情
報
を
入
手
す
べ
き
で
あ
り
、
必
要
に
応
じ
、
会
社
に
対
し
て
追
加
の
情
報
提
供
を
求
め
る
べ
き
で
あ
る
。」（
原
則
四

│
一
三
）。
②
独
立
社
外
取
締
役
を
名
宛
人
と
す
る
例
は
、「
独
立
社
外
取
締
役
は
、
例
え
ば
、
互
選
に
よ
り
『
筆
頭
独
立
社
外
取
締
役
』

を
決
定
す
る
こ
と
な
ど
に
よ
り
、
経
営
陣
と
の
連
絡
・
調
整
や
監
査
役
ま
た
は
監
査
役
会
と
の
連
携
に
係
る
体
制
整
備
を
図
る
べ
き
で
あ

る
。」（
補
充
原
則
四
│
八
②
）。
③
経
営
陣
幹
部
を
名
宛
人
と
す
る
例
は
、「
取
締
役
会
・
経
営
陣
幹
部
は
、
中
期
経
営
計
画
も
株
主
に
対
す

る
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
の
一
つ
で
あ
る
と
の
認
識
に
立
ち
、
そ
の
実
現
に
向
け
て
最
善
の
努
力
を
行
う
べ
き
で
あ
る
。
仮
に
、
中
期
経
営
計

画
が
目
標
未
達
に
終
わ
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
原
因
や
自
社
が
行
っ
た
対
応
の
内
容
を
十
分
に
分
析
し
、
株
主
に
説
明
を
行
う
と
と
も
に
、

そ
の
分
析
を
次
期
以
降
の
計
画
に
反
映
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
。」（
補
充
原
則
四
│
一
②
）。
④
監
査
役
、
監
査
役
会
を
名
宛
人
と
す
る
例
は
、

「
…
監
査
役
ま
た
は
監
査
役
会
は
、
社
外
取
締
役
が
、
そ
の
独
立
性
に
影
響
を
受
け
る
こ
と
な
く
情
報
収
集
力
の
強
化
を
図
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
、
社
外
取
締
役
と
の
連
携
を
確
保
す
べ
き
で
あ
る
。」（
補
充
原
則
四
│
四
①
）。
⑤
外
部
会
計
監
査
人
を
名
宛
人
と
す
る
例
は
、

「
外
務
会
計
監
査
人
及
び
上
場
会
社
は
、
外
部
会
計
監
査
人
が
株
主
・
投
資
家
に
対
し
て
責
務
を
負
っ
て
い
る
こ
と
を
認
識
し
、
適
正
な

（
一
四
七
八
）



コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
と
説
明
責
任
（
藤
川
）

五
三
七

監
査
の
確
保
に
向
け
て
適
切
な
対
応
を
行
う
べ
き
で
あ
る
。」（
原
則
三
│
二
）。
⑥
株
主
を
名
宛
人
と
す
る
例
は
、「
上
場
会
社
は
、
必
要

に
応
じ
、
自
ら
の
株
主
構
造
の
把
握
に
努
め
る
べ
き
で
あ
り
、
株
主
も
、
こ
う
し
た
把
握
作
業
に
で
き
る
限
り
協
力
す
る
こ
と
が
望
ま
し

い
。」（
補
充
原
則
五
│
一
③
）。

2
．
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
の
実
践
な
ら
び
に
説
明
義
務
と
開
示

コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
の
実
践
に
お
い
て
は
、
コ
ン
プ
ラ
イ
・
オ
ア
・
エ
ク
ス
プ
レ
イ
ン
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
関
し
て

具
体
的
な
原
則
毎
に
使
い
分
け
ら
れ
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
、
例
え
ば
独
立
社
外
取
締
役
導
入
に
関
し
て
は
、
導
入
し
な
い
こ
と
に
よ
り
逆

に
企
業
価
値
が
向
上
す
る
な
ど
の
説
明
が
求
め
ら
れ
、
政
策
投
資
株
式
の
保
有
理
由
に
関
し
て
も
同
様
と
さ
れ
る
。
こ
の
二
つ
は
上
場
企

業
に
お
い
て
は
事
実
上
の
強
制
と
な
り
か
ね
な
い
が
、
そ
れ
以
外
の
項
目
に
つ
い
て
は
コ
ン
プ
ラ
イ
し
な
い
の
で
あ
れ
ば
一
般
的
説
明
を

持
っ
て
足
り
る
部
分
も
あ
る
と
も
さ
れ
る
。
不
十
分
な
説
明
に
対
し
て
は
上
場
維
持
の
可
否
、
金
融
・
資
本
市
場
の
評
価
か
ら
の
エ
ン

フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
は
か
か
る
が
、
法
制
上
の
罰
則
規
定
は
な
い
。
我
が
国
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
現
状
の
問
題
点
は
、
経
営
陣
に
リ
ス
ク
テ
イ

ク
を
促
す
複
数
の
独
立
社
外
取
締
役
導
入
、
更
に
は
持
合
株
式
解
消
を
念
頭
に
置
い
た
政
策
投
資
の
扱
い
等
に
大
き
な
焦
点
が
あ
り
、
コ

ン
プ
ラ
イ
・
オ
ア
・
エ
ク
ス
プ
レ
イ
ン
の
説
明
責
任
に
つ
い
て
も
企
業
側
の
焦
眉
の
急
の
課
題
と
な
っ
て
い
る
。
他
方
、
政
策
投
資
株
式

の
保
有
に
つ
い
て
は
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
リ
ス
ク
管
理
、
内
部
監
査
、
資
本
・
財
務
政
策
な
ど
の
実
体
的
な
金
融
機
関
経
営
を
踏
ま
え
た

説
明
責
任
（
13
）

、
開
示
に
か
か
る
検
討
が
重
要
と
な
る
。

Ⅱ
．
取
締
役
関
連
│
独
立
社
外
取
締
役
な
ど
│

1
．
日
本
版
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
と
取
締
役
・
執
行
役
員
の
選
任

日
本
版
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
に
お
い
て
取
締
役
・
執
行
役
員
の
選
任
等
に
関
し
、
以
下
の
記
載
が
さ
れ
る
（
原
則

（
一
四
七
九
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

五
三
八

三
│
一
、
補
充
原
則
四
│
二
な
ど
）。

⑴
取
締
役
会
で
以
下
の
事
項
を
決
定
し
て
開
示
す
る
。
①
経
営
陣
幹
部
・
取
締
役
の
報
酬
を
決
定
す
る
に
当
た
っ
て
の
方
針
と
手
続

（
原
則
三
│
一
．
情
報
開
示
の
充
実
（
14
））。

経
営
陣
の
報
酬
は
、
中
長
期
的
業
績
と
連
動
す
る
報
酬
割
合
や
現
金
報
酬
と
自
社
株
報
酬
の
割
合
を

適
切
に
設
定
す
べ
き
で
あ
る
（
補
充
原
則
四
│
二
①
）。
②
経
営
陣
幹
部
の
選
任
・
解
任
と
取
締
役
・
監
査
役
候
補
の
指
名
を
行
う
場
合
の

方
針
と
公
正
か
つ
透
明
性
の
高
い
手
続
（
原
則
三
│
一
、
補
充
原
則
四
│
三
①
（
15
））。

③
取
締
役
会
が
経
営
陣
幹
部
の
選
任
と
取
締
役
・
監
査
役

候
補
の
指
名
を
行
う
場
合
、
個
々
の
選
任
・
指
名
に
つ
い
て
の
説
明
（
原
則
三
│
一
）。
多
様
性
（
女
性
活
用
等
）
と
適
正
規
模
維
持
に
配
慮

す
る
（
原
則
四
│
一
一
前
段
．
取
締
役
会
・
監
査
役
会
の
実
効
性
確
保
の
前
提
条
件
、
原
則
二
│
四
．
女
性
の
活
躍
促
進
を
含
む
社
内
の
多
様
性
確
保
）。

⑵
取
締
役
会
は
、
取
締
役
会
の
全
体
と
し
て
の
知
識
・
経
験
・
能
力
の
バ
ラ
ン
ス
、
多
様
性
（
女
性
の
活
用
を
含
む
）
お
よ
び
規
模
に
関

す
る
考
え
方
を
定
め
、
開
示
す
る
（
原
則
四
│
一
一
前
段
、
補
充
原
則
四
│
一
一
①
、
原
則
二
│
四
）。

⑶
上
場
会
社
は
、
法
令
に
基
づ
く
開
示
を
適
切
に
行
う
こ
と
に
加
え
、
会
社
の
意
思
決
定
の
透
明
性
・
公
正
性
を
確
保
し
、
実
効
的
な

コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
を
実
現
す
る
（
原
則
三
│
一
）。
社
外
取
締
役
・
社
外
監
査
役
を
は
じ
め
、
取
締
役
・
監
査
役
は
そ
の
役

割
・
責
務
を
適
切
に
果
た
す
た
め
に
必
要
と
な
る
時
間
・
労
力
を
取
締
役
・
監
査
役
の
業
務
に
振
り
向
け
る
べ
き
で
あ
る
。
か
か
る
観
点

か
ら
、
例
え
ば
取
締
役
・
監
査
役
が
他
の
上
場
会
社
の
役
員
を
兼
任
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
数
は
合
理
的
な
範
囲
に
留
め
る
べ
き
で
あ
り
、

上
場
会
社
は
、
そ
の
兼
任
状
況
を
毎
年
開
示
す
べ
き
で
あ
る
（
補
充
原
則
四
│
一
一
②
）。

以
上
の
通
り
、
報
酬
基
準
、
選
任
基
準
が
明
確
で
な
い
会
社
は
抽
象
的
な
も
の
で
も
取
締
役
会
で
決
定
し
て
お
く
こ
と
が
望
ま
れ
る
。

取
締
役
候
補
者
・
監
査
役
候
補
者
の
選
任
に
つ
い
て
の
説
明
や
兼
任
状
況
は
、
株
主
参
考
書
類
等
の
個
々
の
候
補
者
欄
に
多
様
性
に
配
慮

し
て
記
載
す
る
。
取
締
役
会
の
規
模
・
人
数
に
関
す
る
考
え
方
は
、
取
締
役
選
任
議
案
の
（
注
）
等
に
お
い
て
記
載
す
る
こ
と
が
考
え
ら

（
一
四
八
〇
）



コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
と
説
明
責
任
（
藤
川
）

五
三
九

え
る
。
多
様
性
（
ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ
）
等
は
、
事
業
報
告
の
中
で
、
対
処
す
べ
き
課
題
と
し
て
記
載
す
る
。

2
．
日
本
版
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
と
独
立
社
外
取
締
役

⑴
全
上
場
会
社　

独
立
性
判
断
基
準
の
策
定
・
公
表
が
求
め
ら
れ
る
（
原
則
四
│
九
．
独
立
社
外
取
締
役
の
独
立
性
判
断
基
準
及
び
資
質
（
16
））。

取
締
役
会
は
金
融
商
品
取
引
所
が
定
め
る
独
立
性
基
準
を
踏
ま
え
、
独
立
社
外
取
締
役
の
独
立
性
を
実
質
面
に
お
い
て
担
保
す
る
こ
と
に

主
眼
と
す
る
独
立
性
判
断
基
準
を
策
定
・
開
示
す
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
取
締
役
会
は
取
締
役
会
に
お
け
る
率
直
・
活
発
で
建
設
的
な
検
討

に
貢
献
が
期
待
で
き
る
人
物
を
候
補
者
と
し
て
選
定
す
る
よ
う
努
め
る
べ
き
で
あ
る
。

⑵
独
立
社
外
取
締
役
が
複
数
名
存
在
す
る
が
、
取
締
役
会
の
過
半
数
に
達
し
な
い
場
合　

①
独
立
社
外
者
の
み
の
定
期
的
会
合
等
に
よ

る
情
報
交
換
・
認
識
共
有
（
補
充
原
則
四
│
八
①
）。
②
互
選
に
よ
る
筆
頭
独
立
社
外
取
締
役
の
決
定
、
経
営
陣
と
の
連
絡
・
調
整
、
監
査

役
会
と
の
連
携
に
係
る
体
制
整
備
（
補
充
原
則
四
│
八
②
）。
③
指
名
・
報
酬
等
に
つ
い
て
独
立
社
外
取
締
役
が
関
与
す
る
任
意
の
諮
問
委

員
会
を
取
締
役
会
の
下
に
設
置
（
補
充
原
則
四
│
一
〇
①
）。
上
場
会
社
が
監
査
役
会
設
置
会
社
ま
た
は
監
査
等
委
員
会
設
置
会
社
で
あ
っ

て
独
立
社
外
取
締
役
が
取
締
役
会
の
過
半
数
に
達
し
て
い
な
い
場
合
に
は
、
経
営
陣
幹
部
・
取
締
役
の
指
名
・
報
酬
な
ど
に
係
る
取
締
役

会
の
機
能
の
独
立
性
・
客
観
性
と
説
明
責
任
を
強
化
す
る
た
め
、
例
え
ば
取
締
役
会
の
下
に
独
立
社
外
取
締
役
を
主
要
な
構
成
員
と
す
る

任
意
の
諮
問
委
員
会
を
設
置
す
る
こ
と
な
ど
に
よ
り
指
名
・
報
酬
な
ど
の
特
に
重
要
な
事
項
に
関
す
る
検
討
に
当
た
り
独
立
社
外
取
締
役

の
適
切
な
関
与
・
助
言
を
得
る
べ
き
で
あ
る
（
補
充
原
則
四
│
一
〇
①
）。
④
自
主
的
な
判
断
に
よ
り
、
独
立
社
外
取
締
役
を
三
分
の
一
以

上
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
取
り
組
み
の
方
針
（
原
則
四
│
八
．
独
立
社
外
取
締
役
の
有
効
な
活
用
）。

⑶
独
立
社
外
取
締
役
が
一
人
の
場
合　

①
独
立
社
外
取
締
役
が
二
名
以
上
存
在
し
な
い
こ
と
を
説
明
・
開
示
（
原
則
四
│
八
）。
②
指

名
・
報
酬
等
に
つ
い
て
独
立
社
外
取
締
役
が
関
与
す
る
任
意
の
諮
問
委
員
会
を
取
締
役
会
の
下
に
設
置
（
補
充
原
則
四
│
一
〇
①
）。

（
一
四
八
一
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

五
四
〇

⑷
独
立
社
外
取
締
役
が
一
人
も
存
在
し
な
い
場
合　

社
外
取
締
役
を
置
く
こ
と
が
相
当
で
な
い
理
由
の
説
明
・
開
示
を
行
う
（
17
）

。
独
立
社

外
取
締
役
が
二
名
以
上
存
在
し
な
い
こ
と
を
説
明
・
開
示
に
準
拠
す
る
（
原
則
四
│
八
）。

3 

．
日
本
版
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
と
社
外
取
締
役
が
い
な
い
企
業
に
お
け
る
説
明
義
務
な
ら
び
に
社
外
取
締
役
を

置
く
こ
と
が
相
当
で
な
い
理
由

⑴
説
明
義
務
に
違
反
し
た
場
合
の
責
任　

会
社
法
上
の
説
明
義
務
違
反
は
株
主
総
会
に
お
け
る
取
締
役
選
任
決
議
の
取
消
事
由
と
な
り

得
る
（
会
八
三
一
条
一
項
一
号
）。
正
当
な
理
由
が
な
い
の
に
株
主
総
会
で
株
主
の
求
め
た
事
項
に
つ
い
て
説
明
を
し
な
か
っ
た
と
き
は
、

過
料
に
処
さ
れ
る
（
会
九
七
六
条
九
号
）。

明
文
規
定
が
存
在
し
、
不
遵
守
の
場
合
は
善
管
注
意
義
務
の
内
容
と
し
て
任
務
懈
怠
責
任
を
生
じ
る
こ
と
と
な
ろ
う
が
、
他
方
で
コ
ー

ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
に
関
し
て
は
上
場
企
業
に
お
い
て
二
名
以
上
の
選
任
を
行
わ
な
い
（
コ
ン
プ
ラ
イ
し
な
い
）
場
合
の
エ

ク
ス
プ
レ
イ
ン
に
関
し
、
全
く
行
わ
ず
理
由
の
説
明
責
任
を
怠
っ
た
場
合
に
は
東
証
に
よ
る
制
裁
措
置
等
の
対
象
に
な
り
得
る
が
、
直
ち

に
任
務
懈
怠
責
任
を
構
成
す
る
も
の
と
は
な
ら
な
い
と
思
料
す
る
。
こ
の
点
で
、
上
場
会
社
に
は
コ
ー
ド
原
則
自
体
を
遵
守
し
な
い
自
由

も
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
東
京
証
券
取
引
所
の
有
価
証
券
上
場
規
程
四
三
六
条
の
三
参
照
（
18
））。

本
稿
で
は
会
社
法
上
の
説
明
義
務
、

コ
ー
ド
に
つ
い
て
は
説
明
・
開
示
責
任
と
し
て
用
語
を
使
い
分
け
る
こ
と
と
し
て
い
る
が
、
広
義
で
は
役
員
の
説
明
責
任
の
概
念
と
し
て

両
者
が
包
摂
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
か
。

⑵
社
外
取
締
役
が
い
な
い
場
合
の
説
明
義
務　

会
社
法
と
日
本
版
コ
ー
ド
の
接
点
と
し
て
実
務
上
、
最
も
関
心
が
高
い
部
分
の
一
つ
で

あ
る
。
二
〇
一
五
年
改
正
会
社
法
に
お
い
て
有
価
証
券
報
告
書
提
出
会
社
・
監
査
役
会
設
置
会
社
・
公
開
会
社
・
大
会
社
で
あ
っ
て
期
末

に
社
外
取
締
役
が
い
な
い
場
合
、
定
時
株
主
総
会
で
社
外
取
締
役
を
置
く
こ
と
が
相
当
で
な
い
理
由
を
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
会

（
一
四
八
二
）



コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
と
説
明
責
任
（
藤
川
）

五
四
一

社
法
三
二
七
条
の
二
）。
改
正
会
社
法
施
行
規
則
で
み
れ
ば
、
株
主
総
会
参
考
書
類
（
施
行
規
則
七
四
条
の
二
）、
事
業
報
告
（
施
行
規
則
一
二
四

条
二
項
）
の
記
載
事
項
と
な
る
。
ま
た
改
正
会
社
法
施
行
規
則
で
み
れ
ば
、
株
主
総
会
参
考
書
類
（
施
行
規
則
七
四
条
の
二
）、
事
業
報
告

（
施
行
規
則
一
二
四
条
二
項
）
の
記
載
事
項
と
な
る
。
①
期
末
時
点
で
社
外
取
締
役
が
い
な
い
場
合
、
毎
年
定
時
株
主
総
会
で
説
明
す
る
。

但
し
、
社
外
取
締
役
選
任
議
案
を
提
出
す
る
場
合
は
株
主
総
会
参
考
書
類
お
よ
び
事
業
報
告
の
記
載
は
不
要
と
な
り
、
株
主
総
会
で
行
う

説
明
も
簡
便
な
も
の
で
足
り
る
こ
と
に
な
る
。
②
コ
ー
ド
原
則
四
│
八
に
つ
い
て
、
上
場
会
社
は
独
立
社
外
取
締
役
を
二
名
以
上
選
任
す

べ
き
で
あ
る
こ
と
、
自
主
的
に
少
な
く
と
も
三
分
の
一
以
上
の
独
立
社
外
取
締
役
を
選
任
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
上
場
会
社

は
そ
の
た
め
の
取
組
み
方
針
を
開
示
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
会
社
法
規
律
と
異
な
り
、
日
本
版
コ
ー
ド
の
要
請
部
分

に
つ
い
て
は
、
文
言
上
は
相
当
で
な
い
理
由
で
は
な
く
、
コ
ー
ド
に
従
わ
な
い
理
由
を
説
明
す
れ
ば
足
り
る
と
思
わ
れ
る
（
19
）

。
も
っ
と
も
、

東
証
側
が
コ
ー
ド
違
反
に
関
す
る
説
明
が
不
十
分
で
あ
る
等
と
し
て
修
正
を
迫
る
リ
ス
ク
は
あ
る
。
プ
リ
ン
シ
プ
ル
ベ
ー
ス
と
し
て
の
運

用
の
局
面
と
な
ろ
う
。
説
明
不
十
分
の
形
式
的
な
問
題
に
留
ま
ら
ず
、
内
実
と
し
て
複
数
名
の
選
任
が
な
さ
れ
な
い
状
態
が
継
続
す
れ
ば
、

コ
ー
ド
の
ル
ー
ル
化
・
会
社
法
へ
の
織
り
込
み
が
今
後
検
討
さ
れ
る
こ
と
と
な
ろ
う
か
（
私
見
）。

⑶
社
外
取
締
役
を
置
く
こ
と
が
相
当
で
な
い
理
由
の
説
明
・
開
示　

社
外
取
締
役
を
置
く
こ
と
が
相
当
で
な
い
理
由
に
つ
い
て
改
正
会

社
法
、
施
行
規
則
に
規
定
さ
れ
る
（
会
社
法
三
二
七
条
の
二
、
会
社
法
施
行
規
則
七
四
条
の
二
第
一
項
、
会
社
法
施
行
規
則
一
二
四
条
二
項
）。
社
外

取
締
役
を
置
く
こ
と
が
マ
イ
ナ
ス
に
な
る
事
情
（
20
）

を
書
き
込
む
こ
と
に
な
る
が
、
各
企
業
の
当
該
時
点
に
お
け
る
事
情
に
応
じ
て
記
載
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
社
外
監
査
役
が
二
人
以
上
で
あ
る
こ
と
の
み
を
も
っ
て
理
由
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
、
適
任
者
不
在
だ

け
で
は
理
由
と
し
て
不
十
分
と
す
る
意
見
も
あ
る
こ
と
、
社
外
取
締
役
は
取
締
役
や
利
害
関
係
人
と
の
利
益
相
反
の
監
督
機
能
が
規
定
さ

れ
て
い
る
こ
と
に
留
意
が
さ
れ
る
。

（
一
四
八
三
）
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年
十
二
月
）

五
四
二

第
一
に
社
外
取
締
役
の
選
任
に
つ
い
て
、
法
制
審
議
会
に
お
い
て
選
任
義
務
付
け
が
議
論
さ
れ
た
が
見
送
ら
れ
た
（
21
）

。
し
か
し
改
正
会
社

法
・
改
正
法
務
省
令
に
よ
り
、
一
定
の
会
社
が
社
外
取
締
役
を
置
い
て
い
な
い
場
合
、
社
外
取
締
役
を
置
く
こ
と
が
相
当
で
な
い
理
由
の

開
示
・
説
明
を
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
た
。
社
外
取
締
役
を
置
く
こ
と
が
相
当
で
な
い
理
由
の
説
明
・
開
示
に
関
し
て
、
社
外
取
締
役
を
置

い
て
い
な
い
有
価
証
券
報
告
書
提
出
義
務
（
22
）

が
あ
る
公
開
か
つ
大
会
社
の
監
査
役
会
設
置
会
社
は
、
下
記
の
場
合
に
相
当
で
な
い
理
由
を
説

明
・
開
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⒜
株
主
総
会
で
の
説
明
義
務
（
会
社
法
三
二
七
条
の
二
）
と
し
て
、
事
業
年
度
末
日
に
社
外
取
締
役
を
置
い
て
い
な
い
場
合
、
取
締
役
は
、

当
該
事
業
年
度
に
関
す
る
定
時
株
主
総
会
に
お
い
て
、
社
外
取
締
役
を
置
く
こ
と
が
相
当
で
な
い
理
由
を
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⒝
株
主
総
会
参
考
書
類
へ
の
記
載
義
務
（
会
社
法
施
行
規
則
七
四
条
の
二
第
一
項
）
と
し
て
、
社
外
取
締
役
を
置
い
て
お
ら
ず
（
株
主
総
会
の

終
結
の
時
に
社
外
取
締
役
を
置
い
て
い
な
い
こ
と
と
な
る
見
込
み
で
あ
る
場
合
を
含
む
）、
か
つ
社
外
取
締
役
と
な
る
見
込
み
で
あ
る
者
を
候
補
者

と
す
る
取
締
役
の
選
任
に
関
す
る
議
案
を
株
主
総
会
に
提
出
し
な
い
と
き
は
、
株
主
総
会
参
考
書
類
に
社
外
取
締
役
を
置
く
こ
と
が
相
当

で
な
い
理
由
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
⒞
事
業
報
告
へ
の
記
載
義
務
（
会
社
法
施
行
規
則
一
二
四
条
第
二
項
）
と
し
て
、
事
業
年
度

末
日
に
社
外
取
締
役
を
置
い
て
い
な
い
場
合
は
、
社
外
取
締
役
を
置
く
こ
と
が
相
当
で
な
い
理
由
を
事
業
報
告
の
内
容
に
含
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
⒝
の
株
主
総
会
参
考
書
類
、
⒞
の
事
業
報
告
へ
の
記
載
に
当
た
っ
て
は
、
株
主
総
会
参
考
書
類
作
成
時
点
ま
た
は
各
事
業
年

度
に
お
け
る
各
社
の
個
別
の
事
情
に
応
じ
て
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
社
外
監
査
役
が
二
人
以
上
い
る
こ
と
の
み
を
も
っ
て
理
由
と
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
（
会
社
法
施
行
規
則
七
四
条
の
二
第
三
項
、
第
一
二
四
条
第
三
項
）。
事
業
年
度
末
に
社
外
取
締
役
を
置
い
て
お
ら
ず
、
当

該
事
業
年
度
に
関
す
る
定
時
株
主
総
会
で
社
外
取
締
役
の
選
任
議
案
を
上
程
す
る
場
合
は
、
⒝
の
株
主
総
会
参
考
書
類
へ
の
記
載
は
必
要

な
い
が
、
⒞
の
事
業
報
告
へ
の
記
載
の
ほ
か
、
⒜
の
株
主
総
会
で
の
説
明
は
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
23
）

。
⒝
の
株
主
総
会
参
考
書
類
へ
の

（
一
四
八
四
）



コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
と
説
明
責
任
（
藤
川
）

五
四
三

記
載
は
、
株
主
総
会
に
取
締
役
選
任
議
案
が
上
程
さ
れ
る
場
合
の
参
考
と
し
て
必
要
と
さ
れ
る
た
め
、
取
締
役
選
任
議
案
が
上
程
さ
れ
な

い
場
合
は
、
当
該
記
載
は
不
要
と
な
る
（
24
）

。

第
二
に
適
用
時
期
に
つ
い
て
、
社
外
取
締
役
を
置
く
こ
と
が
相
当
で
な
い
理
由
の
説
明
・
開
示
に
関
す
る
規
定
の
適
用
開
始
時
期
は
次

の
通
り
と
な
る
。
⒜
株
主
総
会
で
の
説
明
義
務
は
経
過
措
置
は
設
け
ら
れ
て
お
ら
ず
、
改
正
会
社
法
施
行
後
（
二
〇
一
五
年
五
月
一
日
以

降
）
に
開
催
さ
れ
る
定
時
株
主
総
会
か
ら
適
用
さ
れ
る
。
⒝
株
主
総
会
参
考
書
類
の
記
載
は
、
経
過
措
置
と
し
て
施
行
日
前
に
招
集
手
続

が
開
始
さ
れ
た
株
主
総
会
に
係
る
参
考
書
類
の
記
載
に
つ
い
て
は
従
前
の
例
に
よ
る
（
改
正
法
務
省
令
附
則
二
条
第
五
項
）。
施
行
日
前
に
招

集
の
手
続
が
開
始
さ
れ
た
場
合
と
は
、
施
行
日
前
に
株
主
総
会
参
考
書
類
の
記
載
事
項
が
取
締
役
会
決
議
に
よ
り
決
定
さ
れ
た
時
点
を
指

し
て
い
る
（
会
社
法
二
九
八
条
第
一
項
第
五
号
、
同
条
四
項
、
会
社
法
施
行
規
則
六
三
条
三
号
イ
参
照
（
25
））。

三
月
決
算
会
社
は
、
通
常
五
月
上
旬
以

降
に
開
催
さ
れ
る
取
締
役
会
に
お
い
て
定
時
株
主
総
会
の
招
集
お
よ
び
株
主
総
会
参
考
書
類
記
載
事
項
が
決
定
さ
れ
、
実
質
的
に
は

二
〇
一
五
年
定
時
株
主
総
会
に
係
る
参
考
書
類
か
ら
適
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
⒞
事
業
報
告
の
記
載
は
、
経
過
措
置
と
し
て
、
施
行
日

以
後
に
監
査
役
の
監
査
を
受
け
る
事
業
報
告
に
つ
い
て
、
会
社
法
施
行
規
則
一
二
四
条
二
項
三
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
、
相
当
で
な
い
理

由
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
さ
れ
る
（
改
正
法
務
省
令
附
則
二
条
六
項
但
書
）。
監
査
役
の
監
査
を
受
け
る
事
業
報
告
に
つ
い
て
、

監
査
役
会
設
置
会
社
で
は
特
定
取
締
役
が
監
査
役
会
の
監
査
報
告
の
内
容
の
通
知
を
受
け
た
日
に
監
査
役
の
監
査
を
受
け
た
も
の
と
す
る

と
さ
れ
（
会
社
法
施
行
規
則
一
三
二
条
二
項
）、
施
行
日
以
後
に
特
定
取
締
役
が
監
査
役
会
の
監
査
報
告
の
内
容
の
通
知
を
受
け
る
事
業
報
告

は
会
社
法
施
行
規
則
一
二
四
条
二
項
お
よ
び
三
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
（
26
）

。
三
月
決
算
会
社
は
、
四
月
下
旬
か
ら
五
月
上
旬

以
降
に
監
査
役
に
対
し
事
業
報
告
が
提
供
さ
れ
、
五
月
上
旬
以
降
に
監
査
報
告
の
内
容
を
特
定
取
締
役
（
通
常
、
代
表
取
締
役
）
に
対
し
通

知
す
る
と
の
実
務
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
が
想
定
さ
れ
、
実
質
的
に
は
二
〇
一
五
年
三
月
終
了
の
事
業
年
度
に
係
る
事
業
報
告
か
ら
適
用
さ
れ
る

（
一
四
八
五
）
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四
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こ
と
と
な
る
。

第
三
に
監
査
役
と
し
て
の
留
意
点
を
み
る
と
、
監
査
役
は
、
取
締
役
が
株
主
総
会
に
提
出
し
よ
う
と
す
る
議
案
、
書
類
等
を
調
査
し
な

け
れ
ば
な
ら
ず
、
法
令
も
し
く
は
定
款
に
違
反
し
、
ま
た
は
著
し
く
不
当
な
事
項
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
調
査
の
結
果
を
株
主

総
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
会
社
法
三
八
四
条
（
27
））。

監
査
役
は
、
事
業
報
告
が
法
令
ま
た
は
定
款
に
従
い
当
該
株
式
会
社
の
状
況

を
正
し
く
示
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
の
意
見
を
監
査
報
告
の
内
容
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
会
社
法
施
行
規
則
一
二
九
条
一
項
二
号
）。
株

主
総
会
の
説
明
に
関
し
て
、
取
締
役
が
社
外
取
締
役
を
置
く
こ
と
が
相
当
で
な
い
理
由
の
説
明
を
し
な
か
っ
た
場
合
、
株
主
総
会
参
考
書

類
に
当
該
理
由
を
記
載
す
る
必
要
が
あ
る
の
に
記
載
を
し
な
か
っ
た
場
合
は
、
取
締
役
選
任
議
案
の
取
消
事
由
に
な
り
得
る
と
考
え
ら
れ
（
28
）

、

株
主
総
会
の
運
営
準
備
の
段
階
か
ら
留
意
が
必
要
と
な
る
（
29
）

。

監
査
役
の
対
応
と
し
て
、
社
外
取
締
役
を
置
く
こ
と
が
相
当
で
な
い
理
由
が
参
考
書
類
、
事
業
報
告
に
記
載
さ
れ
て
い
る
か
、
記
載
さ

れ
て
い
る
内
容
が
施
行
規
則
の
趣
旨
を
踏
ま
え
て
十
分
か
（
社
外
取
締
役
を
置
く
こ
と
が
当
該
株
式
会
社
の
企
業
価
値
に
マ
イ
ナ
ス
の
影
響
を
及

ぼ
す
よ
う
な
事
情
が
記
載
さ
れ
て
い
る
か
（
30
）、

各
社
の
事
情
に
応
じ
た
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
か
（
31
））

に
つ
い
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
改
正
の
背

景
と
議
論
を
踏
ま
え
て
取
締
役
会
に
お
い
て
十
分
な
検
討
が
行
わ
れ
た
か
、
検
討
さ
れ
た
内
容
と
結
果
は
株
主
へ
の
説
明
と
し
て
合
理
的

で
十
分
か
、
に
つ
い
て
検
証
し
て
必
要
に
応
じ
取
締
役
会
で
意
見
を
述
べ
る
べ
き
で
あ
る
。
上
記
対
応
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
理
由
が
記
載

さ
れ
て
い
な
い
場
合
、
結
論
に
影
響
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
虚
偽
の
事
実
が
理
由
中
に
存
在
す
る
場
合
、
事
業
報
告
が
法
令
定
款
に
従
い
当

該
株
式
会
社
の
状
況
を
正
し
く
示
し
て
い
な
い
、
ま
た
は
参
考
書
類
、
事
業
報
告
の
記
載
に
法
令
定
款
違
反
や
著
し
く
不
当
な
事
項
が
あ

る
た
め
、
監
査
報
告
の
意
見
の
記
載
が
必
要
と
な
る
。

第
四
に
独
立
社
外
取
締
役
の
複
数
選
任
（
コ
ー
ド
原
則
四
│
八
）
に
つ
い
て
は
、
市
場
第
一
部
・
市
場
第
二
部
の
上
場
会
社
の
場
合
、
遵

（
一
四
八
六
）



コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
と
説
明
責
任
（
藤
川
）

五
四
五

守
・
実
施
（
コ
ン
プ
ラ
イ
）
し
な
い
、
あ
る
い
は
で
き
な
い
と
し
て
も
、
直
ち
に
東
証
の
制
裁
措
置
等
の
対
象
と
な
る
わ
け
で
は
な
い
が
、

独
立
社
外
取
締
役
の
複
数
選
任
を
遵
守
・
実
施
し
な
い
、
あ
る
い
は
で
き
な
い
理
由
の
説
明
（
エ
ク
ス
プ
レ
イ
ン
）
義
務
が
課
さ
れ
る
。
理

由
の
説
明
義
務
を
怠
っ
た
場
合
に
は
、
東
証
に
よ
る
制
裁
措
置
等
の
対
象
と
な
り
得
る
。
マ
ザ
ー
ズ
・
Ｊ
Ａ
Ｓ
Ｄ
Ａ
Ｑ
の
上
場
会
社
の
場

合
、
独
立
社
外
取
締
役
の
複
数
選
任
は
、
コ
ー
ド
の
基
本
原
則
で
は
な
く
、
原
則
（
四
│
八
）
に
該
当
す
る
た
め
、
実
施
・
遵
守
が
な
く

て
も
そ
の
理
由
の
説
明
は
必
要
な
い
こ
と
に
な
る
（
32
）

。

Ⅲ
．
そ
の
他
の
コ
ー
ド
の
主
要
な
事
項
の
説
明
義
務

1
．
政
策
保
有
株
式
に
関
す
る
事
項
と
コ
ー
ド
の
説
明
義
務

日
本
版
コ
ー
ド
の
原
則
一
│
四
に
お
い
て
、
上
場
会
社
が
い
わ
ゆ
る
政
策
保
有
株
式
と
し
て
上
場
株
式
を
保
有
す
る
場
合
、
政
策
保
有

に
関
す
る
方
針
を
開
示
す
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
毎
年
、
取
締
役
会
で
主
要
な
政
策
保
有
に
つ
い
て
そ
の
リ
タ
ー
ン
と
リ
ス
ク
な
ど
を
踏

ま
え
た
中
長
期
的
な
経
済
合
理
性
や
将
来
の
見
通
し
を
検
証
し
、
こ
れ
を
反
映
し
た
保
有
の
狙
い
・
合
理
性
に
つ
い
て
具
体
的
な
説
明
を

行
う
べ
き
で
あ
る
。
上
場
会
社
は
、
政
策
保
有
株
式
に
係
る
議
決
権
の
行
使
に
つ
い
て
、
適
切
な
対
応
を
確
保
す
る
た
め
の
基
準
を
策

定
・
開
示
す
べ
き
で
あ
る
。

現
在
の
有
価
証
券
報
告
書
の
記
載
事
項
は
、
保
有
区
分
（
特
定
投
資
株
式
お
よ
び
み
な
し
保
有
株
式
）、
銘
柄
、
株
式
数
、
貸
借
対
照
表
計

上
額
、
保
有
目
的
と
な
っ
て
い
る
。
コ
ー
ド
の
対
応
と
し
て
、
開
示
の
規
律
の
強
化
に
よ
り
市
場
と
の
対
話
を
通
じ
て
合
理
的
な
解
決
策

を
見
い
だ
す
こ
と
に
主
眼
が
あ
る
。
そ
の
上
で
、
政
策
保
有
を
ど
う
す
る
か
は
各
上
場
企
業
の
経
営
判
断
で
あ
り
、
更
に
市
場
と
の
対
話

が
継
続
さ
れ
る
べ
き
問
題
で
あ
る
。
検
証
の
内
容
自
体
の
公
開
を
求
め
て
い
る
も
の
で
は
な
い
（
33
）

。
上
場
持
ち
株
会
社
の
保
有
分
の
み
な
ら

ず
、
非
上
場
の
子
銀
行
の
保
有
分
も
含
め
て
対
応
さ
れ
る
な
ど
、
グ
ル
ー
プ
全
体
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
構
造
を
含
め
て
考
え
る
こ
と
に
な
（
34
）

る
（
35
）

。

（
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日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

五
四
六

2
．
関
連
当
事
者
間
の
取
引
に
係
る
適
切
な
手
続
の
枠
組
み
と
コ
ー
ド

コ
ー
ド
原
則
一
│
七
に
お
い
て
、
上
場
会
社
が
役
員
や
主
要
株
主
等
と
取
引
（
関
連
当
事
者
間
取
引
）
を
行
う
場
合
、
会
社
や
株
主
共
同

の
利
益
を
害
す
る
こ
と
、
そ
の
懸
念
を
惹
起
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
取
締
役
会
は
予
め
取
引
の
重
要
性
や
性
質
に
応
じ
た
適
切
な
手
続

を
定
め
て
枠
組
み
を
開
示
し
、
監
視
（
取
引
の
承
認
を
含
む
）
を
行
う
べ
き
で
あ
る
。
関
連
規
律
と
し
て
、
改
正
施
行
規
則
一
一
八
条
五
号

で
は
親
会
社
等
と
の
取
引
に
関
す
る
開
示
が
定
め
ら
れ
る
。
子
会
社
の
事
業
報
告
に
お
け
る
記
載
事
項
と
し
て
、
親
会
社
等
と
の
間
の
取

引
を
す
る
に
当
た
り
当
該
株
式
会
社
の
利
益
を
害
さ
な
い
よ
う
に
留
意
し
た
事
項
等
の
開
示
を
求
め
る
。
関
連
当
事
者
間
の
取
引
の
範
囲

に
子
会
社
と
の
取
引
を
含
め
な
い
こ
と
の
当
否
が
問
題
と
な
る
（
36
）

。

3
．
情
報
開
示
の
充
実
と
コ
ー
ド

コ
ー
ド
の
原
則
三
│
一
に
お
い
て
、
上
場
会
社
は
法
令
に
基
づ
く
開
示
を
適
切
に
行
う
こ
と
に
加
え
、
会
社
の
意
思
決
定
の
透
明
性
・

公
正
性
を
確
保
し
、
実
効
的
な
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
を
実
現
す
る
と
の
観
点
か
ら
、
以
下
の
事
項
に
つ
い
て
開
示
し
、
主
体
的

な
情
報
発
信
を
行
う
べ
き
で
あ
る
。
⒜
会
社
の
目
指
す
と
こ
ろ
（
経
営
理
念
等
）
や
経
営
戦
略
、
経
営
計
画
、
⒝
本
コ
ー
ド
（
原
案
）
の

各
々
の
原
則
を
踏
ま
え
た
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
関
す
る
基
本
的
な
考
え
方
と
基
本
方
針
、
⒞
取
締
役
会
が
経
営
陣
幹
部
・
取

締
役
の
報
酬
を
決
定
す
る
に
当
た
っ
て
の
方
針
と
手
続
、
⒟
取
締
役
会
が
経
営
陣
幹
部
の
選
任
と
取
締
役
・
監
査
役
候
補
の
指
名
を
行
う

に
当
た
っ
て
の
方
針
と
手
続
、
⒠
取
締
役
会
が
上
記
⒟
を
踏
ま
え
て
経
営
陣
幹
部
の
選
任
と
取
締
役
・
監
査
役
候
補
の
指
名
を
行
う
際
の
、

個
々
の
選
任
・
指
名
に
つ
い
て
の
説
明
。
ま
た
補
充
原
則
四
│
一
一
①
で
は
、
取
締
役
会
は
全
体
と
し
て
の
知
識
・
経
験
・
能
力
の
バ
ラ

ン
ス
、
多
様
性
お
よ
び
規
模
に
対
す
る
考
え
方
を
定
め
、
取
締
役
選
任
に
関
す
る
方
針
・
手
続
と
併
せ
て
開
示
す
べ
き
で
あ
る
。
経
営
陣

幹
部
は
Ｃ
Ｅ
Ｏ
（
最
高
業
務
執
行
責
任
者
）・
Ｃ
Ｆ
Ｏ
（
最
高
財
務
責
任
者
）
等
を
指
し
て
い
る
（
補
充
原
則
三
│
二
②
）。

（
一
四
八
八
）



コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
と
説
明
責
任
（
藤
川
）

五
四
七

4
．
株
主
と
の
建
設
的
な
対
話
に
関
す
る
方
針
と
コ
ー
ド

コ
ー
ド
原
則
五
│
一
に
お
い
て
、
上
場
会
社
は
株
主
か
ら
の
対
話
（
面
談
）
の
申
込
み
に
対
し
て
、
会
社
の
持
続
的
な
成
長
と
中
長
期

的
な
企
業
価
値
の
向
上
に
資
す
る
よ
う
に
合
理
的
範
囲
で
前
向
き
に
対
応
す
べ
き
で
あ
る
。
取
締
役
会
は
、
株
主
と
の
建
設
的
な
対
話
を

促
進
す
る
た
め
の
体
制
整
備
・
取
組
み
に
関
す
る
方
針
を
検
討
・
承
認
し
開
示
す
べ
き
で
あ
る
。
補
充
原
則
五
│
一
①
は
、
株
主
と
の
実

際
の
対
話
（
面
談
）
の
対
応
者
に
つ
い
て
株
主
の
希
望
と
面
談
の
主
な
関
心
事
項
も
踏
ま
え
た
上
で
、
合
理
的
範
囲
で
経
営
陣
幹
部
ま
た

は
取
締
役
（
社
外
取
締
役
を
含
む
）
が
面
談
に
臨
む
こ
と
を
基
本
と
す
べ
き
で
あ
る
。
補
充
原
則
五
│
一
②
は
、
株
主
と
の
建
設
的
な
対
話

を
促
進
す
る
た
め
の
方
針
に
は
、
少
な
く
と
も
以
下
の
点
を
記
載
す
べ
き
で
あ
る
。
⒜
株
主
と
の
対
話
全
般
に
つ
い
て
、
下
記
⒝
│
⒠
に

記
載
す
る
事
項
を
含
め
そ
の
統
括
を
行
い
、
建
設
的
な
対
話
が
実
現
す
る
よ
う
に
目
配
り
を
行
う
経
営
陣
ま
た
は
取
締
役
の
指
定
。
⒝
対

話
を
補
助
す
る
社
内
の
Ｉ
Ｒ
担
当
、
経
営
企
画
、
総
務
、
財
務
、
経
理
、
法
務
部
門
等
の
有
機
的
な
連
携
の
た
め
の
方
策
。
⒞
個
別
面
談

以
外
の
対
話
の
手
段
（
例
え
ば
、
投
資
家
説
明
会
や
Ｉ
Ｒ
活
動
）
の
充
実
に
関
す
る
取
組
み
。
⒟
対
話
に
お
い
て
把
握
さ
れ
た
株
主
の
意

見
・
懸
念
の
経
営
陣
幹
部
や
取
締
役
会
に
対
す
る
適
切
か
つ
効
果
的
な
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
の
方
策
。
⒠
対
話
に
際
し
て
の
イ
ン
サ
イ
ダ
ー

情
報
の
管
理
に
関
す
る
方
策
。

補
充
原
則
五
│
一
③
で
は
、
上
場
会
社
は
必
要
に
応
じ
自
ら
の
株
主
構
造
の
把
握
に
努
め
る
べ
き
で
あ
り
、
株
主
も
こ
う
し
た
把
握
に

努
め
る
べ
き
で
把
握
作
業
に
で
き
る
限
り
協
力
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

5
．
内
部
統
制
と
コ
ー
ド

⑴
改
正
会
社
法
に
お
け
る
グ
ル
ー
プ
内
部
統
制
と
日
本
版
コ
ー
ド

イ
改
正
会
社
法
下
の
内
部
統
制
と
日
本
版
コ
ー
ド
の
関
連
を
み
て
い
き
た
い
。
第
一
に
、
改
正
会
社
法
に
お
け
る
内
部
統
制
に
お
い
て

（
一
四
八
九
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

五
四
八

は
、
グ
ル
ー
プ
内
部
統
制
の
強
化
が
明
記
さ
れ
る
。
第
二
に
、
監
査
役
関
係
で
内
部
統
制
と
し
て
決
定
す
べ
き
事
項
と
し
て
以
下
の
事
項

が
追
加
さ
れ
る
。
①
監
査
を
支
え
る
体
制
（
監
査
役
室
の
設
置
、
人
員
、
子
会
社
監
査
役
の
連
携
な
ど
）。
②
監
査
役
に
よ
る
使
用
人
か
ら
の
情

報
収
集
に
関
す
る
体
制
（
監
査
役
か
ら
内
部
監
査
室
、
各
部
署
に
対
す
る
質
問
方
法
等
）。
第
三
に
、
事
業
報
告
に
お
い
て
内
部
統
制
の
運
用
状

況
の
概
要
を
事
業
報
告
の
内
容
に
追
加
す
る
。
従
前
の
内
部
統
制
報
告
書
に
お
い
て
運
用
状
況
は
報
告
さ
れ
る
が
、
会
社
法
の
内
部
統
制

は
金
商
法
の
内
部
統
制
よ
り
範
囲
が
広
く
、
内
部
統
制
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
の
運
用
状
況
を
具
体
的
に
記
載
す
る
こ
と
に
な
る
。

ロ
グ
ル
ー
プ
内
部
統
制
に
つ
い
て
、
グ
ル
ー
プ
統
制
（
会
社
法
施
行
規
則
一
〇
〇
条
一
項
）
が
明
記
さ
れ
る
。
内
部
統
制
シ
ス
テ
ム
に
関

す
る
取
締
役
会
決
議
（
会
社
法
三
六
二
条
四
項
六
号
）
に
お
い
て
、
グ
ル
ー
プ
内
部
統
制
に
つ
い
て
子
会
社
の
体
制
を
従
前
の
規
則
よ
り
も

具
体
的
に
規
定
す
る
。
会
社
法
施
行
規
則
一
〇
〇
条
一
項
五
号
で
は
、
次
に
掲
げ
る
体
制
そ
の
他
の
当
該
株
式
会
社
な
ら
び
に
そ
の
親
会

社
及
び
子
会
社
か
ら
な
る
企
業
集
団
に
お
け
る
業
務
の
適
正
を
確
保
す
る
た
め
の
体
制
と
規
定
さ
れ
る
。
イ 

当
該
株
式
会
社
の
子
会
社

の
取
締
役
、
執
行
役
、
業
務
を
執
行
す
る
社
員
、
法
第
五
九
八
条
第
一
項
の
職
務
を
行
う
べ
き
者
そ
の
他
こ
れ
ら
の
者
に
相
当
す
る
者

（
ハ
お
よ
び
ニ
に
お
い
て
取
締
役
等
と
い
う
。）
の
職
務
の
執
行
に
係
る
事
項
の
当
該
株
式
会
社
へ
の
報
告
に
関
す
る
体
制
、
ロ 

当
該
株
式
会

社
の
子
会
社
の
損
失
の
危
険
の
管
理
に
関
す
る
規
程
そ
の
他
の
体
制
、
ハ 

当
該
株
式
会
社
の
子
会
社
の
取
締
役
等
の
職
務
の
執
行
が
効

率
的
に
行
わ
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
体
制
、
ニ 

当
該
株
式
会
社
の
子
会
社
の
取
締
役
等
お
よ
び
使
用
人
の
職
務
の
執
行
が
法
令

お
よ
び
定
款
に
適
合
す
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
体
制
。

子
会
社
の
取
締
役
が
職
務
執
行
に
係
る
事
項
を
親
会
社
に
報
告
す
る
体
制
と
さ
れ
、
こ
の
場
合
の
子
会
社
は
全
子
会
社
が
対
象
で
あ
る

が
、
子
会
社
の
重
要
性
、
海
外
子
会
社
等
の
特
殊
性
な
ど
に
応
じ
各
子
会
社
の
内
部
統
制
シ
ス
テ
ム
の
レ
ベ
ル
は
相
違
が
あ
っ
て
も
構
わ

な
い
（
37
）

。

（
一
四
九
〇
）



コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
と
説
明
責
任
（
藤
川
）

五
四
九

ハ
内
部
統
制
シ
ス
テ
ム
の
運
用
状
況
（
会
社
法
施
行
規
則
一
一
八
条
二
号
）
で
は
、
事
業
報
告
に
は
、
取
締
役
会
で
決
議
し
た
内
部
統
制

シ
ス
テ
ム
の
概
要
に
加
え
て
、
内
部
統
制
シ
ス
テ
ム
の
運
用
状
況
の
概
要
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
実
際
に
取
締
役
会
で
決
議
し

た
内
部
統
制
シ
ス
テ
ム
が
実
際
に
機
能
し
て
い
る
こ
と
を
具
体
的
に
示
す
こ
と
に
な
る
（
38
）

。

ニ
内
部
統
制
等
と
日
本
版
コ
ー
ド
の
関
係　

⒜
コ
ー
ド
で
は
、
経
営
陣
に
対
す
る
委
任
の
範
囲
の
明
確
化
と
概
要
の
開
示
（
補
充
原
則

四
│
一
①
）
が
求
め
ら
れ
る
。
取
締
役
会
規
程
、
決
裁
規
程
等
に
お
い
て
取
締
役
会
決
議
事
項
お
よ
び
委
任
の
範
囲
は
明
確
に
示
さ
れ
、

概
要
の
開
示
は
抽
象
的
と
な
る
（
39
）

。
⒝
コ
ー
ド
で
は
、
中
期
経
営
計
画
が
目
標
未
達
に
終
わ
っ
た
場
合
の
原
因
お
よ
び
対
応
な
ど
の
十
分
な

分
析
、
株
主
へ
説
明
、
次
期
以
降
の
計
画
へ
の
反
映
が
規
定
さ
れ
る
（
補
充
原
則
四
│
一
②
）。
コ
ー
ド
へ
の
対
応
と
し
て
は
、
事
業
報
告

等
で
従
前
よ
り
説
明
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
⒞
コ
ー
ド
で
は
、
取
締
役
会
全
体
の
実
効
性
に
つ
い
て
各
取
締
役
の
自
己
評
価
を
参
考

に
取
締
役
会
に
よ
る
分
析
・
評
価
を
行
い
、
結
果
の
概
要
を
開
示
す
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
（
補
充
原
則
四
│
一
一
③
（
40
））。

取
締
役
会
に
よ
る

評
価
が
求
め
ら
れ
、
今
後
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
論
点
の
一
つ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

6
．
改
正
会
社
法
に
お
け
る
監
査
役
監
査
と
コ
ー
ド

⑴
監
査
役
の
監
査
体
制
に
関
す
る
内
部
統
制
を
み
て
い
き
た
い
。
監
査
役
設
置
会
社
で
は
監
査
役
の
権
限
行
使
に
つ
い
て
以
下
の
事
項

が
追
加
さ
れ
る
（
会
社
法
施
行
規
則
一
〇
〇
条
三
項
）。
①
監
査
役
補
助
者
に
対
す
る
指
示
の
実
効
性
の
確
保
に
関
す
る
事
項
（
三
号
）。
日
本

版
コ
ー
ド
原
則
四
│
三
（
取
締
役
会
の
役
割
・
責
務
③
）
を
前
提
と
す
れ
ば
監
査
役
に
お
け
る
補
助
者
（
監
査
役
室
）
は
事
実
上
必
須
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。
監
査
役
が
補
助
者
を
置
く
こ
と
を
求
め
な
い
場
合
に
は
一
号
・
二
号
と
同
様
に
記
載
は
不
要
と
な
る
。
②
子
会
社
の
取

締
役
、
監
査
役
、
執
行
役
、
使
用
人
等
ま
た
は
こ
れ
ら
の
者
か
ら
報
告
を
受
け
た
者
が
親
会
社
の
監
査
役
に
報
告
を
す
る
た
め
の
体
制

（
四
号
ロ
）。
③
監
査
役
へ
報
告
を
し
た
者
が
当
該
報
告
を
し
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
不
利
な
取
扱
い
を
受
け
な
い
こ
と
を
確
保
す
る
た
め

（
一
四
九
一
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

五
五
〇

の
体
制
（
五
号
）。
④
監
査
役
の
職
務
執
行
に
つ
い
て
生
ず
る
費
用
の
前
払
ま
た
は
償
還
の
手
続
そ
の
他
の
当
該
職
務
の
執
行
に
つ
い
て

生
ず
る
費
用
ま
た
は
債
務
処
理
に
係
る
方
針
に
関
す
る
事
項
（
六
号
）。
日
本
監
査
役
協
会
か
ら
は
会
社
法
お
よ
び
法
務
省
令
改
正
に
対

す
る
監
査
役
の
実
務
対
応
が
公
表
さ
れ
て
い
る
。

⑵
監
査
役
補
助
者
と
日
本
版
コ
ー
ド　

日
本
版
コ
ー
ド
原
則
四
│
一
三
（
情
報
入
手
と
支
援
体
制
）
に
お
い
て
、
上
場
会
社
は
人
員
面
を

含
む
取
締
役
・
監
査
役
の
支
援
体
制
を
整
え
る
べ
き
で
あ
る
。
取
締
役
会
・
監
査
役
会
は
、
各
取
締
役
・
監
査
役
が
求
め
る
情
報
の
円
滑

な
提
供
が
確
保
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を
確
認
す
べ
き
で
あ
る
。
監
査
役
補
助
者
と
し
て
監
査
役
室
を
設
置
し
、
監
査
役
の
指
示
を
受
け

監
査
業
務
の
一
環
と
し
て
各
部
署
に
情
報
提
供
等
を
指
示
す
る
。
監
査
役
室
の
役
割
と
権
限
を
監
査
役
会
規
程
等
で
明
確
に
す
る
こ
と
が

望
ま
れ
る
。

内
部
統
制
、
監
査
役
監
査
と
内
部
監
査
の
関
係
を
み
る
と
、
監
査
役
の
下
に
就
く
監
査
役
室
と
代
表
取
締
役
・
Ｃ
Ｅ
Ｏ
等
に
直
結
す
る

内
部
監
査
室
は
別
の
機
能
を
果
た
し
、
監
査
役
が
内
部
監
査
室
に
報
告
を
求
め
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
が
、
内
部
監
査
室
を
補
助
者
と
み

な
す
こ
と
は
問
題
な
し
と
し
な
い
。
監
査
役
室
の
人
事
・
報
酬
な
ど
の
待
遇
は
監
査
役
会
等
の
承
諾
を
要
す
る
と
監
査
役
会
規
程
等
に
記

載
し
独
立
性
を
明
記
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。
日
本
版
コ
ー
ド
補
充
原
則
四
│
一
三
③
で
は
、
上
場
会
社
は
、
例
え
ば
社
外
取
締
役
・
社

外
監
査
役
の
指
示
を
受
け
て
会
社
の
情
報
を
適
確
に
提
供
で
き
る
よ
う
社
内
と
の
連
絡
・
調
整
に
あ
た
る
者
の
選
任
な
ど
、
社
外
取
締
役

や
社
外
監
査
役
に
必
要
な
情
報
を
適
確
に
提
供
す
る
た
め
の
工
夫
を
行
う
べ
き
で
あ
る
、
と
記
さ
れ
る
。
連
絡
調
整
の
機
能
は
監
査
役
室

等
が
担
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

⑶
監
査
役
に
対
す
る
報
告
体
制
と
日
本
版
コ
ー
ド　

会
社
法
施
行
規
則
で
は
子
会
社
の
取
締
役
、
監
査
役
、
執
行
役
、
使
用
人
等
ま
た

は
こ
れ
ら
の
者
か
ら
報
告
を
受
け
た
者
が
親
会
社
の
監
査
役
に
報
告
を
す
る
た
め
の
体
制
（
会
社
法
施
行
規
則
一
〇
〇
条
三
項
四
号
ロ
）
が
規

（
一
四
九
二
）



コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
と
説
明
責
任
（
藤
川
）

五
五
一

定
さ
れ
る
。
監
査
役
が
子
会
社
の
取
締
役
等
か
ら
報
告
を
受
け
る
場
合
、
以
下
の
ル
ー
ト
が
想
定
で
き
る
。
⒜
子
会
社
取
締
役
等
が
親
会

社
取
締
役
・
執
行
役
員
を
通
じ
て
取
締
役
会
等
で
子
会
社
の
運
営
状
況
を
定
期
的
に
報
告
す
る
。
⒝
子
会
社
取
締
役
等
が
監
査
役
の
求
め

に
よ
り
定
期
的
に
運
営
状
況
等
を
報
告
す
る
。
⒞
子
会
社
取
締
役
等
が
監
査
役
の
求
め
に
よ
り
、
随
時
不
正
行
為
等
に
つ
い
て
報
告
す
る
。

⒟
子
会
社
取
締
役
等
が
任
意
に
不
正
行
為
等
を
報
告
す
る
（
内
部
通
報
）。
⒠
グ
ル
ー
プ
監
査
役
連
絡
会
を
組
成
し
、
子
会
社
監
査
役
が
親

会
社
監
査
役
に
定
期
的
に
報
告
す
る
。
⒡
子
会
社
監
査
役
が
監
査
役
の
求
め
に
よ
り
、
随
時
不
正
行
為
等
に
つ
い
て
報
告
す
る
。
日
本
版

コ
ー
ド
で
は
、
社
外
監
査
役
を
含
む
監
査
役
は
法
令
に
基
づ
く
調
査
権
限
を
行
使
す
る
こ
と
を
含
め
、
適
切
に
情
報
入
手
を
行
う
べ
き
で

あ
る
（
補
充
原
則
四
│
一
三
①
）。

監
査
役
は
、
外
部
会
計
監
査
人
、
内
部
監
査
部
門
、
更
に
社
外
取
締
役
と
十
分
な
連
携
を
図
る
こ
と
も
求
め
ら
れ
て
い
る
（
補
充
原
則

三
│
二
②
ⅲ
、
四
│
四
①
）。
こ
の
た
め
、
会
計
監
査
人
の
監
査
役
会
の
出
席
、
監
査
役
と
内
部
監
査
部
門
の
情
報
共
有
、
監
査
役
と
社
外

取
締
役
と
の
会
合
等
が
検
討
さ
れ
る
。

⑷
内
部
通
報
者
保
護
と
日
本
版
コ
ー
ド　

日
本
版
コ
ー
ド
で
は
、
内
部
通
報
に
係
る
体
制
整
備
の
一
環
と
し
て
、
経
営
陣
か
ら
独
立
し

た
窓
口
の
設
置
（
例
え
ば
、
社
外
取
締
役
と
監
査
役
に
よ
る
合
議
体
を
窓
口
と
す
る
等
）
を
行
う
べ
き
で
あ
り
、
情
報
提
供
者
の
秘
匿
と
不
利
益

取
扱
の
禁
止
に
関
す
る
規
律
を
整
備
す
べ
き
で
あ
る
（
補
助
原
則
二
│
五
①
）。
会
社
法
施
行
規
則
に
お
い
て
取
締
役
会
は
内
部
統
制
の
決

定
と
し
て
、
監
査
役
へ
報
告
を
し
た
者
が
当
該
報
告
を
し
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
不
利
な
取
扱
い
を
受
け
な
い
こ
と
を
確
保
す
る
体
制
を

決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
会
社
法
施
行
規
則
一
〇
〇
条
三
項
五
号
）。

実
際
の
体
制
整
備
と
し
て
、
社
内
窓
口
と
社
外
窓
口
（
弁
護
士
等
）
に
入
る
情
報
の
内
、
取
締
役
の
職
務
執
行
に
関
す
る
も
の
を
社
外

取
締
役
・
社
外
監
査
役
に
伝
達
す
る
制
度
が
現
実
的
と
な
ろ
う
。
一
般
の
内
部
通
報
者
保
護
制
度
は
内
部
通
報
窓
口
に
報
告
し
た
者
の
保

（
一
四
九
三
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

五
五
二

護
を
規
定
し
て
い
る
が
、
内
部
通
報
と
無
関
係
に
監
査
役
へ
報
告
し
た
者
の
保
護
は
規
定
し
て
い
な
い
た
め
、
監
査
役
へ
報
告
を
し
た
者

が
当
該
報
告
を
し
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
当
社
ま
た
は
子
会
社
に
お
い
て
不
利
な
取
扱
い
を
受
け
な
い
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
制
度
の

整
備
が
必
要
と
な
る
。

7
．
会
計
監
査
人
の
選
任
等
と
コ
ー
ド

⑴
会
計
監
査
人
の
選
任　

会
計
監
査
人
の
選
任
等
に
関
し
て
、
監
査
役
・
監
査
役
会
・
監
査
等
委
員
会
は
株
主
総
会
に
提
出
す
る
会
計

監
査
人
の
選
任
、
解
任
・
不
再
任
の
議
案
に
つ
い
て
の
決
定
権
を
有
す
る
（
会
社
法
三
四
四
条
・
三
九
九
条
の
二
第
三
項
二
号
）。
株
主
総
会

参
考
書
類
に
お
い
て
監
査
役
会
が
当
該
候
補
者
を
候
補
者
と
し
た
理
由
を
記
載
す
る
（
41
）

。
監
査
役
会
が
議
案
を
決
定
し
た
場
合
、
取
締
役
会

は
総
会
の
招
集
決
定
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
会
計
監
査
人
の
報
酬
は
代
表
取
締
役
等
が
決
定
し
、
監
査
役
会
は
同
意
権
を
有
す
る
。

事
業
報
告
に
監
査
役
が
同
意
し
た
理
由
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑵
会
計
監
査
人
の
選
任
基
準
の
策
定
と
日
本
版
コ
ー
ド　

日
本
版
コ
ー
ド
の
補
充
原
則
三
│
二
①
に
お
い
て
、
監
査
役
会
は
少
な
く
と

も
下
記
の
対
応
を
行
う
べ
き
で
あ
る
と
規
定
さ
れ
る
。
⒜
外
部
会
計
監
査
人
候
補
を
適
切
に
選
定
し
外
部
会
計
監
査
人
を
適
切
に
評
価
す

る
た
め
の
基
準
の
策
定
（
42
）

。
⒝
外
部
会
計
監
査
人
に
求
め
ら
れ
る
独
立
性
と
専
門
性
を
有
し
て
い
る
こ
と
の
確
認
（
43
）

。

改
正
会
社
法
に
お
い
て
監
査
役
会
が
会
計
監
査
人
の
選
任
等
議
案
決
定
権
を
付
与
さ
れ
、
監
査
役
会
規
程
等
に
、
①
議
案
決
定
手
続
き
、

②
取
締
役
会
の
伝
達
（
総
会
招
集
請
求
を
含
む
）
等
の
規
定
を
追
加
す
る
必
要
が
あ
る
。
①
の
議
案
決
定
の
手
続
き
に
お
い
て
日
本
版
コ
ー

ド
の
補
助
原
則
三
│
二
①
の
選
定
基
準
、
独
立
性
・
専
門
性
を
確
認
す
る
規
定
を
置
く
こ
と
に
よ
り
、
コ
ー
ド
の
趣
旨
が
達
成
で
き
る
。

⑶
会
計
監
査
人
の
選
解
任
等
に
関
す
る
議
案
の
内
容
の
決
定
権
行
使
に
関
す
る
監
査
役
の
対
応
指
針
（
日
本
監
査
役
協
会
二
〇
一
五
年
三

月
五
日
（
44
））

（
一
四
九
四
）



コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
と
説
明
責
任
（
藤
川
）

五
五
三

⒜
会
計
監
査
人
の
選
解
任
等
の
議
案
決
定
権
に
関
す
る
監
査
役
の
法
的
責
任　

監
査
役
の
法
的
責
任
は
議
案
決
定
権
が
付
与
さ
れ
る
こ

と
に
よ
り
大
き
く
変
化
す
る
も
の
で
は
な
い
。
会
社
法
改
正
前
も
監
査
役
は
会
計
監
査
人
の
選
解
任
等
の
議
案
同
意
権
お
よ
び
株
主
総
会

議
題
提
案
権
、
選
任
議
案
提
出
請
求
権
が
与
え
ら
れ
、
権
限
の
適
切
な
行
使
の
た
め
に
は
会
計
監
査
人
の
監
査
活
動
の
適
切
性
、
妥
当
性

を
評
価
し
、
選
解
任
等
の
議
案
同
意
や
再
任
の
適
否
を
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
但
し
、
同
意
権
か
ら
決
定
権
に
移
行
し
た
結
果
、

監
査
役
が
株
主
総
会
に
提
出
す
る
議
案
の
内
容
を
決
定
す
る
こ
と
に
な
り
、
監
査
役
は
議
案
決
定
権
行
使
に
当
た
り
、
よ
り
主
体
的
に
取

り
組
み
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
判
断
の
プ
ロ
セ
ス
・
理
由
に
つ
い
て
、
監
査
役
は
株
主
総
会
で
株
主
か
ら
の
求
め
に
応
じ
説
明
を

行
う
必
要
が
あ
る
。
⒝
議
案
決
定
権
行
使
に
お
け
る
監
査
役
の
留
意
点　

第
一
に
、
経
営
執
行
部
門
と
の
連
携
に
あ
た
っ
て
の
留
意
点
と

し
て
、
監
査
役
は
会
計
監
査
人
の
選
解
任
等
の
議
案
決
定
お
よ
び
再
任
に
関
し
て
よ
り
主
体
的
に
取
り
組
み
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

判
断
に
当
た
り
、
監
査
役
は
会
計
監
査
人
に
つ
い
て
の
情
報
を
有
す
る
経
営
執
行
部
門
（
経
理
・
財
務
部
門
）
の
検
討
プ
ロ
セ
ス
お
よ
び
結

果
を
踏
ま
え
、
取
締
役
会
に
替
わ
り
会
計
監
査
人
の
選
解
任
等
の
議
案
決
定
権
を
行
使
す
る
。
監
査
役
が
議
案
決
定
権
を
適
正
に
行
使
・

判
断
す
る
た
め
、
経
営
執
行
部
門
の
連
携
が
一
層
重
要
と
な
る
（
45
）

。

実
務
と
し
て
、
監
査
役
は
会
計
監
査
人
の
選
解
任
等
の
議
案
決
定
に
際
し
て
経
営
執
行
部
門
か
ら
会
計
監
査
人
の
選
任
候
補
案
を
受
領

す
る
。
経
営
執
行
部
門
の
推
薦
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
会
計
監
査
人
の
選
任
候
補
に
関
し
て
公
認
会
計
士
ま
た
は
監
査
法
人
の
概
要
、

欠
格
事
由
の
有
無
、
内
部
管
理
体
制
、
監
査
報
酬
の
水
準
、
会
計
監
査
人
の
独
立
性
に
関
す
る
事
項
等
職
務
の
遂
行
に
関
す
る
事
項
（
会

社
計
算
規
則
一
三
一
条
）
等
に
つ
き
、
経
営
執
行
部
門
か
ら
事
前
に
十
分
な
報
告
を
受
け
、
経
営
執
行
部
門
で
適
切
な
検
討
プ
ロ
セ
ス
を
経

て
い
る
か
を
確
認
す
る
。

第
二
に
、
株
主
総
会
お
よ
び
開
示
に
関
す
る
留
意
点
と
し
て
、
⒜
株
主
総
会
に
お
け
る
説
明
に
つ
い
て
、
決
定
権
付
与
に
よ
り
監
査
役

（
一
四
九
五
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

五
五
四

は
会
計
監
査
人
の
選
解
任
等
の
議
案
決
定
権
の
行
使
（
再
任
の
場
合
は
不
行
使
）
に
つ
い
て
株
主
に
対
し
て
合
理
的
な
説
明
を
行
う
こ
と
が

求
め
ら
れ
る
。
監
査
役
は
株
主
か
ら
説
明
を
求
め
ら
れ
た
場
合
、
議
案
決
定
権
行
使
（
ま
た
は
再
任
の
判
断
）
に
至
る
プ
ロ
セ
ス
お
よ
び
理

由
に
つ
い
て
合
理
的
な
説
明
を
行
う
。
⒝
会
計
監
査
人
の
解
任
ま
た
は
不
再
任
の
決
定
の
方
針
に
つ
い
て
、
公
開
会
社
で
は
会
計
監
査
人

の
解
任
ま
た
は
不
再
任
の
決
定
の
方
針
が
事
業
報
告
の
開
示
事
項
と
な
る
。
事
業
報
告
は
経
営
執
行
部
門
で
準
備
す
る
も
の
で
あ
る
が
、

会
計
監
査
人
の
選
解
任
等
の
議
案
決
定
権
が
監
査
役
に
移
行
し
、
会
計
監
査
人
の
解
任
ま
た
は
不
再
任
の
決
定
の
方
針
の
策
定
は
監
査
役

が
行
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
事
業
報
告
に
は
監
査
役
が
策
定
し
た
方
針
が
経
営
執
行
部
門
を
通
じ
て
記
載
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
⒞
選
解
任

等
の
議
案
の
決
定
権
お
よ
び
報
酬
等
の
同
意
権
の
行
使
状
況
の
開
示
に
つ
い
て
、
会
計
監
査
人
の
選
解
任
等
の
議
案
を
提
出
す
る
場
合
、

会
計
監
査
人
の
候
補
者
と
し
た
理
由
、
も
し
く
は
会
計
監
査
人
を
解
任
又
は
不
再
任
と
す
る
理
由
を
株
主
総
会
参
考
書
類
に
記
載
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
（
会
社
法
施
行
規
則
七
七
条
三
号
、
八
一
条
二
号
）。
監
査
役
が
会
計
監
査
人
の
報
酬
等
に
同
意
し
た
場
合
、
同
意
し
た
理
由

を
事
業
報
告
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
会
社
法
施
行
規
則
一
二
六
条
二
号
）。
経
営
執
行
部
門
を
通
じ
株
主
総
会
参
考
書
類
も
し
く
は

事
業
報
告
に
記
載
さ
れ
る
。

⑷
会
計
監
査
人
と
日
本
版
コ
ー
ド　

コ
ー
ド
の
補
充
原
則
三
│
二
②
に
お
い
て
、
取
締
役
会
お
よ
び
監
査
役
会
は
少
な
く
と
も
下
記
の

対
応
を
行
う
べ
き
で
あ
る
と
規
定
さ
れ
る
（
46
）

。
⒜
高
品
質
な
監
査
を
可
能
と
す
る
十
分
な
監
査
時
間
の
確
保
、
⒝
外
部
会
計
監
査
人
か
ら

Ｃ
Ｅ
Ｏ
・
Ｃ
Ｆ
Ｏ
等
の
経
営
陣
幹
部
へ
の
ア
ク
セ
ス
（
面
談
等
）
の
確
保
、
⒞
外
部
会
計
監
査
人
と
監
査
役
（
監
査
役
会
へ
の
出
席
を
含
む
）、

内
部
監
査
部
門
や
社
外
取
締
役
と
の
十
分
な
連
携
の
確
保
、
⒟
外
部
会
計
監
査
人
が
不
正
を
発
見
し
適
切
な
対
応
を
求
め
た
場
合
、
不
掛

問
題
点
を
指
摘
し
た
場
合
の
会
社
側
の
対
応
体
制
の
確
立
。

⒟
は
、
会
計
監
査
人
が
監
査
役
や
社
長
・
財
務
担
当
取
締
役
に
不
備
・
問
題
点
を
指
摘
し
た
場
合
、
他
の
取
締
役
、
就
中
社
外
取
締
役

（
一
四
九
六
）



コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
と
説
明
責
任
（
藤
川
）

五
五
五

に
周
知
し
て
全
社
的
対
応
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

8
．
内
部
統
制
等
の
強
化
お
よ
び
取
締
役
の
責
任
と
コ
ー
ド

改
正
会
社
法
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
に
よ
り
取
締
役
会
の
決
定
事
項
、
説
明
事
項
、
遵
守
手
続
き
が
増
加
し
て
お

り
、
取
締
役
の
善
管
注
意
義
務
違
反
に
繋
が
り
得
る
問
題
で
あ
る
。
⒜
経
営
判
断
原
則
で
は
親
子
間
関
連
当
事
者
取
引
の
理
由
開
示
、

キ
ャ
ッ
シ
ュ
ア
ウ
ト
に
お
け
る
対
価
の
相
当
性
等
に
関
す
る
判
断
の
開
示
が
該
当
す
る
。
⒝
手
続
違
反
と
し
て
報
酬
決
定
手
続
き
・
選
任

手
続
き
に
よ
ら
な
い
決
定
、
内
部
統
制
シ
ス
テ
ム
の
基
本
方
針
に
従
っ
た
規
程
に
違
反
し
報
告
・
承
諾
等
を
怠
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

⒞
内
部
統
制
シ
ス
テ
ム
構
築
義
務
違
反
と
し
て
報
酬
基
準
・
選
任
基
準
等
の
不
設
定
、
子
会
社
を
含
む
内
部
統
制
の
た
め
の
規
程
等
の
不

整
備
、
内
部
統
制
の
運
用
状
況
に
関
す
る
監
督
懈
怠
が
該
当
す
る
。
⒟
開
示
義
務
違
反
と
し
て
報
酬
基
準
・
選
任
基
準
等
の
不
開
示
お
よ

び
虚
偽
開
示
、
内
部
統
制
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
開
示
漏
れ
お
よ
び
虚
偽
開
示
、
内
部
統
制
の
運
用
状
況
に
つ
い
て
の
虚
偽
開
示
、
コ
ー
ポ

レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
の
不
順
守
に
対
す
る
虚
偽
説
明
が
考
え
ら
れ
る
。

9
．
監
査
体
制
の
強
化
な
ら
び
に
監
査
役
の
責
任
と
コ
ー
ド

監
査
役
の
有
す
る
監
査
義
務
は
取
締
役
の
監
督
義
務
と
類
似
し
、
主
に
具
体
的
な
不
祥
事
を
知
り
つ
つ
も
監
査
を
怠
る
場
合
等
で
善
管

注
意
義
務
違
反
を
問
わ
れ
た
が
、
改
正
会
社
法
施
行
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
導
入
に
よ
り
、
監
査
役
の
職
務
自
体
に

以
下
の
変
化
が
起
き
て
い
る
。
⒜
監
査
役
会
に
お
け
る
監
査
体
制
構
築
に
積
極
的
に
関
与
す
る
責
務　

監
査
役
会
が
監
査
体
制
構
築
に
積

極
的
に
関
与
す
る
責
務
が
強
調
さ
れ
、
具
体
的
に
は
監
査
役
室
等
の
整
備
、
会
計
監
査
人
の
選
任
基
準
設
定
・
報
酬
に
対
す
る
意
見
が
挙

げ
ら
れ
る
。
⒝
監
査
役
室
の
権
限
・
情
報
提
供
方
法
・
費
用
償
還
等
の
監
査
体
制
強
化　

監
査
役
室
の
権
限
・
情
報
提
供
方
法
・
費
用
償

還
等
監
査
体
制
が
強
化
さ
れ
明
確
化
し
、
監
査
役
が
具
体
的
問
題
に
対
し
て
権
限
を
い
か
に
行
使
し
た
か
が
問
題
と
さ
れ
る
可
能
性
が
高

（
一
四
九
七
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

五
五
六

く
な
っ
て
き
た
。
⒞
社
外
取
締
役
お
よ
び
子
会
社
監
査
役
の
連
携
と
情
報
共
有　

監
査
役
に
お
い
て
、
社
外
取
締
役
、
子
会
社
監
査
役
の

連
携
等
の
体
制
が
整
備
さ
れ
、
社
外
取
締
役
、
子
会
社
監
査
役
と
の
情
報
共
有
の
内
容
・
あ
り
方
が
問
題
と
さ
れ
る
可
能
性
が
高
ま
っ
て

き
た
。
⒟
親
子
間
関
連
当
事
者
取
引
お
よ
び
内
部
通
報
制
度　

日
本
版
コ
ー
ド
の
導
入
に
よ
り
、
親
子
間
関
連
当
事
者
取
引
の
監
査
、
内

部
通
報
制
度
の
関
与
な
ど
従
前
の
監
査
計
画
が
予
定
し
て
い
な
い
問
題
が
重
点
監
査
事
項
と
し
て
発
覚
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
監
査
役
の

職
責
遂
行
上
、
以
下
の
事
項
に
注
意
を
要
す
る
。
①
監
査
役
会
で
定
め
る
べ
き
事
項
に
つ
い
て
は
漏
れ
な
く
定
め
て
お
く
。
②
情
報
取

得
・
情
報
交
換
の
制
度
を
整
備
し
て
活
用
す
る
。
③
取
得
情
報
に
つ
い
て
適
正
な
監
査
を
行
う
。
④
監
査
報
告
の
記
載
事
項
を
漏
れ
な
く

適
切
に
記
載
す
る
。

10
．
親
子
会
社
間
取
引
の
決
議
・
監
査
と
コ
ー
ド

改
正
会
社
法
施
行
規
則
に
お
い
て
、
親
子
会
社
間
取
引
（
自
然
人
オ
ー
ナ
ー
等
の
取
引
も
含
む
）
が
、
子
会
社
個
別
注
記
表
に
関
連
当
事

者
取
引
と
し
て
開
示
さ
れ
る
場
合
、
子
会
社
の
事
業
報
告
ま
た
は
そ
の
附
属
明
細
書
（
47
）

に
以
下
の
事
項
を
記
載
す
る
こ
と
と
な
っ
た
（
会
社

法
施
行
規
則
一
一
八
条
五
号
、
一
二
八
条
三
項
（
48
））。

①
当
該
取
引
を
す
る
に
当
た
り
当
該
株
式
会
社
の
利
益
を
害
さ
な
い
よ
う
に
留
意
し
た
事

項
（
当
該
事
項
が
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
旨
）。
②
当
該
取
引
が
当
該
株
式
会
社
（
子
会
社
）
の
利
益
を
害
さ
な
い
か
ど
う
か
に
つ
い
て

の
当
該
株
式
会
社
の
取
締
役
会
の
判
断
お
よ
び
そ
の
理
由
。
③
社
外
取
締
役
を
置
く
株
式
会
社
に
お
い
て
、
②
の
取
締
役
の
判
断
が
社
外

取
締
役
の
意
見
と
異
な
る
場
合
に
は
そ
の
意
見
。

具
体
的
に
は
、
親
子
会
社
間
で
取
締
役
兼
任
が
な
い
場
合
も
関
連
当
事
者
取
引
に
該
当
す
る
以
上
、
子
会
社
の
事
業
報
告
に
記
載
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
上
記
は
監
査
対
象
と
な
り
、
監
査
役
は
そ
の
意
見
を
監
査
報
告
書
に
記
載
す
る
こ
と
に
な
る
（
会
社
法
施
行
規
則

一
二
九
条
一
項
六
号
）。
日
本
版
コ
ー
ド
原
則
一
│
七
（
関
連
当
事
者
間
取
引
）
に
お
い
て
、
親
会
社
も
取
締
役
会
に
お
け
る
取
引
の
重
要
性
、

（
一
四
九
八
）



コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
と
説
明
責
任
（
藤
川
）

五
五
七

そ
の
性
質
に
応
じ
た
適
切
な
手
続
き
を
定
め
て
そ
の
枠
組
み
を
開
示
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
手
続
き
を
踏
ま
え
た
監
視
（
取
引
の
承
認
を

含
む
）
を
行
う
べ
き
で
あ
る
旨
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

11
．
そ
の
他
主
要
な
事
項
と
コ
ー
ド
│
取
締
役
会
評
価
、
資
本
政
策
、
後
継
者
計
画
な
ど
│

日
本
版
コ
ー
ド
に
関
し
て
、
そ
の
他
対
応
を
求
め
ら
れ
る
主
な
事
項
と
し
て
以
下
の
も
の
が
あ
る
。
招
集
通
知
の
早
期
発
送
、
発
送
前

の
電
子
的
公
表
（
補
充
原
則
一
│
二
②
）、
議
決
権
の
電
子
行
使
を
可
能
と
す
る
た
め
の
環
境
作
り
や
招
集
通
知
の
英
訳
（
補
充
原
則
一
│
二

④
）、
信
託
銀
行
等
の
名
義
で
株
式
を
保
有
す
る
機
関
投
資
家
等
が
株
主
総
会
に
お
け
る
議
決
権
行
使
を
希
望
し
た
場
合
に
対
応
す
る
た

め
の
検
討
（
補
充
原
則
一
│
二
⑤
）、
資
本
政
策
の
基
本
的
な
方
針
に
つ
い
て
の
説
明
（
原
則
一
│
三
）、
外
部
会
計
監
査
人
の
選
定
・
評
価

基
準
の
策
定
等
（
補
充
原
則
三
│
二
①
）、
外
部
会
計
監
査
人
監
査
の
実
効
性
確
保
の
た
め
の
取
組
み
（
補
充
原
則
三
│
二
②
）、
最
高
経
営
責

任
者
等
の
後
継
者
の
計
画
（
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
）
の
適
切
な
監
督
（
補
充
原
則
四
│
一
③
）、
業
績
連
動
型
報
酬
、
自
社
株
報
酬
の
割
合
を
適
切

に
設
定
（
補
充
原
則
四
│
二
①
）、
独
立
社
外
者
の
み
を
構
成
員
と
す
る
会
合
の
開
催
等
（
補
充
原
則
四
│
八
①
）、
筆
頭
独
立
社
外
取
締
役
の

決
定
等
（
補
充
原
則
四
│
八
②
）。

⑴
資
本
政
策
の
基
本
的
な
方
針
と
コ
ー
ド　

取
締
役
会
評
価
の
項
と
も
関
連
す
る
が
、
企
業
に
お
い
て
資
本
コ
ス
ト
を
上
回
る
収
益
を

上
げ
る
べ
き
最
適
資
本
構
成
の
構
築
が
主
題
と
な
る
。
か
か
る
資
本
政
策
の
基
本
的
な
方
針
に
関
し
て
、
日
本
版
コ
ー
ド
原
則
一
│
三
で

は
、
上
場
会
社
は
、
資
本
政
策
の
動
向
が
株
主
の
利
益
に
重
要
な
影
響
を
与
え
得
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
資
本
政
策
の
基
本
的
な
方
針
に
つ

い
て
説
明
を
行
う
べ
き
で
あ
る
。
原
則
五
│
二
で
は
、
経
営
戦
略
や
経
営
計
画
の
策
定
・
公
表
に
当
た
っ
て
は
、
収
益
計
画
や
資
本
政
策

の
基
本
的
な
方
針
を
示
す
と
と
も
に
、
収
益
力
・
資
本
効
率
等
に
関
す
る
目
標
を
提
示
し
、
そ
の
実
現
の
た
め
に
、
経
営
資
源
の
配
分
等

に
関
し
具
体
的
に
何
を
実
行
す
る
の
か
に
つ
い
て
、
株
主
に
わ
か
り
や
す
い
言
葉
・
論
理
で
明
確
に
説
明
を
行
う
べ
き
で
あ
る
。
資
本
政

（
一
四
九
九
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

五
五
八

策
に
お
い
て
、
資
本
構
成
（
自
己
資
本
比
率
等
）、
資
本
効
率
（
自
己
資
本
利
益
率
（
Ｒ
Ｏ
Ｅ
）
等
）、
株
主
還
元
（
配
当
、
自
己
株
式
取
得
等
）

を
勘
案
す
る
こ
と
に
な
る
（
49
）

。

⑵
後
継
者
の
計
画
（
サ
ク
セ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ラ
ン
）
と
コ
ー
ド　

日
本
版
コ
ー
ド
の
補
充
原
則
四
│
一
③
で
は
、
取
締
役
会
は
会
社
の
目

指
す
と
こ
ろ
（
経
営
理
念
等
）
や
具
体
的
な
経
営
戦
略
を
踏
ま
え
、
最
高
経
営
責
任
者
等
の
後
継
者
の
計
画
（
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
）
に
つ
い
て

適
切
に
監
督
を
行
う
べ
き
で
あ
る
。
取
締
役
会
に
お
い
て
、
①
通
常
時
の
社
長
・
Ｃ
Ｅ
Ｏ
等
の
後
継
者
計
画
、
②
緊
急
時
（
死
亡
等
の
事

故
時
）
の
後
継
者
計
画
を
監
督
す
る
。
企
業
の
対
応
と
し
て
、
①
で
は
、
社
長
・
Ｃ
Ｅ
Ｏ
や
人
事
部
・
報
酬
委
員
会
の
協
力
、
複
数
名
の

内
部
候
補
者
の
特
定
と
育
成
、
外
部
の
候
補
者
の
特
定
が
鍵
と
な
る
。
②
で
は
、
緊
急
時
の
後
継
者
計
画
（C

ontingency P
lan

）、
緊
急

時
に
登
板
す
る
者
と
責
任
に
つ
い
て
規
定
す
る
。
評
価
主
体
は
、
取
締
役
会
・
委
員
会
（
外
部
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
を
含
む
）
と
な
る
。
評
価

基
準
は
戦
略
的
ビ
ジ
ョ
ン
、
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
お
よ
び
業
務
執
行
力
等
に
な
る
。

⑶
独
立
社
外
取
締
役
の
独
立
性
判
断
基
準
と
コ
ー
ド
な
ら
び
に
東
証
に
お
け
る
上
場
制
度
の
整
備

日
本
版
コ
ー
ド
の
原
則
四
│
九
で
は
、
取
締
役
会
は
独
立
性
判
断
基
準
を
策
定
・
開
示
す
べ
き
で
あ
る
と
し
、
二
〇
一
五
年
二
月
二
四

日
東
証
に
お
け
る
上
場
制
度
の
整
備
（
独
立
役
員
制
度
）
が
図
ら
れ
（
50
）

、
独
立
性
基
準
（
上
場
管
理
等
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
Ⅲ
五
．
⑶
の
二
）

の
改
正
が
行
わ
れ
（
51
）

、
開
示
加
重
要
件
が
廃
止
さ
れ
た
。

東
証
に
お
け
る
上
場
会
社
の
整
備
で
は
、
①
企
業
行
動
規
範
の
遵
守
す
べ
き
事
項
と
し
て
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド

を
実
施
し
な
い
場
合
の
理
由
説
明
を
規
定
す
る
。
②
コ
ー
ド
を
実
施
し
な
い
場
合
の
理
由
説
明
は
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
報
告

書
に
お
い
て
行
う
。
③
従
前
の
上
場
会
社
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
原
則
尊
重
規
定
を
コ
ー
ド
の
趣
旨
・
精
神
の
尊
重
規
定
に
置
き

換
え
る
。
④
主
要
な
取
引
先
の
元
業
務
執
行
者
な
ど
を
独
立
役
員
に
指
定
す
る
場
合
の
開
示
加
重
を
廃
止
し
て
、
属
性
情
報
開
示
に
統
一

（
一
五
〇
〇
）



コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
と
説
明
責
任
（
藤
川
）

五
五
九

す
る
。
④
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
取
扱
い
を
改
め
、
要
説
明
類
型
（
開
示
加
重
要
件
）
を
廃
止
し
、
要
開
示
（
属
性
情
報
）
に
開
示
方
法
を

統
一
し
、
上
場
会
社
が
独
立
役
員
を
指
定
す
る
場
合
、
当
該
独
立
役
員
と
上
場
会
社
と
の
間
の
特
定
の
関
係
の
有
無
お
よ
び
そ
の
概
要
を

開
示
す
る
。
全
て
の
独
立
役
員
に
つ
い
て
等
し
く
情
報
の
開
示
を
求
め
、
上
場
会
社
が
独
立
性
を
判
断
す
る
際
に
お
け
る
過
度
に
保
守
的

な
運
用
を
是
正
せ
ん
と
す
る
。

こ
の
結
果
、
東
証
に
お
け
る
上
場
会
社
の
整
備
で
は
、
①
上
場
会
社
・
子
会
社
の
業
務
執
行
者
に
つ
い
て
は
現
在
・
最
近
、
過
去

（
一
〇
年
以
内
）
の
者
は
独
立
性
が
な
い
。
過
去
（
一
〇
年
以
前
）
の
者
は
要
開
示
と
な
る
。
②
親
会
社
・
兄
弟
会
社
、
主
要
な
取
引
先
、
多

額
の
金
銭
そ
の
他
の
財
産
を
得
て
い
る
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
等
の
業
務
執
行
者
、
近
親
者
に
つ
い
て
は
現
在
・
最
近
の
者
は
独
立
性
が
な
い
。

過
去
（
一
〇
年
以
内
）、
過
去
（
一
〇
年
以
前
）
の
者
は
要
開
示
と
な
る
。
③
主
要
株
主
の
業
務
執
行
者
に
つ
い
て
は
全
て
要
開
示
と
な
る
。

④
主
要
で
な
い
取
引
先
、
相
互
就
任
先
、
寄
付
先
の
業
務
執
行
者
に
つ
い
て
は
現
在
・
最
近
、
過
去
（
一
〇
年
以
内
）
の
者
は
要
開
示
と

な
る
。
⑤
左
記
に
該
当
し
な
い
者
に
つ
い
て
は
開
示
の
必
要
も
な
い
。
な
お
、
①
の
上
場
会
社
・
子
会
社
の
業
務
執
行
者
に
つ
い
て
は
、

過
去
（
一
〇
年
以
前
）
の
者
は
、
会
社
法
改
正
に
伴
う
上
場
制
度
の
改
正
に
よ
り
、
要
開
示
類
型
と
な
る
（
二
〇
一
五
年
一
月
三
〇
日
公
表

「
平
成
二
六
年
会
社
法
改
正
に
伴
う
上
場
制
度
の
整
備
に
つ
い
て
」
参
照
）。

⑷
取
締
役
会
全
体
の
実
効
性
の
分
析
・
評
価
と
日
本
版
コ
ー
ド　

コ
ー
ド
の
補
充
原
則
四
│
一
一
③
で
は
、
取
締
役
会
は
毎
年
、
各
取

締
役
の
自
己
評
価
な
ど
も
参
考
に
し
つ
つ
、
取
締
役
会
全
体
の
実
効
性
に
つ
い
て
分
析
・
評
価
を
行
い
、
そ
の
結
果
の
概
要
を
開
示
す
べ

き
で
あ
る
。
取
締
役
会
評
価
（B

oard E
valuation

）
に
つ
い
て
評
価
対
象
は
取
締
役
会
全
体
で
あ
り
、
評
価
者
は
取
締
役
会
自
体
と
な
る
。

評
価
の
手
法
は
、
各
取
締
役
の
自
己
評
価
な
ど
も
参
考
に
し
つ
つ
、
質
問
票
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
等
を
用
い
て
行
い
、
外
部
評
価
の
利
用
も

選
択
肢
と
な
る
。
評
価
結
果
の
取
扱
い
は
、
分
析
・
評
価
の
結
果
の
概
要
を
開
示
し
、
分
析
・
評
価
の
結
果
か
ら
課
題
を
抽
出
し
、
課
題

（
一
五
〇
一
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

五
六
〇

解
決
、
具
体
的
ア
ク
シ
ョ
ン
に
繋
げ
る
。
取
締
役
会
評
価
を
通
し
て
、
経
営
陣
と
株
主
と
の
建
設
的
な
対
話
の
進
展
が
図
ら
れ
る
こ
と
に

な
る
。

12
．
会
社
補
償
と
会
社
役
員
賠
償
責
任
保
険
（
Ｄ
＆
Ｏ
保
険
）
に
か
か
る
説
明
責
任

⑴
会
社
補
償　

攻
め
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
実
効
性
確
保
に
関
し
、
適
切
な
リ
ス
ク
テ
イ
ク
に
対
す
る
報
酬
付
与
と
共
に
コ
ー
ド
に
規
定
の

な
い
会
社
補
償
と
会
社
役
員
賠
償
責
任
保
険
（
Ｄ
＆
Ｏ
保
険
）
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
作
り
も
重
要
と
な
る
。
会
社
補
償
は
役
員
が
損
害
賠

償
責
任
を
追
及
さ
れ
た
場
合
に
会
社
が
当
該
賠
償
責
任
額
や
争
訟
費
用
を
補
償
す
る
も
の
で
一
定
要
件
を
満
た
せ
ば
現
行
法
下
で
も
認
め

ら
れ
る
と
さ
れ
、
適
法
性
、
合
理
性
を
担
保
す
る
視
点
か
ら
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
機
能
と
決
定
手
続
に
お
い
て
構
造
的
に
利
益
相
反
類
似
の

関
係
に
あ
る
こ
と
が
考
慮
さ
れ
る
。
適
切
な
補
償
条
件
設
定
に
よ
り
リ
ス
ク
が
適
切
に
軽
減
さ
れ
職
務
執
行
が
可
能
と
な
り
、
職
務
執
行

の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
に
影
響
す
る
（
52
）

。
社
外
取
締
役
の
役
割
・
機
能
と
し
て
、
①
指
名
・
報
酬
決
定
を
通
じ
た
業
務
執
行
の
適
切
な
評
価
、

イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
付
け
に
よ
る
監
督
、
②
利
益
相
反
の
監
督
、
③
助
言
や
議
決
権
行
使
に
よ
る
業
務
執
行
の
意
思
決
定
の
関
与
が
挙
げ
ら

れ
、
会
社
補
償
に
つ
い
て
は
監
督
①
を
行
い
、
適
法
性
や
合
理
性
が
確
保
で
き
る
。
株
主
の
関
係
で
は
、
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
機
能
の
分
か

り
や
す
い
開
示
に
向
け
た
取
組
み
が
重
要
と
な
る
。

⑵
会
社
役
員
賠
償
責
任
保
険
（
Ｄ
＆
Ｏ
保
険
）
の
保
険
料
負
担　

会
社
役
員
賠
償
責
任
保
険
（
Ｄ
＆
Ｏ
保
険
）
の
保
険
料
の
う
ち
、
株
主

代
表
訴
訟
担
保
特
約
（
代
表
訴
訟
敗
訴
の
場
合
に
お
け
る
損
害
賠
償
金
と
争
訟
費
用
を
担
保
す
る
特
約
）
部
分
の
保
険
料
（
本
保
険
料
）
は
実
務
上

は
役
員
個
人
が
負
担
す
る
が
、
会
社
が
負
担
す
る
こ
と
に
は
解
釈
上
の
争
い
が
あ
る
。
攻
め
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
と
し
て
、

会
社
が
本
保
険
料
を
負
担
す
る
こ
と
の
可
否
が
問
題
と
な
る
。
役
員
が
会
社
に
対
し
て
損
害
賠
償
責
任
を
負
う
こ
と
に
は
、
①
会
社
損
害

の
填
補
機
能
、
②
違
法
行
為
抑
止
機
能
が
あ
る
が
、
会
社
が
本
保
険
料
を
負
担
す
る
こ
と
に
よ
り
、
か
か
る
機
能
が
害
さ
れ
な
い
こ
と
が

（
一
五
〇
二
）



コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
と
説
明
責
任
（
藤
川
）

五
六
一

重
要
と
な
る
。
①
損
害
填
補
機
能
の
観
点
か
ら
は
、
Ｄ
＆
Ｏ
保
険
に
よ
り
会
社
の
損
害
が
回
復
さ
れ
る
。
②
違
法
抑
止
機
能
の
観
点
か
ら

も
、
標
準
的
Ｄ
＆
Ｏ
保
険
は
犯
罪
行
為
や
法
令
違
反
を
認
識
し
つ
つ
行
っ
た
悪
質
な
行
為
等
は
免
責
と
し
、
職
務
執
行
か
ら
不
可
避
的
に

生
じ
る
リ
ス
ク
の
み
を
カ
バ
ー
す
る
た
め
、
不
適
切
な
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
が
設
定
さ
れ
る
こ
と
も
な
い
。
従
っ
て
、
会
社
が
本
保
険
料
を

負
担
す
る
こ
と
に
問
題
が
な
い
こ
と
を
会
社
役
員
が
株
主
等
に
説
明
す
る
責
任
が
あ
ろ
う
。
現
行
法
下
で
会
社
が
適
法
に
本
保
険
料
を
負

担
す
る
こ
と
が
で
き
る
具
体
的
手
続
き
と
し
て
、
利
益
相
反
の
観
点
か
ら
取
締
役
会
承
認
が
必
要
と
な
り
、
更
に
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
機
能
、

決
定
手
続
に
お
け
る
利
益
相
反
も
踏
ま
え
社
外
取
締
役
が
過
半
数
の
構
成
員
で
あ
る
任
意
の
委
員
会
の
同
意
を
得
る
こ
と
、
ま
た
は
社
外

取
締
役
全
員
の
同
意
を
得
る
こ
と
に
よ
り
社
外
取
締
役
が
監
督
（
①
、
②
）
を
行
い
、
適
法
性
や
合
理
性
を
確
保
す
る
こ
と
が
掲
げ
ら
れ
る
。

第
四
章
．
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
と
株
主
総
会

　
　
　

│
上
場
会
社
の
説
明
義
務
、
プ
ロ
セ
ス
の
重
要
性
│

Ⅰ 

．
株
主
総
会
に
お
け
る
権
利
行
使
に
係
る
適
切
な
環
境
整
備
と
上
場
会
社
の
説
明
義
務
│
コ
ー
ド
と
の
整
合
性
、
ソ
フ
ト
ロ
ー
を
通

じ
た
情
報
開
示
の
一
元
化
│

1
．
コ
ー
ド
に
お
け
る
情
報
提
供

コ
ー
ド
は
上
場
会
社
に
対
し
、
株
主
総
会
に
お
け
る
株
主
に
よ
る
権
利
行
使
の
た
め
、
適
切
な
環
境
整
備
を
行
う
こ
と
を
要
求
す
る
。

「
上
場
会
社
の
株
主
に
と
っ
て
、
株
主
総
会
は
議
決
権
行
使
等
を
通
じ
て
上
場
会
社
に
対
し
て
直
接
意
見
を
発
信
す
る
こ
と
の
で
き
る
数

少
な
い
機
会
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
た
も
の
」
と
説
明
さ
れ
る
（
53
）

。

株
主
総
会
に
お
け
る
権
利
行
使
に
つ
い
て
、
上
場
会
社
は
株
主
総
会
が
株
主
と
の
建
設
的
な
対
話
の
場
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
、
株
主

（
一
五
〇
三
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

五
六
二

の
視
点
に
立
ち
、
株
主
総
会
に
お
け
る
権
利
行
使
に
係
る
適
切
な
環
境
整
備
を
行
う
べ
き
で
あ
る
（
原
則
一
│
二
）。
補
充
原
則
に
お
い
て

情
報
提
供
（
補
充
原
則
一
│
二
①
）、
招
集
通
知
の
早
期
発
送
や
ウ
ェ
ブ
公
表
（
同
②
）、
開
催
時
期
（
同
③
）、
議
決
権
の
電
子
行
使
や
招
集

通
知
の
英
訳
（
同
④
）、
信
託
銀
行
等
の
名
義
の
株
式
の
取
扱
い
（
同
⑤
）
を
規
定
す
る
。

情
報
提
供
に
関
し
て
は
上
場
会
社
に
対
し
、
株
主
総
会
に
お
い
て
判
断
材
料
と
な
る
情
報
を
必
要
に
応
じ
て
株
主
に
提
供
す
る
こ
と
が

求
め
ら
れ
る
（
補
充
原
則
一
│
二
①
）。
株
主
に
と
り
、
総
会
の
議
決
権
行
使
に
当
た
り
判
断
材
料
と
す
べ
き
情
報
が
適
時
、
適
切
に
提
供

さ
れ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
コ
ー
ド
を
会
社
法
、
金
融
商
品
取
引
法
、
東
証
規
則
と
比
較
す
る
と
適
切
な
情
報
提
供
の
確
保
を
目
的
と

す
る
点
で
は
共
通
す
る
が
、
コ
ー
ド
は
「
必
要
に
応
じ
適
確
に
」
と
あ
り
、
上
場
会
社
に
画
一
的
な
情
報
提
供
で
な
く
、
株
主
の
判
断
材

料
と
し
て
重
要
・
有
益
な
情
報
を
必
要
に
応
じ
て
提
供
す
る
こ
と
を
求
め
る
。

2
．
コ
ー
ド
と
会
社
法
と
の
関
係

会
社
法
は
書
面
投
票
制
度
等
を
採
用
し
た
会
社
に
対
し
て
、
直
接
株
主
総
会
に
出
席
で
き
な
い
株
主
が
議
事
を
通
じ
議
案
の
賛
否
の
判

断
材
料
を
得
ら
れ
な
い
点
を
補
う
べ
く
株
主
総
会
参
考
書
類
の
提
供
を
義
務
付
け
る
。
参
考
書
類
の
記
載
不
備
は
株
主
総
会
決
議
の
取
消

事
由
（
会
社
法
八
三
一
条
）
と
も
な
り
か
ね
ず
、
厳
格
な
法
定
書
面
と
し
て
記
載
す
べ
き
情
報
は
会
社
法
施
行
規
則
に
よ
り
規
定
さ
れ
る
（
54
）

。

柔
軟
性
よ
り
も
画
一
性
・
明
確
性
が
重
視
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
結
果
、
コ
ー
ド
実
施
の
上
で
コ
ー
ド
が
求
め
る
「
必
要
に
応
じ
適
確
」
な

情
報
提
供
と
会
社
法
上
の
参
考
書
類
に
お
け
る
画
一
的
な
情
報
提
供
の
整
合
性
の
問
題
が
生
じ
得
る
。
株
主
の
立
場
か
ら
は
全
情
報
の
一

体
的
提
供
が
望
ま
し
い
が
、
上
場
会
社
と
し
て
法
定
記
載
事
項
以
外
の
事
項
を
法
定
書
面
の
参
考
書
類
に
記
載
す
る
法
的
リ
ス
ク
は
無
視

で
き
な
い
と
考
え
れ
ば
、
コ
ー
ド
が
求
め
る
柔
軟
な
情
報
提
供
に
つ
い
て
適
時
開
示
や
ウ
ェ
ブ
公
表
な
ど
別
手
段
を
講
じ
る
必
要
が
生
じ

て
く
る
。

（
一
五
〇
四
）



コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
と
説
明
責
任
（
藤
川
）

五
六
三

コ
ー
ド
に
よ
る
情
報
開
示
に
関
す
る
ソ
フ
ト
ロ
ー
を
通
じ
た
新
た
な
一
元
化
の
自
然
発
生
的
な
動
き
と
い
え
よ
う
か
。
こ
の
意
味
で
は
、

会
社
法
は
必
ず
し
も
参
考
書
類
記
載
事
項
が
説
明
義
務
の
範
囲
の
基
準
と
な
る
必
要
は
な
い
と
考
え
、
提
案
理
由
が
必
ず
し
も
全
議
案
に

つ
い
て
議
決
権
行
使
に
必
要
な
情
報
と
は
限
ら
な
い
と
理
解
し
、
参
考
書
類
の
記
載
を
免
除
し
つ
つ
、
議
決
権
行
使
に
必
要
で
あ
れ
ば
参

考
書
類
に
任
意
に
記
載
（
会
規
七
三
条
二
項
）、
ま
た
は
株
主
総
会
で
説
明
を
す
る
こ
と
で
株
主
に
必
要
な
情
報
を
提
供
し
、
議
決
権
行
使

が
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
、
と
い
う
考
え
方
に
根
底
か
ら
大
き
な
変
革
が
生
じ
る
可
能
性
が
あ
る
（
私
見
）。

3
．
コ
ー
ド
と
金
融
商
品
取
引
法
の
関
係

金
融
商
品
取
引
法
（
委
任
状
勧
誘
規
制
）
の
関
係
に
つ
い
て
、
金
融
商
品
取
引
法
で
は
上
場
会
社
に
お
け
る
議
決
権
の
代
理
行
使
の
勧
誘

に
規
制
が
設
け
ら
れ
（
委
任
状
勧
誘
規
制
）、
株
主
の
議
決
権
行
使
の
た
め
の
情
報
を
与
え
、
株
主
総
会
決
議
を
公
正
な
も
の
と
す
る
規
制

と
説
明
さ
れ
る
（
55
）

。
流
通
市
場
に
お
け
る
投
資
者
に
有
価
証
券
の
投
資
判
断
に
有
益
な
情
報
の
提
供
す
る
機
能
も
有
し
て
い
る
（
56
）

。

委
任
状
勧
誘
規
制
に
お
い
て
、
委
任
状
勧
誘
を
行
う
者
に
対
し
代
理
権
授
与
に
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
参
考
書
類
を
作
成

し
、
勧
誘
に
際
し
て
相
手
方
に
交
付
し
（
金
融
商
品
取
引
法
施
行
令
三
六
条
の
二
）、
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
同
三
六

条
の
三
）。
委
任
状
勧
誘
規
制
違
反
は
罰
則
規
定
が
あ
り
（
金
融
商
品
取
引
法
二
〇
五
条
の
二
の
三
第
二
号
）、
株
主
総
会
決
議
の
取
消
事
由
に

該
当
す
る
と
の
見
解
も
あ
る
（
57
）

。
委
任
状
勧
誘
規
制
上
の
参
考
書
類
に
つ
い
て
も
記
載
す
べ
き
情
報
に
つ
い
て
、「
上
場
株
式
の
議
決
権
の

代
理
行
使
の
勧
誘
に
関
す
る
内
閣
府
令
」（
委
任
状
勧
誘
府
令
）
に
よ
り
明
確
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
会
社
法
上
の
株
主
総
会
参
考
書
類
と

同
様
の
問
題
が
金
融
商
品
取
引
法
上
の
委
任
状
勧
誘
規
制
に
つ
い
て
も
コ
ー
ド
と
の
整
合
性
の
問
題
と
し
て
生
じ
る
可
能
性
が
あ
る
（
58
）

。

4
．
コ
ー
ド
と
東
証
規
則
の
関
係
│
事
実
上
の
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
│

東
証
の
有
価
証
券
上
場
規
程
は
、
上
場
会
社
に
対
し
て
会
社
法
上
の
書
面
投
票
制
度
ま
た
は
金
融
商
品
取
引
法
上
の
規
制
を
遵
守
し
た

（
一
五
〇
五
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

五
六
四

委
任
状
勧
誘
の
い
ず
れ
か
を
採
用
す
る
こ
と
を
企
業
行
動
規
範
上
の
東
証
に
よ
る
制
裁
措
置
等
を
伴
う
「
遵
守
す
べ
き
事
項
」
と
し
て
定

め
、
企
業
行
動
規
範
上
の
東
証
に
よ
る
制
裁
措
置
等
を
伴
わ
な
い
「
望
ま
れ
る
事
項
」
と
し
て
「
議
決
権
行
使
を
容
易
に
す
る
た
め
の
環

境
整
備
」
が
定
め
ら
れ
る
。「
環
境
整
備
」
の
具
体
的
内
容
と
し
て
総
会
の
分
散
開
催
、
招
集
通
知
等
の
早
期
発
送
、
招
集
通
知
等
の
英

訳
な
ど
が
あ
り
、
明
示
的
に
は
総
会
に
お
い
て
必
要
に
応
じ
適
確
な
情
報
提
供
を
す
る
こ
と
は
規
定
さ
れ
な
い
。

5
．
取
締
役
候
補
な
ど
の
選
任
・
指
名
に
つ
い
て
の
情
報
提
供

株
主
総
会
に
伴
う
情
報
提
供
と
明
記
さ
れ
な
い
も
の
の
関
連
す
る
上
場
会
社
の
説
明
義
務
と
し
て
、「
取
締
役
候
補
な
ど
の
選
任
・
指

名
に
つ
い
て
の
説
明
」
が
あ
る
。

⑴
株
主
総
会
参
考
書
類
な
ど
で
求
め
ら
れ
る
情
報
│
独
立
役
員
と
経
営
陣
・
業
務
執
行
者
の
相
違
│

改
正
会
社
法
施
行
規
則
は
、
株
主
総
会
参
考
書
類
に
お
い
て
社
外
取
締
役
の
候
補
者
に
つ
い
て
「
理
由
」
の
説
明
を
求
め
る
。
東
証

「
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
関
す
る
報
告
書
」
も
「
当
該
社
外
取
締
役
を
選
任
し
て
い
る
理
由
」、「
独
立
役
員
に
指
定
し
た
理
由
」

の
説
明
を
求
め
る
（
59
）

。
独
立
役
員
と
異
な
り
、
経
営
陣
・
業
務
執
行
者
に
つ
い
て
は
「
略
歴
」、
再
任
者
に
つ
い
て
「
地
位
及
び
担
当
」
の
開

示
を
求
め
る
が
、「
選
任
・
指
名
に
つ
い
て
の
説
明
」
は
求
め
て
い
な
い
。
委
任
状
勧
誘
府
令
（
二
〇
一
五
年
四
月
改
正
（
施
行
二
〇
一
五
年

五
月
一
日
））
も
参
考
書
類
に
お
い
て
基
本
的
に
会
社
法
施
行
規
則
に
準
じ
た
内
容
の
情
報
の
提
供
を
求
め
る
。
東
証
有
価
証
券
上
場
規
程

が
コ
ー
ド
以
外
で
、
上
場
会
社
に
対
し
「
株
主
総
会
に
お
け
る
議
決
権
行
使
に
資
す
る
方
法
に
よ
り
株
主
に
提
供
す
る
よ
う
努
め
る
」
こ

と
を
求
め
る
情
報
も
「
独
立
役
員
に
関
す
る
情
報
」、「
独
立
性
に
関
す
る
情
報
」
な
ど
独
立
役
員
で
あ
る
一
般
株
主
と
利
益
相
反
の
怖
れ

の
な
い
社
外
取
締
役
・
社
外
監
査
役
に
関
連
す
る
情
報
で
あ
る
。
こ
の
他
適
時
開
示
事
項
と
し
て
「
代
表
取
締
役
又
は
代
表
執
行
役
の
異

動
」
が
規
定
さ
れ
（
東
証
有
価
証
券
上
場
規
程
四
〇
二
条
一
号aa

）、
適
時
開
示
資
料
で
は
「
異
動
の
理
由
」、
新
任
代
表
取
締
役
等
の
「
略

（
一
五
〇
六
）



コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
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ス
・
コ
ー
ド
と
説
明
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任
（
藤
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五
六
五

歴
」
な
ど
の
記
載
が
要
請
さ
れ
る
が
（
60
）

、「
異
動
の
理
由
」
と
し
て
は
「
経
営
体
制
の
刷
新
・
強
化
」
な
ど
一
般
的
・
包
括
的
記
載
が
多
い
（
61
）

。

Ⅱ
．
コ
ー
ド
で
求
め
ら
れ
る
情
報
│
説
明
義
務
を
果
た
す
プ
ロ
セ
ス
の
重
要
性
│

他
方
、
コ
ー
ド
で
は
経
営
陣
、
業
務
執
行
者
を
含
む
取
締
役
候
補
者
の
選
任
・
指
名
に
際
し
て
「
略
歴
」、「
地
位
及
び
担
当
」
に
留
ま

ら
ず
、「
個
々
の
選
任
・
指
名
に
つ
い
て
の
説
明
」
を
求
め
る
。
選
任
・
指
名
さ
れ
た
者
が
上
場
会
社
の
置
か
れ
た
状
況
に
照
ら
し
て
適

任
者
か
を
一
般
株
主
が
自
ら
判
断
し
て
適
切
に
議
決
権
を
行
使
し
、
必
要
に
応
じ
て
代
替
案
を
示
す
こ
と
は
不
可
能
に
近
い
（
62
）

。
経
営
陣
、

業
務
執
行
取
締
役
の
選
任
・
指
名
に
つ
い
て
一
般
株
主
は
取
締
役
会
の
判
断
に
依
拠
せ
ざ
る
を
得
ず
、
上
場
会
社
が
取
締
役
会
の
判
断
に

つ
い
て
説
明
責
任
を
果
た
す
プ
ロ
セ
ス
が
重
要
性
を
増
す
こ
と
に
な
る
。
コ
ー
ド
が
、「
個
々
の
選
任
・
指
名
に
つ
い
て
の
説
明
」
を
求

め
る
こ
と
に
合
理
性
が
あ
る
。
東
証
は
コ
ー
ド
を
実
施
（
コ
ン
プ
ラ
イ
）
す
る
た
め
の
開
示
に
つ
き
、
原
則
と
し
て
「
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・

ガ
バ
ナ
ン
ス
に
関
す
る
報
告
書
」（
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
報
告
書
）
に
お
け
る
開
示
を
求
め
る
（
改
正
後
有
価
証
券
上
場
規
程
施
行
規
則

四
一
五
条
一
項
二
号
、「
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
関
す
る
報
告
書
記
載
要
領
（
二
〇
一
五
年
六
月
改
訂
版
）」
Ⅰ
・
一
⑵
コ
ー
ド
の
各
原
則
に
基

づ
く
開
示
な
ど
）。
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
報
告
書
の
提
出
時
期
は
コ
ー
ド
策
定
後
の
新
制
度
で
も
定
時
株
主
総
会
後
、
遅
滞
な
く

提
出
す
る
と
す
る
運
用
が
続
け
ら
れ
る
。

経
営
陣
や
業
務
執
行
取
締
役
の
選
任
・
指
名
に
係
る
説
明
は
定
時
株
主
総
会
の
終
了
後
に
開
示
さ
れ
、
説
明
を
総
会
の
議
決
権
行
使
に

は
活
用
で
き
な
い
点
に
つ
い
て
（
63
）

、
①
コ
ー
ド
の
各
原
則
を
実
施
し
な
い
場
合
の
理
由
の
説
明
、
コ
ー
ド
の
各
原
則
に
基
づ
く
開
示
項
目
に

つ
い
て
は
各
社
の
状
況
等
に
照
ら
し
て
上
場
会
社
が
自
ら
判
断
す
べ
き
と
考
え
ら
れ
る
。
②
ガ
バ
ナ
ン
ス
報
告
書
に
つ
い
て
、
コ
ー
ド
の

各
原
則
を
実
施
し
な
い
場
合
の
理
由
の
説
明
、
各
原
則
に
基
づ
く
開
示
項
目
の
み
な
ら
ず
、
コ
ー
ド
と
直
接
関
係
し
な
い
が
従
前
か
ら
継

続
し
て
当
該
報
告
書
の
記
載
を
求
め
て
い
る
事
項
も
含
め
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
を
巡
る
幅
広
い
事
項
に
係
る
記
載
も
求
め
ら

（
一
五
〇
七
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

五
六
六

れ
る
。
ガ
バ
ナ
ン
ス
を
巡
る
事
項
に
は
定
時
総
会
を
経
て
確
定
・
変
更
さ
れ
る
も
の
も
少
な
く
な
い
こ
と
に
鑑
み
、
引
き
続
き
ガ
バ
ナ
ン

ス
報
告
書
に
つ
い
て
は
定
時
総
会
終
了
後
遅
滞
な
く
提
出
す
る
こ
と
が
適
当
と
考
え
ら
れ
、
翌
年
の
定
時
総
会
に
向
け
た
株
主
と
の
通
年

の
対
話
も
促
進
さ
れ
る
こ
と
に
繋
が
る
（
東
証
の
見
解
）。

コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
報
告
書
は
コ
ー
ド
に
関
す
る
事
項
を
一
覧
性
の
あ
る
形
で
開
示
す
る
も
の
で
、
翌
年
の
定
時
総
会
に
向

け
た
株
主
と
の
通
年
の
対
話
の
促
進
が
期
待
さ
れ
る
。
他
方
コ
ー
ド
の
補
充
原
則
一
│
二
①
（
株
主
総
会
で
の
適
切
な
判
断
に
資
す
る
情
報
の

提
供
）
を
実
施
（
コ
ン
プ
ラ
イ
）
す
る
た
め
の
媒
体
と
し
て
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
報
告
書
と
は
別
に
、
各
社
の
お
か
れ
た
状
況

等
に
照
ら
し
て
、
上
場
会
社
が
自
ら
判
断
す
べ
き
と
考
え
て
い
る
と
思
料
さ
れ
る
。「
取
締
役
候
補
な
ど
の
選
任
・
指
名
に
つ
い
て
の
説

明
」
も
定
時
総
会
後
の
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
報
告
書
に
よ
る
開
示
に
加
え
、
コ
ー
ド
補
充
原
則
一
│
二
①
（
株
主
総
会
で
の
適
切

な
判
断
に
資
す
る
情
報
の
提
供
）
の
実
施
（
コ
ン
プ
ラ
イ
）
の
観
点
か
ら
、
必
要
に
応
じ
適
確
な
情
報
提
供
が
求
め
ら
れ
る
。
定
時
総
会
前
に

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
、
招
集
通
知
等
、
株
主
と
の
対
話
（
64
）

な
ど
を
通
じ
た
情
報
提
供
を
各
社
の
状
況
等
に
照
ら
し
て
上
場
会
社
が
自
ら
判
断
す
る

こ
と
が
望
ま
れ
る
。

Ⅲ
．
開
示
内
容
の
整
理
│
共
通
・
合
理
化
│

開
示
関
係
で
は
、
日
本
版
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
お
よ
び
東
証
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
に
お
け
る
建
設
的

な
対
話
・
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
実
現
に
向
け
て
、
複
数
の
開
示
制
度
が
重
な
る
こ
と
に
よ
り
情
報
開
示
の
不
効
率
性
等
が
課
題
と
な
る
。

取
引
所
規
則
（
決
算
短
信
お
よ
び
四
半
期
決
算
短
信
）、
会
社
法
開
示
（
計
算
書
類
・
事
業
報
告
）、
金
融
商
品
取
引
法
開
示
（
有
価
証
券
報
告
書
）

の
記
載
事
項
の
他
、
非
財
務
情
報
の
開
示
、
選
択
的
開
示
の
禁
止
ル
ー
ル
導
入
な
ど
を
含
め
た
開
示
内
容
の
整
理
、
共
通
・
合
理
化
、
監

査
の
要
否
、
虚
偽
記
載
の
罰
則
の
有
無
等
が
問
わ
れ
よ
う
（
65
）

。

（
一
五
〇
八
）



コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
と
説
明
責
任
（
藤
川
）

五
六
七

第
五
章 

．
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
と
株
主
総
会
の
ベ
ス
ト
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
な
ら
び
に
説
明
義

務
の
限
定
、
対
話
・
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
の
関
係
、
シ
ョ
ー
ト
タ
ー
ミ
ズ
ム
と
の
調
整

Ⅰ
．
株
主
総
会
の
ベ
ス
ト
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
と
企
業
価
値
向
上

1
．
説
明
義
務
の
範
囲
の
制
限
、
コ
ー
ド
の
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト

コ
ー
ド
導
入
、
改
正
会
社
法
等
を
受
け
、
実
質
的
に
説
明
義
務
の
範
囲
が
大
き
く
拡
大
す
る
感
も
あ
る
中
で
、
法
令
上
か
ら
一
定
の
限

定
を
試
み
る
議
論
（
66
）

が
出
さ
れ
て
い
る
。
総
会
に
お
け
る
報
告
事
項
の
範
囲
は
広
範
囲
で
説
明
義
務
の
対
象
範
囲
も
同
様
に
広
い
と
考
え
ら

れ
、
答
弁
す
る
取
締
役
の
負
担
は
増
大
す
る
。
し
か
し
報
告
事
項
が
広
範
囲
に
及
ぶ
こ
と
と
説
明
義
務
と
し
て
履
行
す
べ
き
範
囲
の
問
題

は
別
異
の
問
題
と
の
指
摘
が
さ
れ
る
。

従
前
の
議
長
主
導
の
株
主
総
会
運
営
は
特
殊
株
主
対
策
の
た
め
の
効
率
性
重
視
の
例
外
的
な
手
法
で
あ
り
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ

ン
ス
・
コ
ー
ド
を
コ
ン
プ
ラ
イ
し
た
上
場
企
業
と
し
て
は
ベ
ス
ト
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
の
運
営
手
法
と
従
前
の
手
法
を
単
純
に
比
較
す
る
の
で

は
な
く
、
株
主
権
の
実
質
的
行
使
に
資
す
る
視
点
か
ら
進
め
て
い
く
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
は
プ

リ
ン
シ
プ
ル
ベ
ー
ス
・
ア
プ
ロ
ー
チ
な
が
ら
上
場
規
則
と
し
て
取
り
込
ま
れ
た
こ
と
か
ら
、
虚
偽
の
説
明
は
処
罰
対
象
と
な
り
、
上
場
規

程
四
三
六
条
の
三
（
コ
ン
プ
ラ
イ
・
オ
ア
・
エ
ク
ス
プ
レ
イ
ン
）、
四
四
五
条
の
三
（
コ
ー
ド
の
尊
重
義
務
）、
五
〇
二
条
（
改
善
報
告
書
）、

五
〇
八
条
（
公
表
措
置
）、
五
〇
九
条
（
上
場
契
約
違
反
）
な
ど
、
細
則
主
義
（
ル
ー
ル
ベ
ー
ス
）
で
は
な
く
と
も
実
質
的
な
エ
ン
フ
ォ
ー
ス

メ
ン
ト
を
伴
う
内
実
と
な
っ
て
い
る
（
67
）

。
ソ
フ
ト
ロ
ー
の
ハ
ー
ド
ロ
ー
へ
の
接
近
と
い
え
よ
う
か
（
私
見
）。
ま
た
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ

ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
の
趣
旨
を
コ
ン
プ
ラ
イ
す
る
た
め
に
は
、
①
実
質
的
な
株
主
権
行
使
の
機
会
を
提
供
す
る
こ
と
、
②
適
切
な
情
報
を
提

（
一
五
〇
九
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

五
六
八

供
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
、
②
で
は
非
財
務
情
報
の
提
供
方
法
、
そ
の
た
め
の
環
境
整
備
が
必
要
と
な
る
。
実
質
株
主
の
議
決
権
行
使
、

Ｅ
Ｓ
Ｇ
投
資
な
ら
び
に
統
合
報
告
書
な
ど
の
論
点
に
繋
が
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

2
．
議
長
の
議
事
整
理
権
、
取
締
役
の
説
明
義
務
の
範
囲
と
裁
判
例

説
明
義
務
と
回
答
拒
否
事
由
に
つ
い
て
、
取
締
役
は
株
主
総
会
に
お
い
て
株
主
が
質
問
し
た
事
項
に
つ
い
て
は
説
明
す
べ
き
義
務
が
あ

る
が
、
会
社
法
で
は
一
定
の
場
合
に
は
回
答
を
拒
否
し
て
よ
い
と
す
る
（
同
法
三
一
四
条
）。
回
答
拒
否
事
由
の
論
点
な
ど
解
釈
上
の
疑
義

が
あ
る
場
合
、
昭
和
五
七
年
商
法
改
正
以
降
の
初
の
裁
判
例
と
し
て
取
締
役
等
の
説
明
義
務
は
、
合
理
的
な
平
均
的
株
主
が
目
的
事
項
を

理
解
し
、
議
決
権
行
使
に
当
り
合
理
的
な
判
断
を
す
る
の
に
必
要
な
範
囲
に
お
い
て
認
め
ら
れ
る
と
判
示
さ
れ
た
（
福
岡
地
判
平
成

三
・
五
・
一
四
判
時
一
三
九
二
号
一
二
六
頁
）。
も
っ
と
も
上
記
判
例
に
よ
り
総
会
実
務
が
軽
減
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
株
主
総
会
の
目
的

事
項
に
は
決
議
事
項
の
他
に
報
告
事
項
が
含
ま
れ
、
事
業
報
告
書
の
他
に
会
計
監
査
人
と
監
査
役
全
員
が
無
限
定
の
適
正
意
見
を
付
し
た

貸
借
対
照
表
と
損
益
計
算
書
と
が
報
告
事
項
と
な
る
。
貸
借
対
照
表
と
損
益
計
算
書
は
株
主
総
会
の
承
認
（
決
議
）
事
項
で
あ
る
が
、
上

場
会
社
に
会
計
監
査
人
と
監
査
役
会
が
設
置
さ
れ
、
無
限
定
適
正
意
見
を
表
明
し
た
場
合
に
は
報
告
事
項
に
転
換
す
る
。
三
つ
の
報
告
事

項
は
当
該
企
業
の
一
年
間
に
及
ぶ
活
動
を
対
象
と
し
、
目
的
事
項
に
関
す
る
説
明
義
務
の
範
囲
も
広
範
に
及
ぶ
と
す
る
立
法
担
当
者
見
解

も
あ
り
、
当
該
企
業
に
お
い
て
は
広
範
な
内
容
の
報
告
事
項
も
目
的
事
項
の
一
つ
と
し
て
合
理
性
の
あ
る
説
明
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

詳
細
な
想
定
問
答
作
成
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
き
た
。

3
．
説
明
義
務
の
範
囲
の
限
定
と
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
、
株
主
総
会
活
性
化

従
前
は
議
事
進
行
の
効
率
性
を
優
先
さ
せ
る
目
的
の
下
、
一
括
上
程
審
議
方
式
な
ど
議
長
の
議
事
整
理
権
の
活
用
等
の
方
法
論
が
論
じ

ら
れ
て
き
た
。
今
後
は
、
コ
ー
ド
に
よ
る
株
主
と
の
対
話
の
充
実
を
指
向
す
る
株
主
総
会
の
運
営
方
法
は
議
長
整
理
権
を
追
及
す
る
視
点

（
一
五
一
〇
）



コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
と
説
明
責
任
（
藤
川
）

五
六
九

と
は
別
異
の
方
向
性
と
な
ろ
う
。
会
計
監
査
人
設
置
会
社
に
お
け
る
承
認
特
則
（
会
社
法
四
三
九
条
）
と
し
て
、
①
計
算
書
類
が
法
令
定
款

に
従
い
財
産
・
損
益
の
状
況
を
正
し
く
表
示
し
て
い
る
こ
と
、
②
計
算
書
類
規
則
一
三
五
条
に
該
当
し
て
い
る
こ
と
、
即
ち
会
計
監
査
人

の
無
限
定
適
正
意
見
が
あ
る
こ
と
、
お
よ
び
監
査
役
会
の
監
査
報
告
書
に
お
い
て
会
計
監
査
人
の
監
査
報
告
書
は
相
当
で
あ
る
こ
と
が
掲

げ
ら
れ
る
。
こ
れ
に
よ
り
報
告
事
項
の
内
容
の
適
正
な
ら
び
に
確
定
、
決
議
事
項
の
内
容
の
適
法
性
が
担
保
さ
れ
、
説
明
義
務
の
範
囲
と

程
度
は
法
定
開
示
事
項
を
補
足
す
る
も
の
と
な
る
。
説
明
義
務
の
範
囲
は
法
定
開
示
書
類
と
議
案
が
画
す
る
こ
と
と
な
り
、
具
体
的
に
は

招
集
通
知
書
の
提
供
ま
た
は
添
付
書
類
に
係
る
事
業
報
告
書
、
損
益
計
算
書
な
ら
び
に
貸
借
対
照
表
と
な
る
。
説
明
義
務
の
程
度
は
報
告

事
項
で
あ
れ
ば
付
属
明
細
書
、
議
案
で
あ
れ
ば
参
考
書
類
を
各
補
足
す
る
も
の
と
な
る
。
報
告
事
項
の
内
容
は
広
範
囲
に
及
ぶ
が
、
無
限

定
適
正
意
見
が
会
計
監
査
人
な
ら
び
に
監
査
役
等
に
よ
り
示
さ
れ
る
場
合
、
附
属
明
細
書
に
準
じ
た
程
度
の
説
明
を
行
う
こ
と
が
最
小
限

の
説
明
義
務
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
報
告
事
項
に
関
す
る
質
疑
の
説
明
義
務
が
附
属
明
細
書
程
度
の
説
明
で
足
り
る
と
す
れ
ば
報
告

事
項
は
決
議
事
項
の
前
提
と
し
て
質
疑
す
べ
き
必
然
性
は
な
く
、
コ
ー
ド
導
入
後
の
株
主
総
会
の
運
営
方
式
の
選
択
と
し
て
決
議
事
項
先

議
が
妥
当
性
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
（
68
）

。

Ⅱ
．
株
主
総
会
と
取
締
役
会
、
経
営
陣
の
役
割
分
担
の
明
確
化
と
攻
め
の
ガ
バ
ナ
ン
ス

　

│
米
国
判
例
に
み
る
買
収
防
衛
策
に
よ
る
中
長
期
的
利
益
と
シ
ョ
ー
ト
タ
ー
ミ
ズ
ム
の
調
整
│

株
主
総
会
の
ベ
ス
ト
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
に
関
連
し
て
、
ダ
ブ
ル
コ
ー
ド
導
入
後
の
攻
め
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
関
わ
る
株
主
・
株
主
総
会
、
取

締
役
会
と
経
営
陣
の
役
割
分
担
に
つ
い
て
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
（
69
）

。

1
．
株
主
総
会
とthe Board

の
役
割
分
担

役
員
報
酬
、
ま
た
業
務
執
行
事
項
を
定
款
変
更
を
経
由
し
て
総
会
で
決
議
で
き
る
総
会
決
議
事
項
の
広
さ
、
株
主
提
案
権
制
度
な
ど
役

（
一
五
一
一
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

五
七
〇

員
に
お
け
る
本
来
的
な
利
益
相
反
事
項
に
関
し
て
、
株
主
総
会
な
ら
び
に
社
外
役
員
を
含
むthe B

oard

（
取
締
役
会
）
の
機
能
に
か
か
る

役
割
分
担
の
必
要
性
が
挙
げ
ら
れ
る
。
米
国
で
は
独
立
社
外
取
締
役
主
体
の
訴
訟
委
員
会
設
置
に
よ
り
、
株
主
代
表
訴
訟
に
対
す
る
防
弾

チ
ョ
ッ
キ
（bullet proof

）
の
役
割
を
社
外
役
員
が
担
う
中
、
我
が
国
で
は
こ
う
し
た
制
度
設
計
・
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
も
な
い
ま
ま
社
外

役
員
導
入
が
喧
伝
さ
れ
、
導
入
が
進
ん
で
こ
な
か
っ
た
。
今
後
の
制
度
的
課
題
と
し
て
、
指
名
・
報
酬
・
監
査
の
全
て
に
関
与
す
る
非
業

務
執
行
取
締
役
の
機
能
が
法
定
さ
れ
る
柔
構
造
を
有
す
る
監
査
等
委
員
会
設
置
会
社
導
入
（
70
）

を
押
し
進
め
、
利
益
相
反
処
理
権
限
の
拡
大
の

下
、
取
締
役
会
（
業
務
執
行
役
員
と
非
業
務
執
行
役
員
）
と
監
査
等
委
員
会
（
非
業
務
執
行
役
員
）
の
役
割
分
担
、
Ｄ
＆
Ｏ
保
険
や
会
社
補
償

で
活
用
さ
れ
る
社
外
取
締
役
の
同
意
、
将
来
的
に
は
立
法
論
と
し
て
の
訴
訟
委
員
会
な
ど
が
検
討
の
俎
上
に
上
ろ
う
。

2
．
株
主
意
思
間
の
役
割
分
担
│
ラ
イ
ツ
プ
ラ
ン
型
買
収
防
衛
策
に
よ
る
中
期
的
利
益
と
シ
ョ
ー
ト
タ
ー
ミ
ズ
ム
の
調
整
│

総
会
に
お
け
る
議
決
権
行
使
と
株
式
公
開
買
付
け
（
Ｔ
Ｏ
Ｂ
）・
市
場
で
の
売
却
意
思
な
ど
株
主
意
思
間
の
役
割
分
担
に
関
し
て
、
近
時

米
国
裁
判
所
は
ラ
イ
ツ
プ
ラ
ン
型
買
収
防
衛
策
に
か
か
る
複
数
の
事
案
に
お
い
て
ラ
イ
ツ
プ
ラ
ン
の
発
動
解
除
を
し
な
い
こ
と
は
取
締
役

の
善
管
注
意
義
務
違
反
に
な
ら
な
い
と
の
ユ
ノ
カ
ル
基
準
（
71
）

を
踏
襲
す
る
司
法
判
断
を
示
し
、
レ
ブ
ロ
ン
基
準
（
72
）

の
主
張
を
退
け
て
い
る

（
二
〇
一
〇
年B

arnes &
 N
oble

社
事
件
（
73
）、

二
〇
一
四
年S

otheby ’s

社
事
件
（
74
）、

二
〇
一
〇
年A

irgas

社
事
件
（
75
））。

持
続
的
成
長
、
中
期
的
利
益
と

投
資
家
の
シ
ョ
ー
ト
タ
ー
ミ
ズ
ム
の
調
整
に
関
し
て
、
上
場
企
業
の
取
締
役
会
が
中
長
期
的
利
益
の
最
大
化
の
観
点
か
ら
正
当
な
事
業
戦

略
を
有
す
る
場
合
、
当
該
戦
略
に
対
し
て
脅
威
と
な
り
得
る
短
期
的
利
益
の
実
現
行
動
に
は
裁
判
所
は
少
な
く
と
も
助
力
し
な
い
と
す
る
（
76
）

。

異
な
る
株
主
意
思
の
存
在
、
即
ち
中
長
期
保
有
で
企
業
価
値
向
上
を
指
向
す
る
機
関
投
資
家
と
短
期
保
有
で
配
当
増
加
な
ど
の
株
主
還
元

指
向
の
強
い
ア
ク
テ
ィ
ビ
ス
ト
が
併
存
す
る
こ
と
を
む
し
ろ
前
提
と
す
る
考
え
方
で
あ
ろ
う
。

（
一
五
一
二
）



コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
と
説
明
責
任
（
藤
川
）

五
七
一

3
．
上
場
企
業
法
制
に
お
け
る
役
割
分
担
と
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
、
取
締
役
会
活
性
化

上
場
企
業
に
お
け
る
中
長
期
的
利
益
と
シ
ョ
ー
ト
タ
ー
ミ
ズ
ム
の
調
整
に
関
し
て
、
近
時
の
米
国
判
例
法
理
で
は
、
株
主
総
会
で
の
議

決
権
行
使
に
よ
る
判
断
が
な
さ
れ
る
前
に
株
式
の
売
買
を
通
し
た
支
配
権
の
取
得
に
よ
り
決
着
が
つ
く
こ
と
を
上
場
企
業
側
が
一
時
停
止

さ
せ
る
行
為
（
当
該
時
点
で
の
株
主
構
成
で
株
主
総
会
で
の
決
選
投
票
を
行
う
こ
と
）
を
広
く
許
容
す
る
法
解
釈
を
強
化
し
て
い
る
。
前
提
と
し

て
、M

anagem
ent

が
か
か
る
事
業
計
画
を
有
し
、M

anagem
ent

か
ら
独
立
し
た
取
締
役
会
が
支
え
て
い
る
こ
と
が
あ
り
、
最
終
的
に

は
総
会
の
委
任
状
合
戦
な
ど
の
判
断
を
経
る
こ
と
に
な
る
た
め
、
経
営
非
効
率
性
が
温
存
さ
れ
る
訳
で
は
な
い
。
上
場
企
業
法
制
の
あ
り

方
と
し
て
、M

anagem
ent

（
業
務
執
行
役
員
な
ど
の
経
営
陣
）
と
株
主
・
株
主
総
会
、
中
間
に
位
置
す
るthe

（S
upervisory

）B
oard

の
間

の
役
割
・
機
能
分
担
が
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
含
む
中
長
期
的
成
長
促
進
の
鍵
と
な
る
。
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
会
社
法
で
はthe B

oard

で
あ
る

取
締
役
会
の
裁
量
が
尊
重
さ
れ
て
い
る
。
中
長
期
的
時
間
軸
と
シ
ョ
ー
ト
タ
ー
ミ
ズ
ム
の
利
害
調
整
に
関
す
る
司
法
判
断
と
し
て
、
上
場

企
業
が
デ
フ
ォ
ル
ト
時
に
採
用
で
き
る
ラ
イ
ツ
プ
ラ
ン
型
防
衛
策
の
場
面
が
あ
る
。
株
主
の
判
断
権
と
そ
の
他
ス
テ
イ
ク
ホ
ル
ダ
ー
の
利

害
調
整
、
株
主
の
意
思
表
明
の
手
段
と
し
て
の
株
主
総
会
に
お
け
る
議
決
権
行
使
と
相
反
す
る
株
式
売
却
行
為
と
の
役
割
分
担
、
経
営
陣

の
利
益
相
反
性
の
解
消
措
置
の
あ
り
方
等
の
論
点
が
生
じ
て
く
る
。
米
国
の
ラ
イ
ツ
プ
ラ
ン
型
買
収
防
衛
策
は
、
中
長
期
の
適
正
な
事
業

プ
ラ
ン
を
有
す
る
上
場
企
業
に
お
い
て
、
株
式
売
却
を
通
じ
た
株
主
意
思
の
前
に
株
主
総
会
を
経
た
株
主
意
思
の
反
映
を
差
し
挟
む
機
会

を
保
障
す
る
効
能
を
有
し
て
い
る
。

他
方
で
ダ
ブ
ル
コ
ー
ド
を
持
つ
英
国
等
で
は
Ｅ
Ｕ
株
主
権
指
令
改
正
が
議
論
さ
れ
、
伝
統
的
機
関
投
資
家
等
が
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
責
任
を

適
切
に
行
使
す
れ
ば
シ
ョ
ー
ト
タ
ー
ミ
ズ
ム
の
弊
害
が
防
止
で
き
る
と
の
発
想
が
あ
る
。
ソ
フ
ト
ロ
ー
た
る
コ
ー
ド
の
な
い
米
国
で
は
、

エ
リ
サ
法
な
ど
で
機
関
投
資
家
側
に
信
認
義
務
が
課
さ
れ
て
い
る
。
ダ
ブ
ル
コ
ー
ド
導
入
、
実
効
・
実
質
化
を
図
る
過
程
に
あ
る
我
が
国

（
一
五
一
三
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

五
七
二

で
は
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
促
進
を
通
じ
、
企
業
側
と
株
主
・
投
資
家
の
理
解
を
深
め
て
い
く
こ
と
に
な
る
が
、S

upervisory B
oard

（the B
oard

）
とM

anagem
ent B

oard

の
機
能
分
離
が
可
能
と
な
る
監
査
等
委
員
会
設
置
会
社
が
今
次
会
社
法
改
正
で
創
設
さ
れ
、
コ
ー

ド
導
入
で
取
締
役
会
等
（the B

oard

）
の
機
能
も
透
明
化
・
開
示
の
進
展
が
期
待
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
（
コ
ー
ド
基
本
原
則
四
）。
業
務

執
行
取
締
役
（
Ｅ
Ｄ
）
と
非
業
務
執
行
取
締
役
（
Ｎ
Ｅ
Ｄ
）
をone tire

（
一
層
制
）
のB

oard

に
峻
別
し
つ
つ
も
後
者
の
中
で
内
部
情
報

に
疎
い
社
外
独
立
取
締
役
が
内
部
非
執
行
取
締
役
と
協
同
可
能
な
状
態
で
配
す
る
こ
と
で
内
部
監
査
部
と
の
親
和
性
も
高
ま
る
こ
と
、
監

査
以
外
に
指
名
・
報
酬
権
限
に
関
す
る
一
定
の
権
限
も
担
い
（
会
三
四
二
条
の
二
第
四
項
・
三
六
一
条
六
項
・
三
九
九
条
の
二
第
三
項
三
号
）、

利
益
相
反
緩
和
措
置
（
会
四
二
三
条
三
項
四
項
）
な
ど
独
自
の
柔
構
造
を
有
す
る
こ
と
等
、
ソ
フ
ト
ロ
ー
た
る
コ
ー
ド
と
も
親
和
す
る
監
査

等
委
員
会
設
置
会
社
制
度
の
特
長
も
活
か
し
、
持
続
的
な
企
業
価
値
向
上
に
向
け
た
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
が
期
待
さ
れ
る
。
本
来
的
なthe 

B
oard

の
議
論
で
は
決
議
事
項
、
報
告
事
項
の
他
、
審
議
事
項
も
重
要
と
な
り
、
投
資
家
の
中
長
期
保
有
、
経
営
陣
の
対
話
の
前
提
と
も

思
料
さ
れ
る
。
中
長
期
的
利
益
と
短
期
的
利
益
の
調
整
機
能
をthe B

oard

が
果
た
せ
る
法
制
度
面
の
環
境
が
我
が
国
で
も
整
い
つ
つ
あ

る
と
い
え
よ
う
。

第
六
章
．
有
価
証
券
報
告
書
の
虚
偽
記
載
等
に
お
け
る
役
員
等
の
損
害
賠
償
責
任
と
説
明
義
務

　
　
　

│ 

近
時
の
判
例
に
お
け
る
金
融
商
品
取
引
法
上
の
「
相
当
な
注
意
」
の
履
行
な
ら
び
に
コ
ー
ド
に
よ
る
変
容
│

Ⅰ
．
有
価
証
券
報
告
書
等
の
虚
偽
記
載
等
に
関
し
て
非
財
務
担
当
の
取
締
役
に
「
相
当
な
注
意
」
の
履
行
が
認
め
ら
れ
た
事
例

有
価
証
券
報
告
書
等
の
虚
偽
記
載
等
に
関
し
て
非
財
務
担
当
の
取
締
役
に
金
融
商
品
取
引
法
二
四
条
の
二
、
二
一
条
一
項
一
号
、
二
二

条
一
項
に
基
づ
く
責
任
が
追
及
さ
れ
、「
相
当
な
注
意
」
の
履
行
が
認
め
ら
れ
た
近
時
の
判
例
と
し
て
、
東
京
地
判
平
成
二
五
年
二
月

（
一
五
一
四
）



コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
と
説
明
責
任
（
藤
川
）

五
七
三

二
二
日
・
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
四
〇
六
号
三
〇
六
頁
（
シ
ニ
ア
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
事
件
）
を
見
て
い
き
た
い
。
役
員
の
説
明
義
務
違
反
の

問
題
の
前
提
と
し
て
、
そ
も
そ
も
入
手
可
能
な
情
報
開
示
の
問
題
が
検
討
さ
れ
る
。
コ
ー
ド
導
入
に
よ
る
説
明
義
務
あ
る
い
は
情
報
開
示

の
変
容
等
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。

1
．
事
案
の
概
要

本
件
は
、
Ｘ
が
、
東
京
証
券
取
引
所
に
上
場
さ
れ
て
い
た
株
式
会
社
Ａ
（
株
式
会
社
シ
ニ
ア
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
）
の
株
式
を
購
入
し
た

と
こ
ろ
、
同
社
が
有
価
証
券
報
告
書
等
に
架
空
の
売
上
げ
を
計
上
す
る
な
ど
の
虚
偽
記
載
を
し
て
い
た
こ
と
が
発
覚
し
て
そ
の
株
価
が
大

幅
に
下
落
し
、
損
失
を
被
っ
た
と
し
て
Y1
に
対
し
て
、
金
融
証
券
取
引
法
（
以
下
「
金
商
法
」
と
い
う
）
二
一
条
の
二
、
民
法
七
〇
九
条
、

七
一
九
条
・
会
社
法
三
五
〇
条
に
基
づ
く
各
責
任
を
追
及
し
、
ま
た
Ａ
の
取
締
役
で
あ
っ
た
Y2
〜
Y5
に
対
し
て
、
金
商
法
二
四
条
の
四
、

二
一
条
一
項
一
号
、
二
二
条
一
項
、
民
法
七
〇
九
条
、
七
一
九
条
・
会
社
法
四
二
九
条
に
基
づ
く
各
責
任
を
追
及
し
た
事
案
で
あ
る
。

2
．
判
旨

①
Ａ
社
で
は
各
取
締
役
の
間
で
職
務
の
分
担
が
さ
れ
て
お
り
、
財
務
に
関
す
る
事
項
は
、
専
ら
こ
れ
に
関
す
る
専
門
的
な
知
識
、
経
験

を
有
す
る
Y2
や
Y4
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
こ
と
、
②
Y5
は
、
現
場
の
実
務
を
担
当
し
て
財
務
に
直
接
携
わ
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
、
③
Y5
は
、

ほ
ぼ
毎
回
取
締
役
会
に
出
席
し
、
取
締
役
会
に
提
出
さ
れ
る
会
計
に
係
る
報
告
書
類
に
目
を
通
し
て
い
た
が
、
④
こ
れ
ら
の
書
類
は
、
い

ず
れ
も
創
業
者
被
告
ら
に
よ
り
証
憑
を
偽
造
す
る
な
ど
し
て
巧
妙
に
虚
偽
記
載
が
含
ま
れ
る
こ
と
を
判
別
で
き
な
い
よ
う
に
さ
れ
て
い
た

上
、
監
査
法
人
の
無
限
定
適
正
意
見
の
付
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
、
⑤
創
業
者
被
告
ら
は
、
不
正
な
会
計
処
理
を
す
る
に
当
た
り
Y5

を
謀
議
か
ら
排
除
し
、
Y5
が
こ
れ
に
気
付
か
な
い
よ
う
に
秘
密
裏
に
こ
と
を
進
め
て
い
た
こ
と
に
照
ら
す
と
、
Y5
は
本
件
虚
偽
記
載
等
に

つ
い
て
知
ら
ず
、
か
つ
相
当
な
注
意
を
用
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
知
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
も
の
と
認
め
る
の
が
相
当
で
あ
る
。

（
一
五
一
五
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

五
七
四

3
．
判
決
内
容
の
考
察

本
判
決
で
は
有
価
証
券
報
告
書
等
の
虚
偽
記
載
等
に
関
し
、
財
務
事
項
に
直
接
的
に
関
与
し
て
い
な
か
っ
た
業
務
執
行
取
締
役
に
つ
い

て
虚
偽
記
載
等
を
「
知
ら
ず
、
か
つ
、
相
当
な
注
意
を
用
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
知
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
」
と
い
う
免
責
事
由
の
存

在
を
認
め
た
（
77
）

。

取
締
役
に
関
す
る
同
免
責
事
由
の
存
否
は
こ
れ
ま
で
、
ラ
イ
ブ
ド
ア
事
件
や
ア
ー
バ
ン
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン
事
件
等
で
問
題
と
な
っ
た

が
、「
相
当
な
注
意
」
の
意
義
は
判
決
に
お
い
て
比
較
的
厳
格
に
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
本
判
決
は
、
一
般
論
と
し
て
は
述

べ
て
い
な
い
が
、
比
較
的
緩
や
か
な
免
責
を
認
め
て
い
る
よ
う
考
察
で
き
る
た
め
、
本
判
決
の
意
義
な
い
し
位
置
付
け
が
問
題
に
な
る
。

そ
こ
で
株
式
会
社
の
取
締
役
が
担
う
相
当
な
注
意
に
つ
い
て
検
討
し
、
従
来
の
裁
判
所
に
お
け
る
非
財
務
担
当
取
締
役
に
関
す
る
判
断
を

確
認
す
る
。
そ
の
上
で
、
本
判
決
に
お
け
る
「
相
当
な
注
意
」
の
理
解
を
検
討
す
る
。

⑴
株
式
会
社
の
取
締
役
が
担
う
相
当
な
注
意

⒜
会
社
の
役
員
の
責
任　

株
式
会
社
の
財
務
書
類
に
虚
偽
ま
た
は
不
実
記
載
が
な
さ
れ
た
場
合
に
、
当
該
会
社
の
役
員
は
株
主
、
投
資

家
に
対
す
る
関
係
の
み
を
み
て
も
、
主
と
し
て
金
商
法
の
虚
偽
記
載
の
責
任
の
ほ
か
、
民
法
上
の
不
法
行
為
責
任
と
会
社
法
の
対
第
三
者

責
任
の
三
種
の
責
任
を
問
わ
れ
る
可
能
性
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。
三
種
の
責
任
に
つ
い
て
簡
単
に
分
析
を
図
る
（
78
）

。
⒝
会
社
法
と
金
融
商

品
取
引
法
の
各
々
が
保
護
す
る
も
の　

金
商
法
で
は
、
同
法
第
一
条
で
「
国
民
経
済
の
健
全
な
発
展
及
び
投
資
者
の
保
護
に
資
す
る
こ
と

を
目
的
と
す
る
」
と
規
定
さ
れ
て
お
り
、
投
資
家
保
護
が
そ
の
大
き
な
柱
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
。
金
商
法
に
お
け
る
損
害
賠
償
は
投
資

家
が
直
接
被
る
損
害
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
と
考
察
で
き
る
。
会
社
法
は
、
会
社
を
め
ぐ
る
利
害
関
係
者
の
調
整
を
図
る
が
、
株
式
会
社

で
あ
れ
ば
、
株
式
株
主
の
利
益
あ
る
い
は
会
社
債
権
者
の
方
が
重
視
さ
れ
、
よ
っ
て
会
社
関
係
者
の
私
的
利
益
の
調
整
を
主
に
意
図
す
る

（
一
五
一
六
）



コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
と
説
明
責
任
（
藤
川
）

五
七
五

も
の
と
考
察
で
き
る
。
即
ち
、
金
商
法
は
金
融
資
本
市
場
の
健
全
な
発
展
を
目
的
と
す
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
会
社
法
は
中
立
的
に
利
害

調
整
を
行
い
、
金
商
法
に
お
い
て
は
、
会
社
株
主
全
体
の
利
益
や
企
業
価
値
向
上
よ
り
も
投
資
家
の
利
益
が
優
先
す
る
こ
と
に
な
る
。
⒞

金
融
商
品
取
引
法
の
責
任
と
民
法
上
の
不
法
行
為
責
任　

流
通
市
場
に
お
け
る
虚
偽
開
示
に
つ
い
て
、
発
行
会
社
の
責
任
を
追
及
す
る
場

合
に
は
不
法
行
為
責
任
で
は
な
く
、
金
商
法
二
一
条
に
基
づ
い
て
発
行
会
社
の
責
任
が
追
及
さ
れ
る
。
金
商
法
の
損
害
賠
償
に
つ
い
て
は

損
害
回
復
は
手
段
で
あ
っ
て
、
市
場
の
機
能
を
保
護
す
る
の
が
目
的
で
あ
る
。
よ
っ
て
金
商
法
が
損
害
賠
償
責
任
に
よ
り
保
護
せ
ん
と
す

る
も
の
は
、
民
法
と
同
様
の
投
資
者
の
自
己
決
定
権
の
侵
害
、
投
資
者
の
私
的
利
益
保
護
で
な
く
、
価
格
形
成
機
能
を
目
的
と
し
た
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。
⒟
役
員
の
責
任
の
要
件　

会
社
法
四
二
九
条
二
項
に
よ
れ
ば
、
取
締
役
、
執
行
役
は
計
算
者
類
、
事
業
報
告
、
附
属
明

細
書
、
臨
時
計
算
書
の
重
要
事
項
に
係
る
虚
偽
記
載
等
に
つ
い
て
、
役
員
（
取
締
役
、
会
計
参
与
、
監
査
役
若
し
く
は
執
行
役
又
は
こ
れ
ら
に
準

ず
る
者
）
が
虚
偽
記
載
し
た
場
合
に
、
当
該
行
為
を
す
る
こ
と
に
つ
い
て
注
意
を
怠
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
証
明
し
た
と
き
を
除
き
、
当
該

役
員
は
こ
れ
に
よ
っ
て
第
三
者
に
生
じ
た
損
害
を
賠
償
す
る
責
任
を
負
う
こ
と
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
金
商
法
に
よ
れ
ば
、
有
価
証
券
報

告
書
等
の
う
ち
重
要
な
事
項
に
つ
い
て
虚
偽
記
載
が
あ
る
か
、
あ
る
い
は
重
要
な
事
項
が
欠
け
て
い
る
場
合
に
、
提
出
時
に
お
け
る
役
員

が
虚
偽
で
あ
り
、
ま
た
欠
け
て
い
る
こ
と
を
知
ら
ず
、
か
つ
相
当
な
注
意
を
用
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
知
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ

と
を
証
明
す
る
場
合
を
除
き
、
有
価
証
券
取
得
者
に
対
し
損
害
賠
償
責
任
を
負
う
と
さ
れ
て
い
る
。
⒠
相
当
な
注
意　

金
商
法
に
よ
る
役

員
の
責
任
の
要
件
の
中
に
、
上
記
の
相
当
な
注
意
を
用
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
有
価
証
券
報
告
書
等
の
う
ち
、
虚
偽
記
載
に
つ
い
て
知

る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
損
害
賠
償
責
任
を
負
わ
な
い
と
規
定
さ
れ
る
。
こ
の
相
当
な
注
意
が
適
用
さ
れ
る
条
件
に
つ

い
て
検
討
を
進
め
る
。

⑵
従
来
の
裁
判
例
と
本
判
決
の
位
置
付
け　

第
一
に
、「
相
当
な
注
意
」
の
基
本
的
意
義
は
、
ラ
イ
ブ
ド
ア
事
件
（
東
京
地
判
平
成
二
一

（
一
五
一
七
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

五
七
六

年
五
月
二
一
日
・
判
例
時
報
二
〇
四
七
号
三
六
頁
、
東
京
高
判
平
成
二
三
年
一
一
月
三
〇
日
・
判
例
時
報
二
一
五
二
号
一
一
六
頁
）
お
よ
び
ア
ー
バ
ン

コ
ー
ポ
レ
イ
シ
ョ
ン
事
件
（
再
生
債
権
査
定
異
議
控
訴
・
東
京
地
判
平
成
二
二
年
三
月
九
日
・
金
融
・
商
事
判
例
一
四
〇
九
号
二
五
頁
、
同
附
帯
控

訴
・
最
高
裁
平
成
二
四
年
一
二
月
二
一
日
）
共
に
、
当
該
取
締
役
の
地
位
や
役
割
等
に
応
じ
て
検
討
さ
れ
る
と
し
て
お
り
、
本
判
決
も
こ
れ

ら
に
沿
う
判
断
で
あ
る
。
第
二
に
、「
相
当
な
注
意
」
の
具
体
的
意
義
に
つ
い
て
、
記
載
の
正
確
性
に
疑
念
を
抱
く
べ
き
事
情
の
不
存
在

と
い
う
類
似
性
と
い
う
点
で
、
ラ
イ
ブ
ド
ア
事
件
の
地
裁
判
決
が
比
較
対
象
と
な
る
。
同
判
決
で
は
、
取
締
役
と
し
て
用
い
る
べ
き
最
低

限
の
「
相
当
の
注
意
」
は
そ
の
者
の
担
当
や
地
位
に
か
か
わ
ら
ず
一
定
の
も
の
で
あ
り
、
単
に
与
え
ら
れ
た
情
報
を
基
に
有
価
証
券
報
告

書
の
正
確
性
を
判
断
し
て
い
る
だ
け
で
は
最
低
限
の
「
相
当
の
注
意
」
を
用
い
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
判
断
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
本
判

決
は
、
取
締
役
会
に
出
席
し
て
与
え
ら
れ
た
情
報
を
通
覧
し
て
い
た
こ
と
し
か
認
定
し
て
い
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
「
相
当
な
注
意
」
を
用

い
た
と
認
め
た
た
め
、
そ
の
意
義
を
緩
や
か
に
解
釈
し
た
判
断
と
位
置
付
け
る
こ
と
も
で
き
る
。
本
判
決
は
、
取
締
役
ら
が
虚
偽
記
載
等

の
処
理
を
他
の
特
定
の
取
締
役
に
気
づ
か
れ
な
い
よ
う
に
秘
密
裏
に
行
っ
て
い
た
と
い
う
点
が
、
ラ
イ
ブ
ド
ア
事
件
や
ア
ー
バ
ン
コ
ー
ポ

レ
イ
シ
ョ
ン
事
件
と
異
な
っ
て
お
り
、
そ
う
し
た
中
で
財
務
事
項
の
担
当
者
と
非
担
当
者
と
の
認
識
し
得
る
情
報
等
が
異
な
り
、
予
見
可

能
性
も
異
な
る
た
め
、「
相
当
の
注
意
」
の
程
度
も
異
な
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
本
判
決
の
結
論
は
妥
当
と
解
さ
れ
る
。
し
か
し

な
が
ら
、
旧
証
取
法
二
四
条
の
四
が
二
二
条
を
通
じ
て
準
用
す
る
二
一
条
は
有
価
証
券
報
告
書
の
作
成
に
関
与
し
て
い
る
と
否
と
を
問
わ

ず
、
相
当
の
注
意
を
払
わ
せ
、
開
示
の
正
確
性
を
確
保
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
（
79
）

。

本
件
の
よ
う
に
取
締
役
会
に
出
席
し
て
与
え
ら
れ
た
情
報
を
通
覧
し
て
い
た
こ
と
し
か
認
定
し
て
い
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
「
相
当
な
注

意
」
を
用
い
た
と
認
め
ら
れ
た
こ
と
は
、
旧
証
取
法
二
一
条
の
意
義
と
は
整
合
性
を
欠
く
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
開
示
書
類
の
作
成
・
提

出
と
い
う
自
己
が
直
接
関
与
し
な
い
職
務
に
関
し
て
他
の
取
締
役
を
信
頼
し
、
与
え
ら
れ
た
書
類
の
み
の
確
認
で
「
相
当
な
注
意
」
を
用

（
一
五
一
八
）



コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
と
説
明
責
任
（
藤
川
）

五
七
七

い
た
と
認
め
ら
れ
、
ま
た
旧
証
取
法
二
一
条
が
よ
り
担
保
さ
れ
る
た
め
に
は
、
内
部
統
制
シ
ス
テ
ム
の
構
築
・
適
切
な
運
営
が
必
須
で
あ

り
、
シ
ニ
ア
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
事
件
に
お
け
る
内
部
統
制
シ
ス
テ
ム
に
対
す
る
被
告
Y5
の
信
頼
の
合
理
性
に
つ
い
て
、
更
な
る
検
討

が
必
要
と
な
る
。

⑶
内
部
統
制
の
不
備
と
注
意
義
務　

最
判
昭
和
五
五
年
三
月
一
八
日
判
決
で
は
、
名
目
取
締
役
で
あ
っ
て
も
他
の
取
締
役
に
対
す
る
監

視
義
務
が
認
め
ら
れ
、
他
の
取
締
役
の
執
行
に
対
す
る
信
頼
の
前
提
と
し
て
、
内
部
統
制
シ
ス
テ
ム
整
備
の
必
要
性
を
指
摘
し
て
い
る
。

本
件
で
は
出
席
・
非
準
備
取
締
役
が
検
討
対
象
で
あ
り
、
常
勤
で
は
あ
る
が
途
中
入
社
の
た
め
情
報
共
有
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。
名
目
取

締
役
と
同
視
し
う
る
素
地
は
あ
る
。
金
商
法
上
の
相
当
の
注
意
義
務
も
会
社
法
上
の
監
視
義
務
と
少
な
く
と
も
同
等
以
上
に
想
定
さ
れ
、

自
己
が
関
与
し
な
い
職
務
に
関
す
る
金
商
法
上
の
開
示
書
類
の
作
成
・
提
出
に
つ
い
て
、
本
件
で
は
計
算
書
類
の
確
認
で
足
り
る
と
し
、

そ
の
上
で
信
頼
の
原
則
を
効
か
せ
る
た
め
に
は
適
切
な
内
部
統
制
シ
ス
テ
ム
整
備
が
前
提
と
な
る
。
平
成
二
二
年
七
月
三
〇
日
内
部
統
制

報
告
書
に
お
い
て
平
成
二
一
年
三
月
期
お
よ
び
平
成
二
二
年
三
月
期
に
お
け
る
内
部
統
制
が
有
効
で
な
か
っ
た
旨
を
当
社
自
身
が
報
告
し

て
い
る
（
80
）

。

⑷
対
象
と
な
る
報
告
書
類　

本
判
決
は
、「
会
計
に
係
る
報
告
書
類
」
の
内
容
を
明
確
に
は
認
定
し
て
い
な
い
た
め
、
被
告
が
具
体
的

に
い
か
な
る
書
類
に
目
を
通
し
て
い
た
の
か
明
確
で
は
な
い
が
、
会
社
法
三
六
三
条
二
項
の
報
告
の
た
め
の
会
計
資
料
が
含
ま
れ
る
と
解

さ
れ
る
。
ま
た
本
判
決
は
、「
こ
れ
ら
の
書
類
は
、
…
監
査
法
人
の
無
限
定
適
正
意
見
の
付
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
」
と
も
認
定
し
て
い

る
。
無
限
定
適
正
意
見
が
付
さ
れ
る
の
は
計
算
書
類
・
連
結
計
算
書
類
お
よ
び
附
属
明
細
、
な
ら
び
に
有
価
証
券
報
告
書
ま
た
は
有
価
証

券
届
出
書
に
お
け
る
財
務
諸
表
・
連
結
財
務
諸
表
お
よ
び
内
部
統
制
報
告
書
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
会
社
法
上
の
書
類
に
関
し
て
は
、
取
締

役
会
の
承
認
が
必
要
な
た
め
、「
会
計
に
係
る
報
告
書
類
」
に
含
ま
れ
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。
一
方
、
金
商
法
上
の
書
類
に
関
し
て
は
、

（
一
五
一
九
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

五
七
八

提
出
手
続
き
は
法
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、
当
社
に
お
い
て
も
付
議
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
即
ち
、
財
務
事
項
に
直
接
的
に
は

関
与
し
て
い
な
い
被
告
は
、
本
件
で
問
題
と
な
っ
た
有
価
証
券
報
告
書
お
よ
び
有
価
証
券
届
出
書
に
お
け
る
財
務
諸
表
・
連
結
財
務
諸
表

を
提
出
前
に
見
て
い
な
か
っ
た
こ
と
、
会
社
法
上
の
計
算
書
類
の
計
数
と
金
商
法
の
財
務
諸
表
の
計
数
は
差
異
が
生
じ
な
い
よ
う
に
調
整

が
図
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
本
件
虚
偽
記
載
等
は
「
売
上
や
損
益
、
純
資
産
額
等
」
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
計
算
書
類
の
確
認
で

足
り
る
と
さ
れ
た
こ
と
が
可
能
性
と
し
て
推
測
さ
れ
る
。

Ⅱ
．
会
社
法
、
金
商
法
の
接
点
に
係
る
領
域
に
お
け
る
コ
ー
ド
の
デ
フ
ァ
ク
ト
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
化

以
上
の
検
討
を
通
じ
て
、
株
主
総
会
の
ベ
ス
ト
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
と
し
て
説
明
義
務
の
範
囲
を
報
告
事
項
に
無
限
定
適
正
意
見
が
付
さ
れ

る
場
合
に
は
限
定
を
図
る
と
の
考
え
方
と
上
記
の
判
例
の
結
論
は
親
和
す
る
。
以
下
、
若
干
の
私
見
を
提
示
し
て
お
き
た
い
。

判
例
の
傾
向
と
し
て
は
金
商
法
上
の
相
当
の
注
意
義
務
自
体
は
厳
格
に
解
し
つ
つ
、
本
案
判
決
で
は
検
討
対
象
は
会
社
法
上
の
計
算
書

類
で
足
り
る
と
し
て
、
準
備
・
非
関
与
・
出
席
（
取
締
役
会
）
の
業
務
執
行
役
員
の
責
任
を
否
定
し
て
い
る
。
業
務
執
行
者
で
あ
る
社
内

取
締
役
の
役
割
に
鑑
み
て
、
非
関
与
・
非
準
備
監
督
者
の
社
外
取
締
役
候
補
者
と
同
じ
情
報
が
提
供
さ
れ
る
べ
き
と
は
当
然
に
は
い
え
な

い
。
社
外
取
締
役
に
関
す
る
参
考
書
類
記
載
事
項
が
社
内
取
締
役
に
つ
い
て
の
説
明
義
務
の
基
準
に
な
る
わ
け
で
は
な
か
ろ
う
。
合
理
的

な
平
均
的
株
主
に
と
り
業
務
執
行
者
と
し
て
の
適
格
性
の
判
断
に
必
要
な
情
報
と
い
う
も
の
が
検
討
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
上
場
企
業
に

お
け
る
攻
め
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
の
実
践
の
観
点
か
ら
も
重
要
な
課
題
と
な
る
。

他
方
で
企
業
の
備
え
と
し
て
実
態
上
の
観
点
か
ら
は
、
次
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
よ
う
。
会
社
法
は
、
必
ず
し
も
参
考
書
類
記
載
事
項
が

説
明
義
務
の
範
囲
の
基
準
と
な
る
必
要
は
な
い
と
考
え
、
提
案
理
由
が
必
ず
し
も
全
議
案
に
つ
い
て
議
決
権
行
使
に
必
要
な
情
報
と
は
限

ら
な
い
と
理
解
し
、
参
考
書
類
の
記
載
を
免
除
し
つ
つ
、
議
決
権
行
使
に
必
要
で
あ
れ
ば
参
考
書
類
に
任
意
に
記
載
（
会
規
七
三
条
二
項
）、

（
一
五
二
〇
）
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ま
た
は
株
主
総
会
で
説
明
を
す
る
こ
と
で
株
主
に
必
要
な
情
報
を
提
供
し
、
議
決
権
行
使
が
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
と
い
え
る
。

こ
う
し
た
考
え
方
と
平
仄
を
合
わ
せ
る
と
す
れ
ば
、
本
事
案
の
よ
う
に
内
部
統
制
の
不
備
が
あ
り
、
準
備
・
非
関
与
・
取
締
役
会
出
席
の

業
務
執
行
役
員
に
対
し
て
、
た
と
え
意
図
的
に
社
内
で
情
報
が
行
き
渡
ら
な
い
よ
う
に
仕
組
ま
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
今
後
は
コ
ー
ド
の

趣
旨
に
鑑
み
、
上
場
企
業
で
は
本
件
の
よ
う
な
虚
偽
開
示
の
事
態
に
対
処
す
る
た
め
に
情
報
開
示
あ
る
い
は
内
部
統
制
の
整
備
を
自
社
内

に
巡
ら
す
こ
と
が
実
務
上
望
ま
れ
る
。
当
該
役
員
に
つ
い
て
も
事
業
報
告
書
程
度
の
チ
ェ
ッ
ク
で
よ
い
と
し
て
免
責
と
せ
ず
、
取
締
役
会

全
体
の
責
務
で
あ
る
内
部
統
制
の
体
制
整
備
の
前
提
と
な
る
情
報
開
示
の
不
備
と
し
て
、
少
な
く
と
も
取
締
役
会
の
一
員
と
し
て
完
全
な

る
無
答
責
と
扱
う
こ
と
に
は
や
や
躊
躇
を
覚
え
る
（
81
）

。
金
商
法
上
の
相
当
な
注
意
義
務
の
責
任
追
及
に
お
い
て
、
事
情
は
あ
る
に
せ
よ
、
会

社
法
上
の
計
算
書
類
程
度
の
確
認
で
足
り
る
と
し
た
バ
ラ
ン
ス
の
悪
さ
も
釈
然
と
し
な
い
（
82
）

。
射
程
距
離
も
本
事
案
に
限
ら
れ
て
こ
よ
う

か
。常

勤
の
業
務
執
行
取
締
役
と
し
て
、
社
外
取
締
役
よ
り
は
重
責
を
担
う
は
ず
で
あ
り
、
今
後
は
チ
ェ
ッ
ク
の
対
象
を
事
業
報
告
書
か
ら

社
内
取
締
役
と
し
て
当
然
掌
握
す
べ
き
で
あ
っ
た
情
報
に
実
務
的
に
拡
大
す
る
こ
と
が
コ
ー
ド
の
遵
守
か
ら
デ
フ
ァ
ク
ト
ス
タ
ン
ダ
ー
ド

化
す
れ
ば
、
判
例
規
範
の
流
れ
の
変
化
を
コ
ー
ド
が
も
た
ら
す
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
（
私
見
）。
開
示
と
説
明
責
任
の
会
社
側
の
守
り
の

局
面
に
お
い
て
も
、
攻
め
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
一
環
と
し
て
こ
う
し
た
対
象
が
求
め
ら
れ
よ
う
か
。
そ
の
場
合
、
内
部
統
制
シ
ス
テ
ム
構
築

責
任
の
有
無
と
い
う
フ
ィ
ル
タ
ー
を
通
し
て
、
会
社
法
あ
る
い
は
金
商
法
の
責
任
か
、
コ
ー
ド
の
コ
ン
プ
ラ
イ
・
オ
ア
・
エ
ク
ス
プ
レ
イ

ン
の
責
任
に
留
ま
る
か
が
分
か
れ
る
と
思
料
さ
れ
る
。

業
務
執
行
者
で
あ
る
社
内
取
締
役
の
役
割
に
鑑
み
て
、
非
関
与
・
非
準
備
監
督
者
の
社
外
取
締
役
候
補
者
と
同
じ
情
報
が
提
供
さ
れ
る

べ
き
と
は
当
然
に
は
い
え
な
い
。
社
外
取
締
役
に
関
す
る
参
考
書
類
記
載
事
項
が
社
内
取
締
役
に
つ
い
て
の
説
明
義
務
の
基
準
に
な
る
わ

（
一
五
二
一
）
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け
で
は
な
か
ろ
う
。
合
理
的
な
平
均
的
株
主
に
と
り
業
務
執
行
者
と
し
て
の
適
格
性
の
判
断
に
必
要
な
情
報
と
い
う
も
の
が
検
討
さ
れ
る

べ
き
で
あ
る
。
コ
ー
ド
に
よ
る
役
員
の
説
明
義
務
の
拡
大
、
限
定
の
方
向
性
が
交
錯
す
る
こ
と
に
な
る
（
83
）

。
上
場
企
業
に
お
け
る
攻
め
の
ガ

バ
ナ
ン
ス
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
の
実
践
の
観
点
か
ら
も
重
要
な
課
題
で
あ
り
、
判
例
の
更
な
る
検
討
を
含
め
、
今

後
の
研
究
課
題
と
し
た
い
。

第
七
章
．
英
国
法
に
お
け
る
不
実
開
示
に
関
す
る
民
事
責
任
│
我
が
国
法
制
へ
の
示
唆
│

Ⅰ
．
英
国
法
に
お
け
る
不
実
開
示
へ
の
対
応

関
連
し
て
英
国
に
お
け
る
不
実
開
示
の
取
り
組
み
を
み
て
い
き
た
い
。
民
事
責
任
追
及
は
拡
大
の
方
向
に
あ
る
と
み
ら
れ
る
が
、
我
が

国
に
比
し
て
十
分
と
は
い
え
な
い
と
指
摘
も
さ
れ
る
。
英
国
法
で
は
Ｅ
Ｕ
指
令
に
よ
り
監
査
人
の
注
意
義
務
を
否
定
し
たC

aparo

判
決

の
枠
組
み
が
崩
れ
る
こ
と
を
懸
念
し
、
Ｆ
Ｓ
Ｍ
Ａ
九
〇
Ａ
条
、
九
〇
Ｂ
条
改
正
に
よ
り
不
実
の
発
行
開
示
に
関
す
る
民
事
責
任
規
定
が
漸

く
制
定
法
上
整
備
さ
れ
た
。
不
実
の
情
報
開
示
に
関
す
る
民
事
責
任
に
つ
い
て
は
目
論
見
書
等
の
不
実
記
載
に
関
す
る
事
案
を
主
に
詐
欺

的
不
法
行
為
に
よ
る
判
例
法
が
先
行
し
て
形
成
さ
れ
、
判
例
法
は
理
念
的
に
厳
格
な
内
容
と
な
り
、
制
定
法
に
受
け
継
が
れ
た
。
他
方
で

不
実
の
流
通
開
示
に
関
す
る
民
事
責
任
規
定
の
整
備
は
な
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
流
通
開
示
に
つ
い
て
は
開
示
・
会
計
制
度
の
発
展
と
共
に

民
事
責
任
規
定
の
整
備
以
外
の
方
法
で
不
実
開
示
の
問
題
に
対
処
せ
ん
と
し
た
こ
と
の
反
映
と
も
み
ら
れ
る
（
84
）

。
か
か
る
英
国
の
不
実
の
流

通
開
示
の
考
察
を
通
じ
て
、
私
見
で
あ
る
が
、
シ
ニ
ア
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
事
件
に
お
け
る
有
価
証
券
報
告
書
等
の
虚
偽
記
載
等
に
関

し
て
非
財
務
担
当
の
取
締
役
に
相
当
な
注
意
の
履
行
が
認
め
ら
れ
た
点
は
、
法
制
度
面
等
の
相
違
も
あ
り
一
概
に
は
い
え
な
い
も
の
の
、

方
向
性
と
し
て
は
か
か
る
個
人
責
任
追
及
の
限
定
の
流
れ
に
沿
っ
て
い
る
と
も
い
え
よ
う
。

（
一
五
二
二
）
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Ⅱ
．
英
国
に
お
け
る
役
員
の
責
任
と
民
事
責
任
に
関
す
る
制
定
法
規
定
の
変
遷

英
国
の
株
主
に
対
す
る
情
報
開
示
に
関
し
役
員
が
負
う
べ
き
民
事
責
任
に
つ
い
て
英
国
法
の
変
遷
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
お
け
る
不
法
行

為
責
任
、
判
例
等
を
基
に
し
て
確
認
す
る
。
英
国
で
は
一
九
〇
〇
年
会
社
法
（C

A
 the C

om
panies A

ct,1900,C
h.48,63&

64 V
ict.

）
に
よ

り
初
め
て
目
論
見
書
の
記
載
事
項
を
法
定
し
、
目
論
見
書
に
関
す
る
規
制
を
行
っ
た
。
そ
の
後
も
目
論
見
書
の
不
実
記
載
等
に
関
し
て

一
九
世
紀
か
ら
二
〇
世
紀
に
か
け
厳
格
な
民
事
責
任
規
制
が
制
定
法
上
整
備
さ
れ
て
い
っ
た
。
し
か
し
会
社
の
計
算
書
類
等
の
不
実
開
示

等
に
対
す
る
会
社
や
取
締
役
等
の
民
事
責
任
に
つ
い
て
の
制
定
法
規
定
は
二
〇
〇
六
年
会
社
法
改
正
ま
で
設
け
ら
れ
ず
、
専
ら
コ
モ
ン
・

ロ
ー
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
二
〇
〇
四
年
Ｅ
Ｕ
の
透
明
性
指
令
（T

ransparency D
irective,2004/109/E

C

）
の
国
内
法
化
に
当
た

り
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
立
場
で
あ
るC

aparo Industries pIc v. D
ickm

an

事
件
（C

aparo

事
件
）
貴
族
院
判
決
（
85
）

の
原
則
が
覆
さ
れ
る
の

で
は
な
い
か
と
懸
念
が
さ
れ
、
英
国
政
府
は
二
〇
〇
六
年
会
社
法
一
二
七
〇
条
に
よ
り
、
金
融
サ
ー
ビ
ス
市
場
法
（
Ｆ
Ｓ
Ｍ
Ａ
）
九
〇
条

の
後
に
九
〇
Ａ
条
、
九
〇
Ｂ
条
を
追
加
し
、
新
た
な
民
事
責
任
規
定
を
設
け
た
。
特
徴
的
な
こ
と
は
民
事
責
任
の
主
体
を
発
行
会
社
と
し

た
点
で
あ
る
。
情
報
開
示
に
責
任
を
負
う
者
（
取
締
役
・
上
級
役
員
）
に
悪
意
ま
た
は
重
過
失
（reckless

）
が
あ
っ
た
場
合
も
発
行
会
社
の

責
任
が
発
生
す
る
。
九
〇
条
六
項
に
お
い
て
発
行
会
社
は
他
の
法
律
に
よ
る
民
事
責
任
を
免
除
し
（not subject to any other liability

）、

発
行
会
社
以
外
の
者
は
発
行
会
社
に
対
す
る
も
の
を
除
き
民
事
責
任
を
免
除
さ
れ
る
。
二
〇
〇
六
年
会
社
法
に
は
計
算
書
類
の
不
実
開
示

等
に
関
す
る
取
締
役
の
責
任
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
取
締
役
に
つ
い
て
は
悪
意
ま
た
は
重
過
失
（reckless as to w

hether it w
as 

untrue or m
isleading

）
の
場
合
に
限
り
会
社
に
対
し
て
の
み
民
事
責
任
を
負
う
こ
と
が
規
定
さ
れ
る
（
Ｃ
Ａ
四
六
三
条
二
項
│
四
項
）。
刑

事
責
任
は
こ
の
限
り
で
な
い
（
Ｆ
Ｓ
Ｍ
Ａ
九
〇
Ａ
条
八
項
）。
九
〇
Ａ
条
は
過
失
に
よ
る
不
法
行
為
責
任
（negligence

）
は
生
じ
な
い
と
す

る
従
来
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
規
定
で
あ
り
、
解
釈
を
変
更
す
る
も
の
で
は
な
い
と
さ
れ
た
。
こ
の
た
め
第
三
者
は
不
実
の
流
通
開
示
が

（
一
五
二
三
）
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あ
っ
た
場
合
、
取
締
役
で
な
く
発
行
会
社
へ
責
任
請
求
す
る
に
と
ど
ま
る
。
ま
た
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
、
不
実
開
示
に
つ
い
て
詐
欺
に
よ
る

不
法
行
為
（deceit

）
が
成
立
す
る
場
合
に
は
責
任
が
生
じ
る
規
定
が
導
入
さ
れ
た
。
Ｆ
Ｓ
Ｍ
Ａ
九
〇
Ａ
条
は
二
〇
一
〇
年
改
正
さ
れ
た

が
、
発
行
会
社
が
民
事
責
任
を
負
う
適
用
対
象
を
拡
大
し
た
に
と
ど
ま
り
、
責
任
対
象
に
関
し
て
は
従
来
通
り
と
な
っ
て
い
る
。

Ⅲ
．
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
お
け
る
不
実
開
示
の
不
法
行
為
責
任
│H
edley B

yrne

事
件
、C

aparo

事
件
│

コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
、
不
実
表
示
に
よ
り
損
失
・
損
害
を
被
っ
た
者
の
救
済
と
し
て
は
主
と
し
て
不
法
行
為
（tort

）
に
よ
る
こ
と
と
な

る
が
、
詐
欺
的
不
法
行
為
（tort of deceit

）、
過
失
に
よ
る
不
法
行
為
（tort of negligence

）
が
あ
る
。
詐
欺
に
よ
る
不
実
表
示
の
場
合

に
損
害
賠
償
を
負
担
す
る
一
方
、
過
失
に
よ
る
不
実
表
示
に
よ
り
生
じ
た
損
失
に
対
し
て
は
不
法
行
為
は
適
応
さ
れ
な
い
と
判
示
さ
れ
て

い
た
（
86
）

。
か
か
る
判
例
は
、
一
九
六
〇
年
代
のH
edley B

yrne &
 C
o L
td v. H

eller &
 P
artners L

td

事
件
（H

edley B
yrne

事
件
）
の
貴
族

院
判
決
に
よ
っ
て
変
更
さ
れ
た
。H
edley B

yrne

事
件
で
は
過
失
に
よ
る
不
法
行
為
の
認
定
の
た
め
に
必
要
な
注
意
義
務
（duty of 

care

）
が
定
義
さ
れ
、
二
当
事
者
間
に
特
別
な
関
係
（special relationship

）
が
存
在
す
る
場
合
に
経
済
的
な
損
失
に
つ
い
て
も
注
意
義
務

が
生
じ
る
と
い
う
立
場
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
の
後C

aparo

事
件
（
一
九
九
〇
年
）
に
よ
り
、
注
意
義
務
が
生
ず
る
特
別
の
関
係
の
三
条

件
が
定
義
さ
れ
、
①
予
測
可
能
性
（foreseeability

）、
②
当
事
者
間
の
近
接
性
（proxim

ity of relationship

）、
③
義
務
を
課
す
こ
と
の
合

理
性
（reasonableness of im

posing a duty

）
で
あ
る
と
し
た
。
計
算
書
類
の
目
的
は
取
締
役
に
対
す
る
ガ
バ
ナ
ン
ス
を
効
率
的
に
行
う

立
場
に
株
主
を
置
く
こ
と
で
あ
り
、
投
資
決
定
を
す
る
た
め
の
も
の
で
は
な
く
注
意
義
務
は
存
在
し
な
い
と
判
断
し
て
い
る
（
87
）

。

C
aparo

事
件
の
概
要
に
つ
い
て
、
一
九
八
四
年
三
月
終
了
事
業
年
度
の
計
算
書
類
に
お
い
て
業
績
予
測
と
比
べ
て
利
益
が
少
な
か
っ

た
た
め
に
株
価
が
急
落
し
た
Ａ
会
社
（
ロ
ン
ド
ン
証
券
取
引
所
上
場
会
社
）
の
株
主
Ｘ
（C

aparo lndustries plc

）
に
よ
る
企
業
買
収
に
関
す

（
一
五
二
四
）



コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
と
説
明
責
任
（
藤
川
）

五
八
三

る
事
案
で
あ
る
。
Ｘ
は
一
九
八
四
年
六
月
に
三
月
末
日
ま
で
の
監
査
済
み
計
算
書
類
が
送
付
さ
れ
る
前
か
ら
Ａ
株
式
の
取
得
を
開
始
、

二
九
・
九
％
ま
で
取
得
し
、
残
り
の
Ａ
会
社
株
式
は
公
開
買
付
に
よ
り
Ａ
会
社
の
買
収
を
行
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
買
収
後
に
計
算
書
類

の
不
実
記
載
が
明
ら
か
と
な
り
、
Ａ
会
社
の
Ｙ
会
社
監
査
役
に
対
し
過
失
に
よ
る
不
法
行
為
と
し
て
損
害
賠
償
を
請
求
し
た
事
件
で
あ
る
。

Ｘ
は
監
査
済
み
計
算
書
類
を
信
頼
し
て
Ａ
株
式
の
買
増
し
と
公
開
買
付
を
行
っ
た
こ
と
、
Ｙ
会
計
監
査
役
は
公
開
買
付
の
対
象
と
な
る
事

態
を
予
想
す
べ
き
で
あ
っ
て
Ａ
株
式
の
潜
在
的
取
得
者
や
Ａ
株
式
を
買
増
し
た
株
主
に
対
し
て
注
意
義
務
を
負
う
こ
と
を
主
張
し
た
。
第

一
審
判
決
は
Ｙ
会
計
監
査
役
が
Ｘ
に
対
し
て
注
意
義
務
を
負
う
こ
と
を
否
定
し
、
控
訴
院
判
決
で
は
Ｘ
の
主
張
が
一
部
認
め
ら
れ
た
が
、

貴
族
院
判
決
は
第
一
審
の
判
断
を
支
持
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
目
論
見
書
の
不
実
開
示
に
つ
い
て
は
過
失
に
よ
る
不
法
行
為
責
任
が
認
め
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
得
る
の
に
対
し
て
、
計
算

書
類
の
不
実
開
示
に
つ
い
て
は
特
別
な
関
係
の
存
在
の
有
無
が
問
題
と
な
る
た
め
一
般
的
に
は
認
め
ら
れ
に
く
い
と
考
え
ら
れ
る
。
英
国

で
は
会
社
法
四
二
九
条
の
内
容
を
持
つ
成
文
法
は
存
在
せ
ず
、
従
前
は
シ
ニ
ア
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
判
決
の
よ
う
な
取
締
役
の
民
事
責

任
に
つ
い
て
は
英
国
で
は
問
題
と
さ
れ
ず
に
発
行
会
社
の
み
が
責
任
を
負
う
も
の
と
さ
れ
た
。
し
か
し
な
が
らH

edley B
ym
e

事
件
、

C
aparo

事
件
が
問
題
と
な
り
、
条
件
付
き
で
は
あ
る
が
取
締
役
に
も
民
事
責
任
を
負
わ
せ
る
よ
う
に
現
在
変
化
し
つ
つ
あ
る
も
の
と
思

料
さ
れ
る
。
英
国
の
不
実
の
流
通
開
示
に
関
す
る
考
察
を
通
じ
て
、
大
枠
と
し
て
は
個
人
責
任
追
及
の
限
定
の
傾
向
に
あ
る
こ
と
は
我
が

国
同
様
と
い
え
よ
う
（
私
見
）。

第
八
章
．
お
わ
り
に
│
コ
ー
ド
導
入
と
説
明
義
務
、
総
会
・
取
締
役
会
の
ベ
ス
ト
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
│

上
場
企
業
に
お
い
て
は
株
主
総
会
等
に
お
け
る
説
明
義
務
に
関
し
、
二
〇
一
五
年
改
正
会
社
法
制
に
加
え
て
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ

（
一
五
二
五
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

五
八
四

ン
ス
・
コ
ー
ド
の
遵
守
が
求
め
ら
れ
る
。
コ
ー
ド
と
役
員
の
説
明
義
務
・
責
任
に
焦
点
を
当
て
多
面
的
・
包
括
的
な
考
察
を
行
っ
て
き
た

が
、
最
後
に
若
干
の
私
見
を
提
示
し
た
い
。
上
場
企
業
に
お
い
て
は
機
関
投
資
家
向
け
の
二
〇
一
四
年
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド

適
用
開
始
に
よ
る
株
主
・
機
関
投
資
家
と
の
対
話
・
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
作
り
と
合
わ
せ
て
、
一
義
的
に
は
コ
ー
ド
導
入
に
よ
り
コ
ン
プ

ラ
イ
・
オ
ア
・
エ
ク
ス
プ
レ
イ
ン
、
プ
リ
ン
シ
プ
ル
ベ
ー
ス
導
入
に
よ
る
説
明
義
務
・
責
任
の
範
囲
、
負
担
が
実
質
的
に
増
加
す
る
こ
と

に
な
ろ
う
。

こ
れ
に
対
し
て
株
主
総
会
の
ベ
ス
ト
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
を
検
討
す
る
上
で
報
告
事
項
の
内
容
に
関
し
て
説
明
義
務
を
限
定
せ
ん
と
す
る
実

務
面
か
ら
の
検
討
も
な
さ
れ
て
い
る
（
88
）

。
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
対
応
の
株
主
総
会
運
営
を
考
え
る
場
合
、
議
事
進
行
の

効
率
性
を
過
度
に
求
め
る
こ
と
な
く
、
株
主
と
の
建
設
的
対
話
の
実
現
な
ど
総
会
本
来
の
目
的
を
実
現
す
る
こ
と
等
の
検
討
が
求
め
ら
れ

る
。
コ
ー
ド
導
入
は
株
主
と
の
対
話
を
重
視
し
、
取
締
役
等
の
説
明
義
務
・
責
任
の
範
囲
と
程
度
に
つ
い
て
精
度
を
高
め
る
時
期
が
到
来

し
た
と
い
え
、
株
主
総
会
の
あ
る
べ
き
姿
を
見
直
す
好
機
と
も
な
り
、
総
会
・
取
締
役
会
の
運
営
手
法
な
ど
も
抜
本
的
に
変
容
す
る
可
能

性
が
あ
る
。
取
締
役
の
説
明
義
務
の
限
定
を
図
る
考
え
方
か
ら
は
、
報
告
事
項
に
関
す
る
質
疑
の
説
明
義
務
は
付
属
明
細
書
程
度
に
留
ま

り
、
総
会
の
運
営
方
法
の
選
択
と
し
て
決
議
事
項
先
議
の
考
え
方
に
繋
が
る
。
コ
ー
ド
に
よ
る
役
員
の
説
明
義
務
の
拡
大
、
限
定
の
方
向

性
が
交
錯
す
る
中
、
実
務
面
あ
る
い
は
制
度
面
の
変
化
に
如
何
に
繋
が
る
か
が
注
視
さ
れ
る
。

他
方
、
こ
れ
と
は
別
に
説
明
責
任
の
基
軸
、
根
幹
に
か
か
る
企
業
価
値
の
時
間
軸
の
視
点
か
ら
の
議
論
も
起
こ
り
つ
つ
あ
る
。
総
会
の

決
議
機
関
と
し
て
の
本
来
的
機
能
の
再
評
価
、
新
た
な
ベ
ス
ト
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
の
模
索
と
共
に
、
異
な
る
株
主
意
思
の
存
在
に
関
し
て
取

締
役
会
の
シ
ョ
ー
ト
タ
ー
ミ
ズ
ム
の
調
整
機
能
等
が
問
わ
れ
る
。
英
国
同
様
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
歴
史
を
持
ち
な
が
ら
、
ソ
フ
ト
ロ
ー
の
伝

統
に
乏
し
く
買
収
防
衛
策
の
判
例
規
範
を
中
核
と
す
る
米
国
で
は
取
締
役
会
に
中
長
期
的
時
間
軸
に
お
け
る
広
範
な
裁
量
を
認
め
、
裁
判

（
一
五
二
六
）



コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
と
説
明
責
任
（
藤
川
）

五
八
五

所
は
短
視
眼
的
な
株
主
還
元
に
走
る
ア
ク
テ
ィ
ビ
ズ
ム
と
の
比
較
論
に
は
謙
抑
的
で
あ
る
。
我
が
国
で
は
ダ
ブ
ル
コ
ー
ド
改
訂
・
進
化
等

を
通
じ
て
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
責
任
の
明
確
化
、
シ
ョ
ー
ト
タ
ー
ミ
ズ
ム
の
調
整
等
、
総
会
・
取
締
役
会
の
組
織
・
機
能
の
改
革
を
進

め
る
こ
と
に
な
ろ
う
か
（
89
）

。
経
営
陣
の
説
明
責
任
の
内
容
面
に
影
響
を
及
ぼ
し
、
株
主
・
投
資
家
と
の
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
の
中
身
に
も
繋

が
る
も
の
と
な
る
。
会
社
法
等
と
一
体
化
し
た
コ
ー
ド
の
実
践
は
開
示
と
経
営
陣
の
説
明
義
務
・
責
任
の
あ
り
方
、
総
会
・
取
締
役
会
機

能
論
に
大
き
な
影
響
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
。
今
後
は
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
組
織
面
、
更
に
は
権
限
分
配
論
、
株
主
間
差
別
化
な
ど
も
含
め

大
き
な
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
に
立
っ
た
考
察
が
一
層
重
要
と
な
り
、
プ
リ
ン
シ
プ
ル
ベ
ー
ス
に
お
け
る
具
体
的
な
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
設

計
等
も
求
め
ら
れ
よ
う
。

（
1
） 

松
井
秀
樹
「
会
社
法
下
の
株
主
総
会
に
お
け
る
説
明
義
務
」
東
京
大
学
法
科
大
学
院
ロ
ー
レ
ビ
ュ
ーV

ol.1

（
二
〇
〇
六
年
八
月
）
二
四
│

三
四
頁
参
照
。

（
2
） 

東
京
地
方
裁
判
所
商
事
研
究
会
編
『
類
型
別
会
社
訴
訟
Ⅰ
』
判
例
タ
イ
ム
ズ
社
（
二
〇
〇
六
年
）
四
二
八
│
四
三
一
頁
。
大
阪
高
判
平
成
二
年

三
月
三
〇
日
判
時
一
三
六
〇
号
一
五
二
頁
。

（
3
） 

前
田
庸
『
会
社
泣
入
門
（
第
一
〇
版
）』
有
斐
閣
（
二
〇
〇
五
年
）
三
三
三
頁
。

（
4
） 

竹
内
昭
夫
『
改
正
会
社
法
解
説
（
新
版
）』
有
斐
閣
（
一
九
八
三
年
）
一
〇
七
頁
。

（
5
） 

相
澤
哲
・
郡
谷
大
輔
「
会
社
法
施
行
規
則
の
総
論
等
」
商
事
法
務
一
七
五
九
号
（
二
〇
〇
六
年
）
一
六
頁
。

参
考
書
類
記
載
事
項
と
説
明
義
務
の
範
囲
が
異
な
る
事
項
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
。

（
6
） 

東
京
弁
護
士
会
会
社
法
部
編
『
新
・
株
主
総
会
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
﹇
第
二
版
﹈』
商
事
法
務
（
二
〇
一
五
年
四
月
）
一
一
三
│
二
三
二
頁
参
照
。

（
7
） 

末
永
敏
和
「
説
明
義
務
の
機
能
」
民
商
法
雑
誌
八
五
巻
四
号
（
一
九
八
二
年
一
月
）
二
九
頁
以
下
。

（
8
） 

公
益
社
団
法
人
日
本
監
査
役
協
会
「
改
正
会
社
法
及
び
改
正
法
務
省
令
に
対
す
る
監
査
役
等
の
実
務
対
応
│
施
行
に
向
け
た
準
備
対
応
及
び
平

（
一
五
二
七
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

五
八
六

成
二
七
年
六
月
総
会
へ
の
準
備
対
応
を
中
心
と
し
て
│
」（
二
〇
一
五
年
三
月
五
日
）
一
│
四
一
頁
参
照
。

（
9
） 

「
会
計
監
査
人
と
の
連
携
に
関
す
る
実
務
指
針
」
公
益
社
団
法
人
日
本
監
査
役
協
会
会
計
員
会
（
二
〇
一
四
年
四
月
一
〇
日
）
一
│
四
二
頁
。

（
10
） 
金
融
庁
「
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
の
基
本
的
な
考
え
方《

コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
原
案》

〜
会
社
の
持
続
的
な

成
長
と
中
長
期
的
な
企
業
価
値
の
向
上
の
た
め
に
〜
」
有
識
者
会
議
（
第
九
回
）（
二
〇
一
五
年
三
月
五
日
）、
金
融
庁
『「
責
任
あ
る
機
関
投
資
家
」

の
諸
原
則
（
案
）《

日
本
版
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド》

〜
投
資
と
対
話
を
通
じ
て
企
業
の
持
続
的
成
長
を
促
す
た
め
に
〜
』
有
識
者
検
討

会
（
二
〇
一
四
年
二
月
二
六
日
）、「
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
の
策
定
に
伴
う
上
場
制
度
の
整
備
に
つ
い
て
」
東
京
証
券
取
引
所

（
二
〇
一
五
年
三
月
五
日
）。

（
11
） 

経
済
産
業
省
産
業
組
織
課
長
中
原
裕
彦
「
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
最
近
の
動
向
」
経
済
産
業
調
査
会
（
二
〇
一
五
年
三
月
一
二
日
）、

「
稼
ぐ
力
を
高
め
る
た
め
の
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
（
攻
め
の
経
営
判
断
を
後
押
し
す
る
仕
組
み
）
│
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド

を
中
心
に
」
東
京
大
学
第
四
八
回
比
較
法
政
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
（
二
〇
一
五
年
三
月
三
〇
日
）、
葉
玉
匡
美
「
改
正
会
社
法
及
び
会
社
法
施
行
規
則
へ

の
実
務
対
応
〜
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
コ
ー
ド
に
も
触
れ
つ
つ
」
Ｔ
Ｍ
Ｉ
総
合
法
律
事
務
所
セ
ミ
ナ
ー
（
二
〇
一
五
年
三
月
一
八
日
）。

（
12
） 

横
山
淳
「
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
と
金
商
法
、
会
社
法
の
論
点
①
②
③
」
大
和
総
研
（
二
〇
一
五
年
一
月
一
五
日
一
│
二
〇
頁
、

二
〇
一
五
年
三
月
一
〇
日
一
│
三
七
頁
、
二
〇
一
五
年
六
月
一
日
一
│
四
〇
頁
）
参
照
。P

w
C

あ
ら
た
監
査
法
人
編
『
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン

ス
・
コ
ー
ド
の
実
務
対
応
Ｑ
＆
Ａ
』
中
央
経
済
社
（
二
〇
一
五
年
一
二
月
）
一
│
一
六
五
頁
。

（
13
） 

会
社
法
・
金
商
法
上
の
罰
則
規
定
の
あ
る
説
明
義
務
と
コ
ー
ド
に
お
け
る
説
明
・
開
示
責
任
は
峻
別
す
べ
き
で
も
あ
ろ
う
が
、
独
立
社
外
取
締

役
関
連
な
ど
上
場
企
業
に
お
い
て
は
コ
ー
ド
が
事
実
上
の
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
と
な
っ
て
お
り
、
本
稿
で
は
広
義
の
説
明
責
任
と
し
て
包
含
し
て

考
察
を
進
め
る
。

（
14
） 

例
と
し
て
、
業
務
執
行
取
締
役
及
び
執
行
役
員
の
報
酬
は
、
取
締
役
会
で
決
定
し
た
報
酬
基
準
を
基
礎
と
し
て
社
長
が
決
定
す
る
。
当
該
報
酬

基
準
は
、
当
社
の
事
業
規
模
お
よ
び
グ
ロ
ー
バ
ル
な
人
材
確
保
の
観
点
か
ら
業
界
水
準
を
勘
案
し
て
設
定
さ
れ
、
役
位
に
基
づ
く
報
酬
に
個
人
の
実

績
お
よ
び
会
社
業
績
に
連
動
す
る
業
績
連
動
型
報
酬
を
加
算
し
て
支
給
さ
れ
る
。
役
員
退
職
慰
労
金
は
な
い
。

（
15
） 

例
と
し
て
、
取
締
役
会
に
お
い
て
、
各
取
締
役
か
ら
推
薦
を
受
け
、
取
締
役
候
補
者
（
監
査
役
・
執
行
役
員
）
を
決
定
す
る
。
当
該
決
定
に
あ

（
一
五
二
八
）



コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
と
説
明
責
任
（
藤
川
）

五
八
七

た
っ
て
は
、
取
締
役
会
議
案
審
議
に
必
要
な
広
汎
な
知
識
、
経
験
及
び
実
績
を
具
備
し
て
い
る
こ
と
、
管
掌
部
門
の
問
題
を
的
確
に
把
握
し
、
他
の

役
職
員
と
協
力
し
て
問
題
を
解
決
す
る
能
力
が
あ
る
こ
と
、
人
望
が
あ
り
、
法
令
お
よ
び
企
業
倫
理
の
順
守
に
徹
す
る
見
識
を
有
す
る
こ
と
を
基
準

と
す
る
。

（
16
） 
株
主
総
会
参
考
書
類
の
役
員
選
任
議
案
、
事
業
報
告
の
役
員
に
関
す
る
事
項
等
に
記
載
す
る
な
ど
。

（
17
） 

こ
の
場
合
も
、
社
外
有
識
者
等
が
関
与
す
る
指
名
・
報
酬
等
に
つ
い
て
の
任
意
の
諮
問
委
員
会
を
設
置
す
る
こ
と
も
検
討
す
る
こ
と
が
望
ま
れ

る
。

（
18
） 

塚
本
英
巨
「
独
立
社
外
取
締
役
の
活
用
と
取
締
役
会
上
程
事
項
の
見
直
し
」
商
事
法
務
二
〇
八
〇
号
（
二
〇
一
五
年
）
三
二
│
四
五
頁
。
コ
ー

ド
は
、
上
場
会
社
の
取
締
役
会
に
つ
い
て
業
務
執
行
の
意
思
決
定
機
関
と
し
て
よ
り
も
監
督
機
関
と
し
て
の
取
締
役
会
を
重
視
し
て
い
る
と
理
解
さ

れ
る
が
、
企
業
価
値
向
上
と
い
う
目
的
に
合
致
し
て
い
る
限
り
、
自
社
に
適
し
た
ガ
バ
ナ
ン
ス
体
制
と
し
て
業
務
執
行
の
意
思
決
定
機
関
と
し
て
の

取
締
役
会
を
重
視
す
る
こ
と
を
選
択
す
る
余
地
も
残
さ
れ
て
い
る
。

（
19
） 

前
掲
・
葉
玉
匡
美
「
改
正
会
社
法
及
び
会
社
法
施
行
規
則
へ
の
実
務
対
応
」
参
照
、
以
下
同
。
従
前
は
東
証
の
上
場
規
則
で
一
名
以
上
の
独
立

取
締
役
を
選
任
す
る
努
力
義
務
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
施
行
後
二
年
以
内
に
社
外
取
締
役
の
義
務
付
け
を
検
討
す
る
（
附
則
二
五
条
）。
議
決

権
助
言
会
社
の
大
手
で
あ
る
Ｉ
Ｓ
Ｓ
（Institutional S

hareholder S
ervices

）
は
、
①
独
立
社
外
取
締
役
が
い
な
い
会
社
は
経
営
ト
ッ
プ
の
選

任
に
反
対
す
る
。
②
親
会
社
が
い
る
会
社
は
独
立
社
外
取
締
役
が
二
名
以
上
い
な
い
場
合
、
経
営
ト
ッ
プ
の
選
任
に
反
対
す
る
。
③
独
立
社
外
取
締

役
が
二
〇
％
以
上
か
つ
二
名
以
上
い
な
け
れ
ば
買
収
防
衛
策
に
反
対
す
る
、
と
い
う
基
準
が
あ
る
。

（
20
） 

具
体
例
と
し
て
、
①
兼
業
の
困
難
性
、
役
員
定
年
制
、
報
酬
等
と
の
関
係
で
就
任
を
承
諾
す
る
適
任
者
を
み
つ
け
る
こ
と
が
で
き
ず
、
独
立
性

に
乏
し
い
あ
る
い
は
適
性
を
欠
く
人
物
を
社
外
取
締
役
と
し
て
選
任
す
る
こ
と
は
か
え
っ
て
当
社
の
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
構
築
の
障
害

と
な
り
か
ね
な
い
こ
と
、
②
当
社
は
、
取
締
役
会
を
事
業
に
精
通
し
た
業
務
執
行
取
締
役
の
み
で
構
成
し
て
事
業
全
般
に
迅
速
に
専
門
的
意
思
決
定

を
行
う
こ
と
（
マ
ネ
ー
ジ
ン
グ
ボ
ー
ド
化
）
が
企
業
価
値
向
上
に
資
す
る
と
判
断
し
、
社
外
取
締
役
選
任
は
迅
速
・
柔
軟
な
経
営
判
断
を
困
難
に
す

る
お
そ
れ
が
あ
り
、
独
立
社
外
監
査
役
二
名
は
取
締
役
の
選
任
・
報
酬
等
利
益
相
反
事
項
に
つ
い
て
も
監
査
し
て
意
見
を
述
べ
て
お
り
、
社
外
取
締

役
を
置
く
必
要
性
は
乏
し
く
、
取
締
役
増
員
は
コ
ス
ト
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
の
観
点
か
ら
相
当
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
こ
と
等
が
相
当
で
な
い
と
判
断

（
一
五
二
九
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

五
八
八

す
る
理
由
と
し
て
考
え
ら
れ
る
（
葉
玉
匡
美
弁
護
士
）。
も
っ
と
も
、
こ
う
し
た
記
載
が
ひ
な
型
化
し
て
は
プ
リ
ン
シ
プ
ル
ベ
ー
ス
に
反
す
る
こ
と

は
勿
論
で
あ
ろ
う
。

（
21
） 
附
帯
決
議
を
受
け
、
上
場
規
則
に
お
い
て
「
取
締
役
で
あ
る
独
立
役
員
を
少
な
く
と
も
一
名
以
上
確
保
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」

と
の
努
力
義
務
が
規
定
さ
れ
る
（
東
京
証
券
取
引
所
有
価
証
券
上
場
規
程
第
四
四
五
条
の
四
、
二
〇
一
四
年
二
月
一
〇
日
施
行
）。

（
22
） 

金
融
商
品
取
引
法
第
二
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
発
行
す
る
株
式
に
つ
い
て
有
価
証
券
報
告
書
を
内
閣
総
理
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
（
会
社
法
三
二
七
条
の
二
）。

（
23
） 

選
任
議
案
が
上
程
さ
れ
る
場
合
に
は
そ
の
説
明
は
比
較
的
簡
潔
な
も
の
で
よ
い
と
さ
れ
る
。
坂
本
三
郎
編
著
『
一
問
一
答 

平
成
二
六
年
改
正

会
社
法
』
商
事
法
務
（
二
〇
一
四
年
）
八
四
頁
。

（
24
） 

坂
本
三
郎
編
著
・
前
掲
『
一
問
一
答 

平
成
二
六
年
改
正
会
社
法
』
八
七
頁
。

（
25
） 

法
務
省
民
事
局
参
事
官
室
「
会
社
法
の
改
正
に
伴
う
会
社
更
生
法
施
行
令
及
び
会
社
法
施
行
規
則
等
の
改
正
に
関
す
る
意
見
募
集
の
結
果
に
つ

い
て
」
第
三
二
⑺
⑯
一
九
│
二
〇
頁
。

（
26
） 

法
務
省
民
事
局
参
事
官
室
「
会
社
法
の
改
正
に
伴
う
会
社
更
生
法
施
行
令
及
び
会
社
法
施
行
規
則
等
の
改
正
に
関
す
る
意
見
募
集
の
結
果
に
つ

い
て
」
第
三
二
⑾
㉑
四
三
│
四
四
頁
。

（
27
） 

法
令
定
款
違
反
や
著
し
く
不
当
な
事
項
が
な
い
場
合
、
調
査
結
果
の
報
告
お
よ
び
監
査
役
（
会
）
監
査
報
告
の
内
容
を
口
頭
で
報
告
す
る
か
は

任
意
と
な
る
が
、
株
主
総
会
冒
頭
に
両
者
を
合
わ
せ
て
口
頭
報
告
を
す
る
実
務
も
行
わ
れ
る
（
日
本
監
査
役
協
会
「
監
査
役
監
査
実
施
要
領
」
月
刊

監
査
役
五
八
八
号
三
四
四
│
三
四
五
頁
参
考
資
料
一
四
（
二
〇
一
一
年
））。
株
主
総
会
に
提
出
せ
ん
と
す
る
議
案
、
書
類
等
に
法
令
ま
た
は
定
款
違

反
や
著
し
く
不
当
な
事
項
が
あ
り
是
正
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
の
調
査
結
果
の
報
告
に
つ
い
て
書
面
、
電
磁
的
記
録
、
口
頭
で
も
よ
い
と
さ
れ
る
。
落

合
誠
一
編
『
会
社
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
八
│
機
関
﹇
二
﹈』
四
一
二
頁
〔
吉
本
健
一
〕
商
事
法
務
（
二
〇
〇
九
年
）。

（
28
） 

坂
本
三
郎
編
著
・
前
掲
『
一
問
一
答 

平
成
二
六
年
改
正
会
社
法
』
八
九
頁
。

（
29
） 

相
当
で
な
い
理
由
に
関
し
て
株
主
総
会
へ
虚
偽
申
述
が
あ
っ
た
場
合
、
事
業
報
告
へ
不
記
載
、
虚
偽
記
載
が
あ
っ
た
場
合
は
関
係
者
が
過
料
に

処
せ
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
（
会
社
法
九
七
六
条
六
号
、
七
号
）。

（
一
五
三
〇
）



コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
と
説
明
責
任
（
藤
川
）

五
八
九

（
30
） 

衆
議
院
法
務
委
員
会
「
第
一
八
六
回
国
会
衆
議
院
法
務
委
員
会
会
議
録
」
第
一
二
号
八
頁
〔
深
山
卓
也
政
府
参
考
人
発
言
〕（
二
〇
一
四
年
四

月
一
六
日
）。

（
31
） 
適
任
者
が
い
な
い
こ
と
の
み
の
説
明
も
相
当
で
な
い
理
由
の
説
明
と
は
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
と
な
り
得
る
。
坂
本
三
郎
編
著
・
前
掲
『
一
問
一

答 
平
成
二
六
年
改
正
会
社
法
』
八
五
頁
（
注
三
）。

（
32
） 

横
山
淳
・
前
掲
注（
12
）「
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
と
金
商
法
、
会
社
法
の
論
点
②
」
六
頁
以
下
。

（
33
） 

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
へ
の
金
融
庁
回
答
。

（
34
） 

金
融
庁
有
識
者
会
議
（
第
八
回
）
の
議
論
。

（
35
） 

政
策
保
有
に
よ
り
対
象
先
企
業
に
対
す
る
営
業
が
容
易
に
な
る
等
の
内
容
を
実
際
に
書
き
込
め
る
も
の
か
等
も
議
論
と
な
ろ
う
。

（
36
） 

会
社
法
改
正
の
検
討
過
程
に
お
け
る
子
会
社
少
数
株
主
等
の
保
護
に
関
す
る
議
論
と
し
て
、
独
立
当
事
者
間
基
準
を
適
用
す
る
の
で
あ
れ
ば
実

際
の
企
業
結
合
を
必
要
と
し
て
い
る
企
業
の
経
済
的
ニ
ー
ズ
あ
る
い
は
グ
ル
ー
プ
経
営
に
合
わ
な
い
の
で
は
な
い
か
、
総
体
的
に
利
益
・
不
利
益
の

判
断
を
す
る
必
要
が
あ
る
。
法
制
審
議
会
会
社
法
制
部
会
（
第
一
一
回
会
議
）
岩
原
紳
作
部
会
長
発
言
。

（
37
） 

親
会
社
の
内
部
統
制
と
の
重
複
も
多
く
、
一
体
的
に
決
定
す
る
形
式
を
記
載
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
が
、
子
会
社
か
ら
親
会
社
へ
の
報
告
等

難
し
い
も
の
も
あ
る
（
葉
玉
匡
美
）。

（
38
） 

取
締
役
会
で
決
議
し
た
内
部
統
制
シ
ス
テ
ム
の
要
綱
に
従
い
、
各
種
規
程
等
の
整
備
、
規
程
等
の
従
業
員
へ
の
周
知
、
内
部
統
制
シ
ス
テ
ム
が

機
能
し
て
い
る
こ
と
の
チ
ェ
ッ
ク
等
を
記
載
す
る
。

（
39
） 

記
載
例
と
し
て
、
当
社
で
は
執
行
と
監
督
の
分
離
の
観
点
か
ら
、
法
令
上
、
取
締
役
会
が
決
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
を
除
き
、
取
締
役

会
は
取
締
役
等
に
業
務
執
行
の
決
定
権
を
委
任
し
て
い
る
。
取
締
役
会
に
お
い
て
取
引
の
性
質
お
よ
び
金
額
等
を
基
準
と
し
て
決
裁
規
程
を
定
め
、

重
要
な
業
務
執
行
以
外
は
取
締
役
ま
た
は
執
行
役
員
に
決
裁
権
限
を
付
与
し
て
い
る
。

（
40
） 

実
効
性
の
意
味
は
監
督
の
実
効
性
が
主
た
る
も
の
と
な
ろ
う
か
。
取
締
役
会
に
お
い
て
各
議
題
に
つ
い
て
議
論
が
尽
く
さ
れ
、
問
題
事
象
に
つ

い
て
取
締
役
会
に
適
切
に
報
告
さ
れ
た
こ
と
、
取
締
役
会
が
適
切
な
対
応
策
を
決
定
し
た
こ
と
等
を
分
析
し
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
報
告
書
等
に
記
載
す
る

こ
と
に
な
る
。

（
一
五
三
一
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

五
九
〇

（
41
） 

会
計
監
査
人
は
再
任
が
想
定
さ
れ
、
通
常
、
か
か
る
決
定
権
が
行
使
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
が
、
取
締
役
と
会
計
監
査
人
間
に
意
見
の
相
違
等
が

あ
り
監
査
役
が
会
計
監
査
人
を
変
更
す
る
場
合
、
監
査
役
の
善
管
注
意
義
務
違
反
が
注
意
さ
れ
る
。
ゴ
ー
イ
ン
グ
コ
ン
サ
ー
ン
、
減
損
の
要
否
等
が

例
と
な
ろ
う
。

（
42
） 
当
社
あ
る
い
は
他
社
の
監
査
実
績
、
世
界
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
有
無
、
監
査
報
酬
の
適
正
性
、
監
査
法
人
（
所
属
す
る
公
認
会
計
士
）
が
監
査

に
関
す
る
行
政
処
分
や
損
害
賠
償
等
を
受
け
た
か
否
か
な
ど
。

（
43
） 

監
査
法
人
お
よ
び
そ
の
グ
ル
ー
プ
法
人
（
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
等
）
と
の
利
害
関
係
、
役
員
の
親
族
関
係
の
有
無
、
監
査
法
人
の
規
模
、
会
計
お
よ

び
財
務
に
つ
い
て
の
知
識
の
程
度
等
。

（
44
） 

日
本
監
査
役
協
会
・
前
掲
注（
8
）二
五
│
二
九
頁
参
照
。

（
45
） 

監
査
役
は
、
執
行
部
門
と
連
携
し
会
社
と
し
て
会
計
監
査
人
選
任
議
案
の
内
容
を
決
定
す
る
。
必
要
な
情
報
を
全
て
監
査
役
と
し
て
独
自
に
調

査
・
収
集
す
る
こ
と
は
求
め
ら
れ
て
い
な
い
。

（
46
） 

⒜
⒝
⒞
は
、
現
状
も
適
宜
対
応
し
て
い
る
と
み
ら
れ
る
が
、
⒞
は
監
査
体
制
に
関
す
る
内
部
統
制
が
強
化
さ
れ
た
た
め
、
監
査
役
会
規
程
、
内

部
監
査
規
程
等
に
明
文
化
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。

（
47
） 

会
計
監
査
人
設
置
会
社
は
事
業
報
告
、
そ
れ
以
外
の
会
社
は
通
常
は
附
属
明
細
書
と
な
る
。

（
48
） 

経
営
指
導
料
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
低
利
貸
付
け
等
は
要
注
意
と
な
る
（
葉
玉
匡
美
）。

（
49
） 

資
本
政
策
の
基
本
的
な
方
針
に
関
し
て
、
デ
ッ
ト
・
エ
ク
イ
テ
ィ
比
率
な
ど
の
具
体
的
方
針
、
政
策
保
有
株
式
に
関
す
る
方
針
（
原
則
一
│

四
）
お
よ
び
株
主
の
利
益
を
害
す
る
可
能
性
の
あ
る
資
本
政
策
（
原
則
一
│
六
）
の
対
応
な
ど
原
則
の
背
後
に
あ
る
基
本
的
な
考
え
方
が
議
論
さ
れ

た
。
金
融
庁
有
識
者
会
議
（
第
七
回
）
に
お
け
る
議
論
。

（
50
） 

二
〇
一
五
年
二
月
二
四
日
東
京
証
券
取
引
所
「
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
の
策
定
に
伴
う
上
場
制
度
の
整
備
に
つ
い
て
」（
Ｃ
Ｇ

コ
ー
ド
上
場
制
度
整
備
）、
横
山
淳
「
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
に
伴
う
東
証
の
上
場
制
度
整
備
案
」
大
和
総
研
（
二
〇
一
五
年
二
月

二
五
日
）
一
│
六
頁
。

（
51
） 

コ
ー
ド
原
案
に
対
す
る
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
へ
の
回
答
と
し
て
、
金
融
商
品
取
引
所
が
定
め
る
独
立
性
基
準
に
よ
り
独
立
性
が
否
定
さ
れ
る

（
一
五
三
二
）



コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
と
説
明
責
任
（
藤
川
）

五
九
一

者
は
独
立
社
外
取
締
役
に
は
該
当
し
な
い
。
他
方
こ
の
点
さ
え
確
保
さ
れ
て
い
れ
ば
、
取
引
所
に
対
し
て
現
実
に
独
立
役
員
と
し
て
届
出
を
行
っ
て

い
る
者
で
あ
る
こ
と
は
必
ず
し
も
必
要
な
い
。
そ
う
し
た
者
で
も
独
立
社
外
取
締
役
た
り
得
る
。
Ｍ
Ｈ
Ｍ
会
社
法
セ
ミ
ナ
ー
石
綿
学
・
石
井
裕
介
・

内
田
修
平
・
神
作
裕
之
・
静
正
樹
・
寺
下
史
郎
「
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
へ
の
対
応
」
森
・
濱
田
松
本
法
律
事
務
所
セ
ミ
ナ
ー

（
二
〇
一
五
年
三
月
二
四
日
）
参
照
。

（
52
） 

経
済
産
業
省
「
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
実
践
│
企
業
価
値
向
上
に
向
け
た
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
と
改
革
│
」
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ

ン
ス
・
シ
ス
テ
ム
の
在
り
方
に
関
す
る
研
究
会
（
座
長
神
田
秀
樹
教
授
）
報
告
書
（
二
〇
一
五
年
七
月
二
四
日
）
第
三
の
二
、
別
紙
三
『
法
的
論
点

に
関
す
る
解
釈
指
針
』、
別
紙
二
『
会
社
役
員
賠
償
責
任
保
険
（
Ｄ
＆
Ｏ
保
険
）
の
実
務
上
の
ポ
イ
ン
ト
』
八
│
一
二
頁
。

（
53
） 

油
布
志
行
・
渡
邉
浩
司
・
谷
口
達
哉
・
中
野
常
道
「『
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
原
案
』
の
解
説
﹇
Ⅰ
﹈」
商
事
法
務
二
〇
六
二
号

（
二
〇
一
五
年
三
月
一
五
日
号
）
五
二
頁
以
下
参
照
。

（
54
） 

江
頭
憲
治
郎
『
株
式
会
社
法 
第
五
版
』
有
斐
閣
（
二
〇
一
四
年
）
三
四
二
頁
、
三
六
二
頁
。

（
55
） 

近
藤
光
男
・
吉
原
和
志
・
黒
沼
悦
郎
『
金
融
商
品
取
引
法
入
門
﹇
第
三
版
﹈』
商
事
法
務
（
二
〇
一
三
年
）
六
五
頁
。

（
56
） 

松
尾
直
彦
『
金
融
商
品
取
引
法
』
商
事
法
務
（
二
〇
一
一
年
）
六
一
〇
│
六
一
六
頁
。

（
57
） 

松
山
遥
『
敵
対
的
株
主
提
案
と
プ
ロ
キ
シ
ー
フ
ァ
イ
ト
﹇
第
二
版
﹈』
商
事
法
務
（
二
〇
一
二
年
）
七
〇
│
七
一
頁
。

（
58
） 

上
場
会
社
は
主
に
会
社
法
上
の
書
面
投
票
制
度
を
活
用
し
、
委
任
状
勧
誘
は
現
経
営
陣
に
反
対
す
る
株
主
側
が
活
用
す
る
こ
と
が
多
い
と
考
え

ら
れ
、
コ
ー
ド
と
の
整
合
性
が
問
題
と
な
る
局
面
は
多
く
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
横
山
淳
・
前
掲
注（
12
）「
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー

ド
と
金
商
法
、
会
社
法
の
論
点
②
」
一
八
頁
以
下
。

（
59
） 

東
証
「『
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
関
す
る
報
告
書
』
記
載
要
領
」（
二
〇
一
五
年
二
月
版
）
五
│
六
頁
。

（
60
） 

株
式
会
社
東
京
証
券
取
引
所
上
場
部
『
会
社
情
報
適
時
開
示
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
（
二
〇
一
四
年
六
月
版
）』（
二
〇
一
四
年
）
二
六
七
頁
。

（
61
） 

不
祥
事
に
伴
う
異
動
で
は
比
較
的
、
詳
細
な
事
情
説
明
が
さ
れ
る
が
、
旧
経
営
陣
の
辞
任
に
関
す
る
説
明
が
中
心
で
、
新
任
者
の
「
選
任
・
指

名
に
つ
い
て
の
説
明
」
は
少
な
い
。
横
山
淳
・
前
掲
「
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
と
金
商
法
、
会
社
法
の
論
点
②
」
二
〇
頁
。

（
62
） 

株
主
が
分
散
・
流
動
化
し
た
上
場
会
社
で
は
、
一
般
株
主
が
内
部
事
情
を
知
る
こ
と
、
新
た
な
経
営
陣
や
業
務
執
行
取
締
役
と
し
て
選
任
・
指

（
一
五
三
三
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

五
九
二

名
さ
れ
た
者
の
人
物
像
を
知
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

（
63
） 

東
京
証
券
取
引
所
「『
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
の
策
定
に
伴
う
上
場
制
度
の
整
備
に
つ
い
て
』
に
寄
せ
ら
れ
た
パ
ブ
リ
ッ
ク
・

コ
メ
ン
ト
の
結
果
に
つ
い
て
」N

o.13-16

。

（
64
） 
経
済
産
業
省
「
持
続
的
成
長
に
向
け
た
企
業
と
投
資
家
の
対
話
促
進
研
究
会
報
告
書
〜
対
話
先
進
国
に
向
け
た
企
業
情
報
開
示
と
株
主
総
会
プ

ロ
セ
ス
に
つ
い
て
〜
」（
二
〇
一
五
年
四
月
二
三
日
）
一
│
一
三
六
頁
。

（
65
） 

金
融
審
議
会
デ
ィ
ス
ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー
Ｗ
Ｇ
第
二
回
・
第
四
回
事
務
局
資
料
、
経
済
産
業
省
「
持
続
的
成
長
に
向
け
た
企
業
と
投
資
家
の
対
話
促

進
研
究
会
」
報
告
書
（
平
成
二
七
年
四
月
）、
日
本
公
認
会
計
士
協
会
「
開
示
・
監
査
制
度
の
在
り
方
に
関
す
る
提
言
」（
平
成
二
七
年
一
一
月
四

日
）。

（
66
） 

渡
邊
顯
『
ベ
ス
ト
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
株
主
総
会
│
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
対
応
』
商
事
法
務
（
二
〇
一
六
年
一
月
三
〇
日
）
一
〇

│
三
七
、
五
四
│
六
〇
、一
〇
四
│
一
一
四
、一
九
六
│
二
〇
五
頁
に
詳
説
さ
れ
、
参
照
し
た
。

（
67
） 

コ
ー
ド
は
重
要
な
経
営
指
標
の
一
つ
と
な
り
、
こ
れ
に
対
応
す
べ
く
、
上
場
企
業
に
お
い
て
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
オ
フ
ィ
サ
ー

（
Ｃ
Ｇ
Ｏ
）
設
置
が
提
唱
さ
れ
る
（
渡
邊
顯
）。

（
68
） 

渡
邊
顯
・
前
掲
注（
66
）五
四
│
六
〇
頁
。

（
69
） 

武
井
一
浩
・
石
崎
泰
哲
「
上
場
企
業
法
制
に
お
け
る
企
業
の
中
期
的
利
益
と
シ
ョ
ー
ト
タ
ー
ミ
ズ
ム
と
の
調
整
（
上
）（
下
）
│
最
近
の
欧
米

の
議
論
の
諸
相
か
ら
│
」
二
〇
九
七
号
（
二
〇
一
六
年
）
二
一
│
三
三
頁
、
二
〇
九
八
号
（
二
〇
一
六
年
）
三
六
│
四
六
頁
に
詳
説
さ
れ
、
参
照
し

た
。

（
70
） 

監
査
等
委
員
会
設
置
会
社
に
移
行
済
み
あ
る
い
は
移
行
を
表
明
し
て
い
る
上
場
企
業
数
は
既
に
六
八
四
社
に
上
り
、
指
名
委
員
会
等
設
置
会
社

へ
の
移
行
が
伸
び
悩
む
こ
と
と
対
照
的
と
な
っ
て
い
る
。
川
井
信
之
「
監
査
等
委
員
会
設
置
会
社
へ
の
移
行
を
公
表
し
た
上
場
企
業
一
覧

（
二
〇
一
六
年
）（
二
〇
一
六
年
六
月
三
〇
日
現
在
）」http://blog.livedoor.jp/kaw

ailaw
japan/archives/8331552.htm

l

（
71
） U

nocal v. M
esa P

etroleum
 C
o., 493 A

.2d 946 

（D
el. 1985

）.

多
く
の
米
国
上
場
企
業
が
設
立
準
拠
法
と
す
る
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
会
社
法
で

は
企
業
経
営
を
行
う
権
限
は
株
主
総
会
で
な
く
取
締
役
会
に
あ
る
こ
と
が
徹
底
さ
れ
、
市
場
で
株
式
を
買
収
さ
れ
取
締
役
会
が
考
え
る
中
長
期
施
策

（
一
五
三
四
）



コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
と
説
明
責
任
（
藤
川
）

五
九
三

の
実
現
に
支
障
が
出
る
こ
と
対
応
す
る
た
め
、
中
長
期
的
施
策
へ
の
脅
威
が
存
在
す
る
と
信
じ
る
合
理
的
理
由
が
あ
る
こ
と
（
脅
威
要
件
）、
防
衛

措
置
が
当
該
脅
威
の
関
係
で
相
当
な
内
容
で
あ
る
こ
と
（
相
当
性
要
件
）
の
要
件
が
示
さ
れ
た
場
合
、
ラ
イ
ツ
プ
ラ
ン
の
発
動
解
除
を
し
な
い
こ
と

は
取
締
役
の
善
管
注
意
義
務
違
反
に
な
ら
な
い
。
ユ
ノ
カ
ル
基
準
は
伝
統
的
な
経
営
判
断
原
則
と
完
全
公
正
性
の
基
準
の
中
間
的
審
査
基
準
と
い
え

る
。
脅
威
要
件
は
取
締
役
の
誠
実
性
（good faith

）
と
合
理
的
調
査
（rational investigation

）
に
よ
り
立
証
可
能
と
さ
れ
、
独
立
社
外
取
締
役

が
過
半
数
を
占
め
る
取
締
役
会
承
認
に
よ
り
証
明
度
を
高
め
ら
れ
る
。
前
掲
・
武
井
一
浩
・
石
崎
泰
哲
注（
69
）（
上
）
二
二
│
二
三
頁
。

（
72
） R

evlon, Inc. v. M
acA
ndrew

s &
 F
orbes H

oldings, Inc, 506 A
.2d 173 

（D
el. 1985

）.

会
社
経
営
陣
が
中
長
期
的
な
施
策
を
持
た
ず
会

社
の
支
配
権
を
手
放
す
状
況
に
な
る
と
ユ
ノ
カ
ル
基
準
は
適
用
さ
れ
ず
、
取
締
役
会
は
株
主
が
手
に
で
き
る
売
却
価
格
を
最
大
化
す
る
義
務
を
負
う

と
す
る
。

（
73
） Y

ucaipa A
m
erican A

lliance F
und Ⅱ

v. L
R
,1 A
.3d 310

（D
el.C
h.2010

）.

フ
ァ
ン
ド
ア
ク
テ
ィ
ビ
ズ
ム
へ
の
差
別
的
発
動
比
率
の
買
収

防
衛
策
発
動
を
適
法
と
判
示
し
た
。

（
74
） T

hird P
oint L

L
C
 v. R

uprecht, C
A
 9469-V

C
P
 

（D
elaw
are C

ourt of C
hancery M

ay 2 2014

）.

フ
ァ
ン
ド
ア
ク
テ
ィ
ビ
ズ
ム
へ
の

差
別
的
か
つ
一
〇
％
の
発
動
比
率
の
買
収
防
衛
策
を
適
法
と
判
示
し
た
。

（
75
） A

ir P
roducts &

 C
hem
icals, Inc. v. A

irgas, Inc., 16 A
.3d 48 

（D
el.C
h.2011

）.

A
irgas v. A

ir P
roducts &

 C
hem
icals - H

arvard L
aw
 S
chool F

orum
 on C

oporate G
overnance and F

inancial R
egulation- 

M
artin L

ipton, W
achtell, L

ipton, R
osen &

 K
atz, on F

riday, D
ecem

ber 18, 2015. https://corpgov.law
.harvard.edu/

ア
ー
ビ
ト
ラ
ー

ジ
ャ
ー
株
主
の
株
式
売
却
意
思
を
勘
案
し
て
買
収
防
衛
策
発
動
を
適
法
と
判
示
し
た
。

（
76
） 

武
井
一
浩
「
攻
め
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
へ
の
実
務
対
応
と
上
場
企
業
法
制
上
の
論
点
」
東
京
大
学
第
五
〇
回
比
較
法
政
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
報
告
『
ダ
ブ

ル
コ
ー
ド
時
代
の
攻
め
の
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
』（
二
〇
一
六
年
三
月
二
八
日
）。

（
77
） 

藤
林
大
地
「
東
京
地
判
平
成
二
五
年
二
月
二
二
日
・
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
四
〇
六
号
三
〇
六
頁
（
シ
ニ
ア
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
事
件
）
有
価
証

券
報
告
書
等
の
虚
偽
記
載
等
に
関
し
て
非
財
務
担
当
取
締
役
に
「
相
当
な
注
意
」
の
履
行
が
認
め
ら
れ
た
事
例
」
早
稲
田
大
学
商
法
研
究
会
報
告

（
二
〇
一
五
年
六
月
一
八
日
）
参
照
。

（
一
五
三
五
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

五
九
四

（
78
） 

近
藤
光
男
「
金
融
商
品
取
引
法
の
役
員
の
責
任
と
会
社
法
の
役
員
の
責
任
│
虚
偽
記
載
を
め
ぐ
る
役
員
の
責
任
を
中
心
に
│
」
金
融
商
品
取
引

法
研
究
会
研
究
記
録
第
四
一
号
（
二
〇
一
三
年
一
月
二
四
日
開
催
）
一
│
五
三
頁
、
北
村
雅
史
「
発
行
市
場
・
流
通
市
場
に
お
け
る
開
示
書
類
の
虚

偽
記
載
と
民
事
責
任
」
大
証
金
融
商
品
取
引
法
研
究
会
（
二
〇
一
一
年
一
二
月
一
六
日
開
催
）
一
│
四
一
頁
を
参
照
し
た
。
太
田
洋
「
証
券
訴
訟
を

巡
る
近
時
の
諸
問
題
│
流
通
市
場
に
お
い
て
不
実
開
示
を
行
っ
た
提
出
会
社
の
責
任
を
中
心
に
│
」
金
融
商
品
取
引
法
研
究
会
研
究
記
録
第
五
三
号

（
二
〇
一
五
年
九
月
九
日
開
催
）
一
│
二
〇
二
頁
。
金
融
庁
総
務
企
画
局
資
料
「
流
通
市
場
に
お
け
る
虚
偽
開
示
書
類
に
係
る
損
害
賠
償
責
任
」

（
二
〇
一
三
年
一
一
月
二
〇
日
）。

（
79
） 

黒
沼
悦
郎
「
ラ
イ
ブ
ド
ア
株
主
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
東
京
地
裁
判
決
の
検
討
〔
下
〕
東
京
地
判
平
成
二
一
年
五
月
二
一
日
」
商
事
法
務

一
八
七
二
号
（
二
〇
〇
九
年
）
一
七
頁
。

（
80
） 

株
式
会
社
シ
ニ
ア
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
「
内
部
統
制
報
告
書
に
関
す
る
お
知
ら
せ
」（
平
成
二
二
年
七
月
三
〇
日
）、
同
「
有
価
証
券
報
告
書

の
訂
正
報
告
書
」（
提
出
日
平
成
二
二
年
一
〇
月
一
五
日
）。

（
81
） 

法
定
開
示
書
類
の
作
成
は
、
そ
の
他
重
要
な
業
務
執
行
に
含
ま
れ
る
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
取
締
役
会
決
議
が
必
要
に
な
り
、

取
締
役
会
で
議
論
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
取
締
役
会
で
配
付
さ
れ
な
い
書
類
も
あ
り
得
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
職
位
等
に
応
じ
て
適
切
に
参
画
す
れ

ば
、
少
な
く
と
も
責
任
を
果
た
さ
れ
た
と
考
え
る
べ
き
だ
と
い
う
意
見
と
し
て
、
吉
川
純
「
金
商
法
開
示
と
役
員
責
任
」
資
料
版
商
事
法
務
三
三
八

号
（
二
〇
一
二
年
）
三
九
│
四
〇
頁
。

（
82
） 

日
本
交
通
事
件
一
審
判
決
（
松
江
地
判
平
七
・
二
・
一
五
資
料
版
商
事
一
五
五
・
八
四
）
控
訴
審
（
広
島
高
〔
松
江
〕
判
平
八
・
九
・
二
七
資

料
版
商
事
一
五
五
・
四
八
）
で
は
部
門
別
・
地
区
別
の
収
支
状
況
等
に
つ
い
て
商
法
や
計
算
書
類
規
則
等
に
準
拠
し
た
計
算
書
類
の
範
囲
の
説
明
で

足
り
る
と
し
て
取
締
役
に
よ
る
説
明
義
務
を
否
定
し
、
現
時
点
で
計
算
書
類
に
準
拠
す
る
こ
と
自
体
は
全
般
的
判
例
の
流
れ
と
も
い
え
よ
う
。

（
83
） 

コ
ー
ド
の
趣
旨
に
よ
る
説
明
義
務
の
拡
大
指
向
に
対
し
、
他
方
で
限
定
す
る
試
み
も
あ
り
交
錯
す
る
状
況
と
も
い
え
る
が
、
会
社
法
上
規
定
さ

れ
る
報
告
事
項
に
該
当
す
る
か
で
局
面
が
分
か
れ
、
コ
ー
ド
適
用
後
の
総
会
の
ベ
ス
ト
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
と
し
て
は
、
非
規
定
事
項
で
も
社
内
的
に
み

て
重
要
事
項
に
か
か
る
情
報
に
は
実
質
上
広
範
に
説
明
義
務
が
及
ぶ
と
考
え
れ
ば
矛
盾
な
く
整
合
性
が
保
て
よ
う
。

（
84
） 

む
し
ろ
我
が
国
の
金
融
商
品
取
引
法
の
方
が
進
ん
で
い
る
印
象
を
受
け
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
川
島
い
づ
み
①
「
不
実
の
流
通
開
示
に
関
す

（
一
五
三
六
）



コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
と
説
明
責
任
（
藤
川
）

五
九
五

る
民
事
責
任
│
イ
ギ
リ
ス
法
の
動
向
を
参
考
に
│
」
Ｒ
Ｉ
Ｄ 

デ
ィ
ス
ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー
ニ
ュ
ー
スvol.5

（
二
〇
〇
九
年
七
月
）
一
〇
五
│
一
一
一
頁
、

同
②
「
イ
ギ
リ
ス
法
に
お
け
る
不
実
の
企
業
情
報
開
示
に
関
す
る
民
事
責
任
│
判
例
法
の
展
開
│
」
早
稲
田
社
会
科
学
総
合
研
究
第
一
三
巻
一
号

（
二
〇
一
二
年
七
月
）
一
│
五
六
頁
参
照
。

（
85
） C

aparo Industries plc v. D
ickm

an

﹇1990

﹈1 A
ll E
R
 568.

（
86
） L

e L
ievre v. G

ould

﹇1893

﹈1Q
B
491.

（
87
） 

現
在
で
は
格
付
け
条
項
の
開
示
懈
怠
を
理
由
に
注
意
義
務
が
生
ず
る
可
能
性
が
あ
り
、
立
証
事
実
に
か
か
っ
て
い
る
。H

all v. C
able and 

W
ireless plc

﹇2010
﹈1 B

C
L
C
 95,at p104. 

川
島
い
づ
み
・
前
掲
注（
84
）①
五
五
頁
。

（
88
） 

コ
ー
ド
適
用
・
対
応
の
進
展
に
伴
い
、
第
二
章
で
述
べ
て
き
た
計
算
書
類
な
ど
報
告
事
項
に
係
る
実
務
あ
る
い
は
判
例
上
の
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
に

影
響
を
及
ぼ
す
可
能
性
も
あ
ろ
う
。

（
89
） 

短
期
的
視
点
の
株
主
・
投
資
家
の
姿
勢
を
中
長
期
的
指
向
に
変
え
る
こ
と
を
是
と
す
る
か
に
か
か
っ
て
こ
よ
う
が
、
米
国
で
は
基
本
的
に
は
是

非
の
判
断
に
立
ち
入
ら
ず
、
そ
の
調
整
で
あ
る
と
考
え
、
他
方
で
英
国
や
我
が
国
規
制
当
局
は
中
長
期
的
指
向
へ
誘
導
せ
ん
と
し
て
い
る
感
も
窺
え

る
。
長
年
の
リ
ス
ク
カ
ル
チ
ャ
ー
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
蓄
積
の
相
違
を
背
景
に
し
た
ア
プ
ロ
ー
チ
の
相
違
と
い
え
、
最
終
的
に
企
業
価
値
向
上
に
向
け

た
方
向
性
は
同
一
で
あ
る
と
思
料
さ
れ
る
。

﹇
本
稿
は
、
財
団
法
人
民
事
紛
争
処
理
研
究
基
金
の
研
究
助
成
金
を
利
用
し
た
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
﹈

（
一
五
三
七
）
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